
秋田市『プラスの循環』プラン
【第１５次秋田市総合計画】

推進計画

（第３期 秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

響きあう 心躍る 人・まち・くらし

～ 共感と共創で輝く秋田市へ ～

令和８年３月

秋田市企画財政部企画調整課

（令和８年４月から秋田市企画政策部企画政策課）



【推進計画の構成】

項 目 掲載ページ

第１ 推進計画の意義 １

第２ 計画実施にあたっての取組 ２

第３ 将来都市像別推進計画 １１

１４１ 豊かで活力に満ちたまち

４１２ 多様な主体でつくる元気なまち

６２３ 人と文化をはぐくむ誇れるまち

７９４ 健康で安全安心に暮らせるまち

９６５ 緑あふれる持続可能なまち

第４ プラスの循環戦略別推進計画 １１５

第５ 財政状況 １３２

第６ 地域別整備方針 １３４

参考 プラスの循環戦略の数値目標・ＫＰＩの設定趣旨等 １４０

参考 秋田市『プラスの循環』プランとＳＤＧｓ（持続可能な １５６

開発目標）の関係

参考 用語解説（本文中の※印の用語の説明） １５７



総合計画の体系

基本構想

推進計画
（秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

基本理念

取組・事業

総合計画
秋田市『プラスの循環』プラン

重点プログラム

戦略事業

将来都市像

政策

施策
プラスの循環戦略

施策の方針

総合計画
推進のために
（計画推進の
基本姿勢）

ねらい・取組

目指すべき本市の姿

基本理念のもとに目指す大局的な方向性

政策 将来都市像実現に向けた政策

施策 政策に基づく取組の方向性

将来都市像別の体系にとらわれずに、一体的かつ集中
的に経営資源を投入して取り組む分野

重点プログラム 各戦略の実現のための方策

総合計画の推進にあたって、市職員が共通して意識し
ていくべき基本姿勢

施策の方針に基づく個別の事務事業

重点プログラムに基づくねらい達成のための個別の事
務事業

各戦略・各重点プログラムにおける目標を数値化した
指標

戦略事業

推進計画
（秋田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略と統合）
（具体的な取組）

基本構想
（５年間の目標とそれを実現
するための基本的な考え方）

総合計画推進のために
（計画推進の基本姿勢）

数値目標・ＫＰＩ

取組・事業

基本理念

将来都市像

プラスの循環戦略



．



第１ 推進計画の意義

１ 推進計画の位置づけ

推進計画は、基本構想を踏まえ、令和８年度から令和12年度までの５年間の計画

を通した政策ごとの基本方針を定めたものであり、その実現に向けた主な取期間

組・事業を示しています。

２ 秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略との統合

まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）に基づき策定する「秋田市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」といいます。）について、基本

目標や具体的な施策、指標など、総合計画と共通する部分が多いことを踏まえ、地

方創生・人口減少対策の方向性をわかりやすく示し、各種施策をより力強く推し進

めるため、推進計画と総合戦略を統合し、一体的に策定しました。

３ 推進計画の構成

推進計画は、計画実施にあたっての取組、将来都市像別推進計画、プラスの循環

戦略別推進計画、財政推計および地域別整備方針で構成しています。

(1) 計画実施にあたっての取組

行政サービスの向上や行財政改革の推進など、行政経営における具体的な取組と、

基本構想に掲げた「計画推進の基本姿勢」ごとの、計画期間内の方針と具体的な

取組を示しています。

(2) 将来都市像別推進計画

将来都市像ごとに「政策」「施策」を体系化し、計画期間内の取組・事業の方

向性や基本的な考え方を示す「施策の方針」を示しています。

(3) プラスの循環戦略別推進計画

将来都市像別の体系にとらわれずに、必要な分野において一体的かつ集中的に経

営資源を投入して取り組むため設定したプラスの循環戦略について、５つの戦略

ごとに数値目標を示し、重点プログラムごとにＫＰＩ（重要業績評価指標）、ねら

い、計画期間内の取組、プラスの循環戦略事業を示しています。

(4) 財政状況

健全な財政運営の視点を踏まえ、今後の財政収支の状況を示しています。

(5) 地域別整備方針

中央・東部・西部・南部・北部・河辺・雄和の各地域の諸条件を踏まえ

た地域別整備方針を示しています。
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第２ 計画実施にあたっての取組

基本構想の「総合計画推進のために」を受けて 「行政サービスの向上」と、

「行政経営の確立」における取組を体系図として示しています。

政策 施策

１行政サービスの向
上

－
１サービス提供体制
の充実

－ ①窓口サービスの市民満足度の向上 (P3)

－ ②サービス提供機会の充実・確保 (P3)

－ ③職員の能力や意識の向上 (P3)

－
２情報共有・情報交
換機会の充実

－ ①広聴活動の充実 (P4)

－ ②市政情報の提供 (P4)

－ ③情報公開の推進 (P4)

２行政経営の確立 －
１行政経営システム
の推進

－ ①総合計画の進行管理 (P5)

－ ②中・長期財政見通しに基づく予算編成の実施 (P5)

－ ③組織機構および人員配置の最適化 (P5)

－ ④歳入確保と財産活用の推進 (P5)

－ ２行財政改革の推進 － ①行政改革大綱の進行管理 (P6)

－ ②財政の健全性の確保 (P6)

取組・事業
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１ 行政経営の方針

基本構想で掲げた基本理念に基づき、将来都市像の実現に向けて各施策の

より一層の推進を図るため、行政経営分野の取組を体系化し、以下の方針で

推進します。

政策１ 行政サービスの向上

施策１ サービス提供体制の充実

［取組・事業①］窓口サービスの市民満足度の向上

窓口業務は、行政サービスの根幹をなすものであり、市民にとって

わかりやすく、利便性の高いサービスを提供していく必要があること

から、今後とも関係課との連携による適切、迅速な対応に努めます。

また、申請書の代行作成やデータ連携の機能を備えたシステムの運

用による総合窓口の待ち時間短縮や、総合案内フロアマネジャーの適

正な配置など、誰にでも利用しやすい窓口体制により、市民満足度の

向上に取り組みます。

［取組・事業②］サービス提供機会の充実・確保

市民サービスセンターなどにおいて、身近な行政サービスを提供で

きる体制の充実に努めます。

また、市民のニーズや利便性を考慮しながら、電子申請サービスの

拡充や公共施設への公衆無線ＬＡＮの設置など情報通信環境の整備を

進めるほか、公共施設案内・予約システムの適切な運用に努めます。

さらに、市税等の納付方法については、スマートフォン決済や

Ｗｅｂ口座振替受付サービスなど利便性の高いオンラインサービス

を周知し、納税者の負担感軽減に取り組みます。

［取組・事業③］職員の能力や意識の向上

秋田市人材育成・確保基本方針 に位置づける「市民・地域・組織※

へ貢献する職員」の育成を目指し、人事や研修、職場での活動を連携

させながら、市民に信頼される市政運営に向けた人材育成と変化をお

それない活力ある組織風土づくりに取り組みます。
※ ※職員研修では、秋田市職員研修実施計画 に基づき、人事評価制度

と関連づけながら、職員のキャリアや職責に応じた能力と意識を高め

る研修を体系的に実施するとともに、部局研修など職場全体で職員の

成長を支える取組を通して、職員の資質向上と職場活力の増進を図り

ます。
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また、庁外派遣については、公募を実施し、職員の挑戦意欲を引き

出すとともに、国や県との人事交流等を通じた能力向上にも取り組ん

でまいります。

施策２ 情報共有・情報交換機会の充実

［取組・事業①］広聴活動の充実

市民との意見交換会や対話集会、ワークショップの開催など、対話

をはじめとするコミュニケーションを通じて、直接市民の意見や要望

などを聴取し、市民意識の把握に努めるとともに、しあわせづくり秋

田市民公聴条例 や市民100人会 の運用、市民の声システム の活用※ ※ ※

などを通じて、広聴活動の充実を図ります。

また、部門別個別計画の策定や各種施策の立案、実施、改善などに

あたり、市民の行政ニーズや市施策への評価等の把握に努めます。

［取組・事業②］ 市政情報の提供

市民に伝えたいことがしっかりと伝わるよう、広報あきたや市政テ

レビ番組等を通して、市政情報をわかりやすく的確にお知らせするな

ど、効果的な広報活動を展開していきます。

また、できるだけ多くの人に迅速に市政情報を発信できるよう、ユ

ニバーサルデザイン に配慮したホームページの作成やＳＮＳ(ソー※

シャルネットワーキングサービス) の活用に努めるほか、市が保有※

する各種行政情報のオープンデータ 化を進めます。※

［取組・事業③］情報公開の推進

市民が知りたい情報をいつでも自由に入手し、利用できるよう、市

政に関する資料等の積極的な提供に努めます。

また、秋田市情報公開条例 に基づき、市民が公文書の閲覧、写し※

の交付を求める権利を保障します。

秋田市公文書管理条例 に基づき、公文書等の適正な管理を行うと※

ともに、特定歴史公文書等の利用とホームページを活用した普及の促

進を図ります。

個人情報の取扱いに関する市民の不安を除くため、個人情報の保護

に関する法律に基づき、市が保有する個人情報の適正な管理に努め、

誰でも自分の個人情報について、開示、訂正および利用停止を請求す

る権利を保障します。
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政策２ 行政経営の確立

施策１ 行政経営システムの推進

［取組・事業①］総合計画の進行管理

行政経営の指針である基本構想で定めた基本理念の実現に向け、将

来都市像ごとに体系化して位置づけた施策や、本市の経営資源を一体

的かつ集中的に投入する分野として設定した「プラスの循環戦略」の

実施状況を年度ごとに検証し、計画の着実な推進に努めます。

［取組・事業②］中・長期財政見通しに基づく予算編成の実施

限られた財源を効率的、効果的に活用し、総合計画に位置づけられ

た施策・事業を着実に推進するため、中・長期財政見通しを本市財政

運営のフレームとして活用しながら、予算編成を実施します。

［取組・事業③］組織機構および人員配置の最適化

総合計画の施策体系との整合を図りながら、新たな行政課題への対

応も見据えた組織機構の見直しを行い、より効果的で効率的な行政運

営を目指すとともに、市民にとってわかりやすく、利便性が高い組織

体制の構築に努めます。

また、職員数2,490人（再任用職員および役職定年職員等を除く ）。

を基本とした定員管理を行う中で、市政を取り巻く環境の変化や行政

需要を見極めながら、採用者数の年度間調整や、再任用職員および役

職定年職員等の効果的な活用など、適切な人員配置に努めます。

［取組・事業④］歳入確保と財産活用の推進

ア 市税の情報提供の充実と徴収体制の強化

市税の適正な賦課徴収を行うため、広報紙やホームページをはじ

めとする様々な媒体を活用した市税情報の提供に努めるとともに、

インターネットを利用した電子申告・申請の普及を促進します。

市税の納付については、スマートフォン決済やクレジットカード

納付など、納税者のニーズに応じた利便性の高い納付環境を充実さ

せるとともに、年度ごとに滞納構造や取組の成果を分析し、効率的

で効果的な滞納処分に取り組むなど、徴収体制を強化します。
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イ 戦略的な財産管理の実施

公有財産については、広報やホームページなどを活用した情報提

供による売却を進めるとともに、未利用施設の利活用の促進に取り

組みます。

また、施設の維持管理と更新に係る財政負担の軽減や平準化を図

るため、「秋田市公共施設等総合管理計画 」のマネジメント方針※

に基づき、公共施設等の総合的かつ計画的な管理について、全庁的

に取り組みます。

基金運用については、安全性を最優先としながら、より有利で効

率的な運用による運用収入の確保に努めます。

施策２ 行財政改革の推進

［取組・事業①］行政改革大綱の進行管理
※第８次秋田市行政改革大綱（第４期・県都『あきた』改革プラン）

を着実に推進するため、市民目線に立ち、毎年度の取組状況を把握し

て分析・評価を行い、継続的に改善に取り組むとともに、改革の実施

効果を公表するなど、行政改革大綱の進捗状況を管理します。

［取組・事業②］財政の健全性の確保

必要性や有効性などの観点から事務事業を評価し、見直しを行うなど、

選択と集中による経営資源の最適配分を通じて、歳入規模に見合った

歳出構造を堅持し、財政の健全性を確保します。
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２ 総合計画推進の基本姿勢

基本構想に掲げた市職員が共通して意識していくべき「計画推進の基本姿

勢」について、現状と課題を踏まえ、計画期間５年間の方針を定めます。

基本姿勢１ 行財政のさらなる効率化を図ります

【現状と課題】

人口減少・少子高齢化の進行など、本市を取り巻く社会情勢の変化に対応

し、持続可能な行財政運営を実現するため、第８次秋田市行政改革大綱（第

４期・県都『あきた』改革プラン） においては、「市民協働による地域・※

社会課題の解決 「経営資源の最適配分 「効率的な行政運営」に取り組み、」 」

引き続き、総合計画と連動しながら行財政運営の両輪として不断の改革を推

進していく必要があります。

【計画期間内の方針】

第８次秋田市行政改革大綱（第４期・県都『あきた』改革プラン） に基※

づき、「公共サービスの改革」「財政運営の改革」「組織・執行体制の改革」の

３つの視点により行財政改革を推進します。

・ 公共サービスの改革」では、多様な主体によるまちづくりを推進するとと「

もに、デジタル技術や民間活力・ノウハウを活用し、安定した質の高い公

共サービスの提供を目指します。

・ 財政運営の改革」では、新規財源の開拓や未利用資産等の有効活用による「

歳入の確保と、公共施設にかかるコスト縮減等による歳出の見直しを進め、

選択と集中による経営資源の最適配分を図ることで、将来にわたって安定

的な財政基盤の確立を目指します。

・ 組織・執行体制の改革」では、多様化する行政需要や新たな行政課「

題に対応した組織づくりを推進するとともに、積極的にデジタル技術を導

入し、業務の効率化を図ることで、社会情勢の変化や新たな市民ニーズに

的確に対応できる行政組織の構築を目指します。

(P7)

(P8)

(P8)

(P9)

(P9)

(P10)

　基本姿勢３　対話によるまちづくりを推進します

　基本姿勢４　市民協働と絆づくりを推進します

　基本姿勢６　伝える、伝わる広報・ＰＲを推進します

　基本姿勢２　デジタル化を推進します

　基本姿勢５　シビックプライド（まちへの誇りと当事者意識）の醸成を図ります

　基本姿勢１　行財政のさらなる効率化を図ります
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基本姿勢２ デジタル化を推進します

【現状と課題】

近年、デジタル技術が急速に進歩する中、本市ではこれまで、行政手続の

オンライン化やキャッシュレス決済の導入、ＲＰＡ 等のデジタルツールの※

活用など、行政の様々な分野におけるデジタル化を一体的に推進してきまし

た。

一方で、生産年齢人口の減少に伴い、公共サービス分野における人材不足

の深刻化が懸念されています。限られた経営資源を有効に活用し、質の高い

行政サービスを持続的に提供するためには、デジタル技術を活用した業務改

革を一層推進することが求められます。

また、本市の各種施策の立案・実施にあたり、社会全体のＤＸ にもつな※

げる意識を持つことが重要です。

【計画期間内の方針】

さらなる行政運営の効率化を推進するため、生成ＡＩ などの高度なデジ※

タル技術を積極的に活用するとともに、ＢＰＲ による業務改革や職員の※

デジタルリテラシーの向上に努めます。また、市民の利便性のさらなる向上

のため、スマートフォン等のモバイル端末から利用できるオンライン申請や

公式ＳＮＳ 等による行政サービスの拡充を図り、住民や事業者等がデジタ※

ル化の恩恵を実感できる環境整備を推進します。

さらに、新たに提供されるＩＣＴ 関連サービスについては早い段階で導※

入の可否を検討していくとともに、最先端の技術についても、積極的な調

査・研究を行います。

基本姿勢３ 対話によるまちづくりを推進します

【現状と課題】

本市を取り巻く環境の変化や厳しい財政状況などに対応していくためには、

市民の多様な思いやニーズをしっかりと受け止め、反映し、実効性の高い行

財政運営を実施していくことがこれまで以上に求められます。同時に、対話

を契機として、市民がまちづくりに関わる機会を増やしていくことにより、

市民協働につなげていくことが重要です。

【計画期間内の方針】

市民との意見交換会や対話集会、ワークショップの開催のほか、窓口や事

業等の様々な場面において、対話をはじめとするコミュニケーションを大切

にする意識を高め、事業の立案、実施、評価、改善にあたっての指針や根拠
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となる市民の意見や思いの把握と反映に努め、実効性が高い行財政運営を進

めます。

基本姿勢４ 市民協働と絆づくりを推進します

【現状と課題】

※市民への情報提供や職員の意識啓発に加え、地域の公共施設の指定管理

や業務委託など、市民参加と協働によるまちづくりの実践により、市政にお

ける市民協働への理解が深まってきています。

今後、多様化する市民ニーズに適切に対応するため、行政だけでは対応で

きない分野において、課題解決に向け、市民協働の手法を活用していくこと

が必要となっています。

また、市民協働の推進にあたっては、市民同士がつながり、居心地の良い

場所や仲間があり、市民自身が参加したいと思えることが重要です。

【計画期間内の方針】

市民協働の着実なステップアップを図るため、「秋田市市民協働指針」に基

づき、市民サービスセンターを拠点に住民主体のまちづくりをさらに推進し、

都市内地域分権の一層の定着を図るほか、市民の参加により新たな分野にお

ける市民協働の取組を促進するなど、協働によるまちづくりの実践を積み重

ねていきます。また、市政全般において市民協働を推進するための人材を広

く育成します。

さらに、都会と田舎のそれぞれの良さがある秋田市らしい多様性とほどよ

い距離感による家族・地域・社会のつながり、絆 づくりを推進することに※

より、市民協働がさらにひろがっていく好循環の創出を図ります。

基本姿勢５ シビックプライド （まちへの誇りと当事者意識）の醸成を図※

ります

【現状と課題】

人口減少・少子高齢化が進行する中、本市を元気にし、次の世代に引き継

ぐ原動力として、市民一人ひとりのまちへの愛着や誇り、まちをより良くす

るために関わる当事者意識「シビックプライド 」の重要性が高まっています。※

市民のまちづくりに関わる機会の拡大のほか、本市の豊かさ・魅力などの

地域資源を磨き上げ、ブランディングし、一体的に発信するシティプロモー

ションの取組を通じて、市民や市職員の「シビックプライド 」の醸成・※

浸透につなげていくことが課題となっています。
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【計画期間内の方針】

「秋田市シティプロモーション基本方針」に基づき、自らの住む地域に関

わる当事者意識を持った人を増やし、秋田市民をはじめ市内外の人々から秋

田市を好きになってもらうこと」を目的に、「全庁的なシティプロモーショ

ン意識の醸成」「市民・市民団体、企業等をパートナーとした取組の促進と

まちに関わる当事者意識の醸成」「魅力的、効果的、積極的な情報発信」に

取り組みます。

基本姿勢６ 伝える、伝わる広報・ＰＲを推進します

【現状と課題】

市民が本市に愛着を持ち、住み続けたいと感じ、まちに関わりたい、まち

をより良くしたいと思うためには、本市の目指すべき姿や市政の方向性、ま

ちの魅力などを知り、共有されていることが重要です。そのため、市政運営

や各種事業、イベント等の周知、様々な魅力の一体的な発信など、目的やタ

ーゲットを意識したわかりやすく親しみやすい広報・ＰＲが必要となってい

ます。

【計画期間内の方針】

広報あきたや市政テレビ、ＳＮＳ などの市からの発信において、伝え※

ること、伝わることを意識し、わかりやすく親しみやすい広報・ＰＲを展開

します。

また、市民との対話や市民協働、シビックプライド の醸成など、市と市※

民が関わりあうことを通じて、市民自身が、本市の魅力や市政の方向性に共

感し、発信していくことにつなげていきます。
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第３ 将来都市像別推進計画

基本構想

推進計画
（秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

基本理念

取組・事業

総合計画
秋田市『プラスの循環』プラン

重点プログラム

戦略事業

将来都市像

政策

施策
プラスの循環戦略

施策の方針

総合計画
推進のために
（計画推進の
基本姿勢）

ねらい・取組

施策の方針

取組・事業

将来都市像

政策

施策
『基本構想』で設定

『推進計画』で設定

施策の方針・・・基本構想で定めた施策について、取組・事業
の方向性や目指す状態などを示しています。

【将来都市像別推進計画の構成】

・施策の方針に寄与するなどの理由で複数の施策に該当
する事業には、★又は☆をつけています。
★＝当該施策に主として位置づける事業
☆＝当該施策に関連している事業

・事業名の前の［戦］はプラスの循環戦略に位置づけた事業
を表しています。
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将来都市像 政策

１豊かで活力に満ちたまち － １商工業・サービス業の振興 － ①企業立地・事業拡大の推進 (P14)

－ ②企業の活性化と起業の促進 (P17)

－
③地元就職の促進と賃金水準の向
上

(P19)

－ ④貿易と物流の拡大 (P21)

－ ２農林水産業の振興 －
①農林水産業経営の確立と食料の
安定供給

(P23)

－
②戦略的で多様なアグリビジネス
の促進

(P27)

－
③農山村地域の活性化と森林整備
の推進

(P28)

－
３交流人口の拡大と関係人口の創
出、移住促進

－ ①シティプロモーションの推進 (P31)

－ ②観光振興の推進 (P32)

－ ③にぎわいの創出 (P34)

－
④スポーツの力をいかした地域活
性化

(P36)

－ ⑤関係人口の創出・拡大 (P37)

－ ⑥移住の促進 (P39)

２多様な主体でつくる元気なまち －
１主体性と多様性を尊重するまち
づくり

－ ①市民による地域づくりの推進 (P41)

－ ②市民活動の促進 (P42)

－ ③男女共生社会の実現 (P43)

－ ２地域福祉の充実 － ①地域福祉の推進 (P44)

－ ②障がい者福祉の充実 (P45)

－ ③高齢者福祉の充実 (P49)

－
３次代を担うこども・若者の成長
支援

－ ①こども・子育て環境の充実 (P53)

－ ②若者の希望の実現 (P59)

施策
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将来都市像 政策

３人と文化をはぐくむ誇れるまち － １文化の振興 － ①文化遺産の保存と活用 (P62)

－ ②市民文化活動の推進 (P64)

－ ③生涯スポーツの推進 (P66)

－ ④国際交流の推進 (P67)

－
２教育の充実・大学等との連携推
進

－ ①社会教育の充実 (P69)

－ ②学校教育の充実 (P71)

－ ③高等教育の充実 (P77)

－ ④大学等や大学生等との連携 (P78)

４健康で安全安心に暮らせるまち － １安全な生活の実現 － ①危機管理体制の確立 (P79)

－ ②災害や雪に強いまちの確立 (P81)

－ ③防犯・交通安全体制の確立 (P84)

－ ２安心して暮らせる毎日の実現 －
①健全な消費・生活衛生環境の確
保

(P86)

－ ②食育の推進 (P87)

－ ③保健・医療体制の充実 (P89)

－ ④消防・救急体制の充実 (P91)

－ ⑤社会保障制度の適正な運営 (P93)

５緑あふれる持続可能なまち － １環境との調和 － ①環境保全の推進 (P96)

－ ②循環型社会の推進 (P98)

－ ③脱炭素社会の推進 (P101)

－ ２都市基盤の確立 － ①秩序ある都市環境の形成 (P103)

－ ②住宅環境の整備 (P106)

－ ③上下水道サービスの提供 (P108)

－ ④安全安心な道路環境の整備 (P110)

－ ⑤公共交通の確保・維持 (P112)

施策
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豊かで活力に満ちたまち将来都市像１

政策１ 商工業・サービス業の振興

施策① 企業立地・事業拡大の推進

【施策の方針】

○企業誘致の促進

地域産業の活性化を図るため、企業の進出に必要な産業用地やオフィススペ

ースの確保に取り組み、電子部品・デバイス等の製造業や再生可能エネルギ

ー関連産業、若者や女性の活躍が期待される情報通信関連産業などの企業誘

致を促進します。

○生産性向上および新たなビジネスの創出等による競争力の強化

生産性向上と事業拡大に向けた設備投資の促進を図るほか、産学官連携によ

る新たなビジネスの創出やＩＴツールの活用促進などにより、中小企業の競

争力強化を図ります。

○再生可能エネルギー関連産業の振興

本県本市沖で洋上風力発電の建設が進むことなどを好機と捉え、秋田県と連

携しながら北部地区に再生可能エネルギーの 100％供給を目指す工業団地の

整備を進めるとともに、関連部品の製造やメンテナンスに取り組む企業に加

え、クリーン電力 を必要とするデータセンター やＧＸ関連企業 等の誘致※ ※ ※

と地元企業の参入を促進し、本市の再生可能エネルギー関連産業の振興を図

ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

企業誘致活動費 県と連携し、本市の立地環境や支援施策等の［戦］

１ ＰＲに努めながら、企業訪問や立地説明会等に

よる企業誘致活動を展開します。

企業誘致民間ネッ 本市ゆかりの経済人等のネットワークを活用［戦］

２ トワーク活用事業 した進出希望企業の紹介制度を導入し、企業誘

致の促進を図ります。

商工業振興奨励措 工場等の新増設に対して、秋田市商工業振興［戦］

３ 置事業（工業） 条例に基づく各種奨励措置（操業促進助成金、

雇用促進助成金、用地取得助成金、環境整備助

成金、市内企業競争力強化助成金等の交付）に

よる支援を行います。
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在京経済人交流懇談会開 本市と関わりのある在京経済人や誘致企業の

４ 催経費 本社役員等を招き、本市産業の振興に向けた意

見交換等を行う交流会を秋田商工会議所との共

催で開催します。

七曲臨空港工業団地振興 七曲臨空港工業団地等の対象企業が事業のた

５ 事業 めに使用した水道料金について、旧河辺町の軽

減措置単価を引き続き適用し、事業継続に支障

のない環境を維持するとともに、さらなる事業

拡大を促進します。

産業用地適地創出 産業用地の不足を解消するため、令和７年度［戦］

６ 事業 に実施した産業用地適地選定調査の結果等を踏

まえ、国の産業用地整備伴走型支援事業を活用

し、候補地の課題解決を進め、企業立地を促進

します。

新規立地企業オフ 本市への企業誘致および決定後の早期進出を［戦］

７ ィス確保支援事業 目的に、民間事業者が運営するレンタルオフィ

ス等への入居費を補助し、ＩＴ関連産業や製造

業（研究開発拠点）の立地促進を図ります。

☆商工業振興奨励 小売商業施設の新増設に対して、秋田市商工［戦］

８ 措置事業（商業） 業振興条例に基づく各種奨励措置（雇用促進助

成金、市内企業競争力強化助成金等の交付）に

よる支援を行います。

☆中小企業融資あ 新規設備投資を行う中小企業者（製造業、製［戦］

９ っせん事業 造小売業等）を対象に、長期・低利な融資あっ

せんおよび利子補給を行います。

☆ビジネススター チャレンジオフィスあきた を拠点に、起業［戦］ ※

10 ト支援事業 に関心のある方の掘り起こしや交流、市内大学

等との連携による学生の起業を促進することな

どにより、起業家を創出・育成します。

★再生可能エネル 洋上風力発電関連の企業誘致を推進するほ［戦］

11 ギー関連企業誘致推進事 か、今後の成長が期待される水素等の次世代エ

業 ネルギー関連企業やクリーン電力 を必要とす※

るデータセンター や工場の立地促進を図りま※

す。

★新エネルギービジョン 「秋田市新エネルギービジョン」に基づき、

12 推進経費 再生可能エネルギーの利用促進と関連産業の振

興を図る取組を展開し、経済と環境の好循環に

よる地域産業の活性化を目指します。
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★クリーンエネル 現在整備を進めている「北部地区再生可能エ［戦］

13 ギー地産地活推進事業 ネルギー工業団地」への再エネ供給方法をまと

めたマスタープランを作成し、市内の再エネ電

源を組み合わせた安定的な電力供給の実現を図

ります。

企業誘致・分譲活 北部地区再生可能エネルギー工業団地の早期［戦］

14 動費 分譲に向け、ＲＥ 100 を目指す企業やデータ※

センター 事業者などの再エネを必要とするＧ※

Ｘ関連企業 等の誘致を図ります。※

北部地区再生可能 洋上風力発電等の豊富な再エネを有する本市［戦］

15 エネルギー工業団地整備 の優位性を活かして、再エネ 100％の供給を目

事業 指す工業団地の整備を進め、新たな雇用の創出

と地域経済の活性化を図ります。
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企業の活性化と起業の促進施策②

【施策の方針】

○経営基盤の強化

市内企業の大部分を占める中小企業の経営改善および経営基盤の強化を図る

ため、制度融資等による資金供給制度や相談体制等の整備、各種支援機関や

金融機関と連携した事業承継の円滑化等に取り組みます。

○スタートアップ 支援の充実※

地域産業の活性化に不可欠なスタートアップ を促進するため、チャレンジ※

オフィスあきた 等において、創業機運の醸成を図るとともに、起業家の掘※

り起こしや育成に取り組みます。また、事業拡大や新事業創出の促進を図る

ため、官民連携ファンドにより資金調達を支援します。

○地域の特性に応じた事業活動の促進

商店街は地域に根ざした経済活動の場であることから、商店街独自の行事や

催事に対して支援し、特性に応じた事業活動の促進に取り組みます。また、

地域資源を活用した商品開発の支援やインバウンド 需要の取り込みなど、※

地域特性に応じた事業活動の促進を図ります。

○小規模事業者に対する支援

商工団体と連携し、小規模事業者の経営基盤強化や事業拡大に向け、経営発

達支援計画 に基づき小規模事業者の自走化および経営の強靱化を促進しま※

す。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

商業関係団体助成事業 秋田商工会議所および河辺雄和商工会が実施

１ する、市内中小企業者の経営の改善および経営

基盤の強化を図る事業に対して補助します。

商店街振興事業 地域の特色を活かした魅力ある商店街づくり

２ を推進するため、各種イベントや商店街振興に

資する取組を総合的に支援します。

中小企業金融対策事業 中小企業の経営基盤の強化を図るため、金融

３ 機関に融資原資を預託し、信用保証協会の信用

保証付きの長期・低利な融資あっせんを行いま

す。

★商工業振興奨励 小売商業施設の新増設に対して、秋田市商工［戦］

４ 措置事業（商業） 業振興条例に基づく各種奨励措置（雇用促進助

成金、市内企業競争力強化助成金等の交付）に

よる支援を行います。
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新型コロナウイルス感染 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市

５ 症対策特別金融支援事業 内企業を支援するため、県が実施した「経営安

定資金（危機対策枠および危機対策特別枠 」）

の利用者に対し、借入から４年目以降（最長で

７年間）の利子補給を行います。

★中心市街地 等 中心市街地 および市内商店街等の空き店舗［戦］ ※ ※

６ 空き店舗対策事業 解消を図るため、新規出店する事業者に対し、

経費の一部を補助します。

★中小企業融資あ 新規設備投資を行う中小企業者（製造業、製［戦］

７ っせん事業 造小売業等）を対象に、長期・低利な融資あっ

せんおよび利子補給を行います。

チャレンジオフィスあき 新規創業者等に創業支援室を低料金で提供す

８ た 運営経費 ることなどにより、起業家の育成や企業活動の※

活性化を図るとともに、新たなビジネスチャン

スの創出を支援します。

★創業支援事業 起業を目指す学生、若者等や創業間もない企［戦］

９ 業、新分野進出を図る企業等に対し、事業に必

要な知識、ノウハウなどのソフト支援サービス

を行うとともに、市内で法人を設立して新たな

事業を開始しようとする方などに対し、必要経

費の一部を補助します。

★ビジネススター チャレンジオフィスあきた を拠点に、起業［戦］ ※

10 ト支援事業 に関心のある方の掘り起こしや交流、市内大学

等との連携による学生の起業を促進することな

どにより、起業家を創出・育成します。

秋田市・スタート 市内外のスタートアップ が地域課題等の解［戦］ ※

11 アップ 協働事業 決に資するビジネスモデルの確立に向けて実施※

する実証事業に係る経費の一部を補助するとと

もに、起業機運醸成や若者の地元定着促進につ

なげるため報告会等を開催します。

中小企業成長支援事業、 創業期から成長・成熟期にある中小企業を横

12 中小企業成長支援ファン 断的に支援するため、秋田市『未来応援』ファ

ド事業 ンド 、秋田市『未来応援』２号ファンド に※ ※

より、資金提供と経営指導を行います。
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地元就職の促進と賃金水準の向上施策③

【施策の方針】

○新規学卒者やＡターン 者の地元就職の促進※

※人口減少下の社会に対応した労働力の確保を図るため、インターンシップ

の促進など学生が就職活動を開始する前に市内企業との接点を持つ機会の創

出等を支援するとともに、市内企業就職の後押しとなる就職応援金制度によ

り、県外出身者を含む新規学卒者やＡターン 希望者等の地元就職を促進し※

ます。

○多様な人材の活躍と育成支援

就労を希望する女性が出産・育児・介護などのライフステージの変化に左右

されず、キャリア継続ができるよう、在宅ワークに必要なデジタルスキルの

習得や関係機関と連携した支援を行います。また、高齢者や障がい者、外国

人など多様な人材が、貴重な労働力として活躍できるよう就職やキャリアア

ップ、労働環境の整備を支援します。

○賃金水準の向上

就職やキャリアアップにつながる資格取得の助成や職業選択のミスマッチに

よる若者の早期離職抑制に取り組むとともに、賃金水準が高い首都圏企業の

誘致を促進することにより、賃金水準の向上を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

★高年齢者就業機 働く意欲のある高齢者が活躍できる生涯現役［戦］

１ 会確保事業費補助金 社会を実現するため、地域の日常生活に密着し

た就業機会を提供するなど、秋田市シルバー人

材センターの運営を支援します。

★新卒者地元就職 市内高校生・大学生や教職員等に対して市内［戦］

２ 促進事業 企業の魅力や採用情報を発信し、地元就職の促

進を図ります。

アンダー 40正社員化促進 市内に在住する40歳未満の非正規雇用者の正

３ 事業 社員化を企業に働きかけ、安定した質の高い雇

用の拡大を促進します（新規申請の受付は令和

７年度で終了 。）

資格取得助成事業 就職や正規雇用転換、正規雇用者のキャリア［戦］

４ アップ等に役立つ免許や資格の取得費用を助成

し、就職の促進と雇用の安定化や賃金水準の向

上を図ります。
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なでしこ秋田・働 女性が働きやすい職場づくりや仕事と子育て［戦］

５ く女性応援事業 の両立支援に取り組む企業に対し、就労環境の

整備に係る費用を補助するほか、女性のデジタ

ル人材育成を支援します。

外国人材受入支援 市内企業の人材確保を促進するため、日本語［戦］

６ 事業 能力試験に合格した外国人労働者に受験料を補

助するほか、市内の監理団体を活用して外国人

材を受入した企業へ奨励金を支給するなど、外

国人材の採用や定着を支援します。

★若者職場定着支 若者の職場定着を支援するため、新規学卒予［戦］

７ 援事業 定者等の市内企業への就職や育成を支援し、早

期離職の抑制を図ります。

また、令和９年度の開始に向けて、地元就職

応援金制度の周知に努めます。

労働者福祉対策事業 勤労者向け融資制度の貸付原資を東北労働金

８ 庫に預託し、勤労者の生活安定を図ります。

勤労者福祉施設等整備事 秋田テルサの老朽化した設備の整備を行い、

９ 業 施設の適正な維持管理を図ります。

・エレベーターワイヤー等更新修繕

・冷温水ポンプ交換修繕

★再生可能エネル 洋上風力発電等の再生可能エネルギー関連産［戦］

10 ギー関連産業人材育成支 業の人材育成を支援するとともに、市内高校生

援事業 や大学生を対象に再生可能エネルギー関連産業

に関する意識醸成を図ります。
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貿易と物流の拡大施策④

【施策の方針】

○秋田港の利用促進

県とともに、秋田県環日本海交流推進協議会が実施する秋田港を利用するコ

ンテナ荷主に対するインセンティブ制度を継続するとともに、県や貿易関連

団体と連携し、新たな荷主の開拓や貿易参入を試みる企業の発掘とポートセ

ールス に努め、秋田港の利用促進を図ります。※

○貿易振興施策の実施

海外向け商品開発など、海外への商取引に参入する企業に対し、必要な支援

を行うほか、秋田産品の販路開拓と拡大を目指す市内企業のニーズに応じた

商談機会の創出を図ります。

○卸売市場機能の充実

安全で安心な生鮮食料品等を安定的に供給する物流拠点施設として、効率的

な管理運営や公正な取引の確保、市場内事業者の経営基盤強化等に努めると

ともに、施設の老朽化などの課題に対応するため、適正な規模・機能を備え

た卸売市場を目指し、再整備の取組を推進します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

秋田港コンテナ航 貿易関連企業の事業拡大と秋田港の利活用を［戦］

１ 路開設促進事業 図るため、秋田港の国際コンテナ貨物の利用促

進に向けた支援を行うほか、航路の誘致や維持

に向け、県や民間団体等と連携して国内外での

ポートセールス を実施します。※

海外展開促進事業 市内企業の海外展開・事業拡大を図るため、［戦］

２ 貿易参入を試みる事業者に対して関係機関等と

連携した支援を行います。

県施行秋田港整備事業負 平成30年度に改訂された秋田港港湾計画に基

３ 担金 づき、県が施行する重要港湾改修事業に対し、

事業費の一部を負担します。

工芸振興事業 本市の工芸品を地域資源と捉え、そのプロモ

４ ーションや販路拡大などの支援を通じて、工芸

振興と技術の伝承を図ります。

地方卸売市場活性化事業 市民等に対し定期的に特別販売を行う卸売市

５ 場開放デーや、食に関する情報を発信する各種

講習会等の開催を支援することにより、生鮮食

料品等の需要拡大につなげ、市場活性化を図り

ます。
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地方卸売市場施設整備 市場機能の維持・充実を図るため施設整備を

６ 行います。

・トップライト改修

・バナナ加工棟高圧ケーブル更新

・花き棟防煙窓修繕

仲卸業者融資斡旋預託金 地方卸売市場の仲卸業者の資金調達の円滑化

７ を図り、経営の安定に寄与するため、融資原資

を預託します。
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豊かで活力に満ちたまち将来都市像１

政策２ 農林水産業の振興

施策① 農林水産業経営の確立と食料の安定供給

【施策の方針】

○多様な経営体の育成・確保

経営規模の拡大や収益性の高い園芸作物の導入に加え、スマート農業をはじ

め先端技術を活用した経営に取り組む担い手を育成するとともに、地域の牽

引役となる高い生産力と安定した経営力を持った農業法人等の育成を図りま

す。

また、農林水産業の持続的発展に向け、将来を担う新規就農者の育成と定着

化を促進します。

○生産力強化に向けた基盤の整備

農地の効率的な活用に向け、ほ場 の大区画化を促進するとともに、かんが※

い用水路など土地改良施設の長寿命化やライフサイクルコスト の低減を図※

ります。

また、林業については、森林経営計画の作成支援と林道の路網整備などに努

め、森林所有者による計画的かつ集約的な森林施業を推進します。

○戦略的な産地形成と生産拡大

園芸作物については、消費者や実需者 のニーズに対応して、えだまめ、ね※

ぎ、ダリアなど本市の戦略作物の生産拡大を図るとともに、園芸作物の団地

化を促進します。

米については 「サキホコレ」をはじめとした市場価値の高い高品質・良食、

味米の生産拡大に努めるほか、業務用需要を含めた多様なニーズに応える米

づくりを推進します。

畜産については、産地間競争に打ち勝つ高品質な畜産物の生産拡大に向け、

適切な飼養管理指導に加え、経営規模拡大や省力化等に必要な機械設備等の

導入を支援します。

○農畜産物の生産・供給体制の確立

安全・安心な市内産農畜産物を安定的に提供するため、施設園芸やスマート

農業の導入促進により通年生産体制の構築を進めるなど、生産力の強化や周

年型農業の普及・拡大を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

担い手育成・確保 本市農業を担う人材を確保するため、担い手［戦］

１ 事業 の掘り起こし活動を行うとともに、集落営農の

法人化を支援します。
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新規就農支援事業 将来の本市農業を支える担い手の育成・確保［戦］

２ を図るため、農業で自立しようとする意欲あふ

れる新規就農者を支援します。

農地集積・集約化 農地の中間的受け皿である農地中間管理機構［戦］

３ 対策事業 を活用して、農業法人等の担い手への農地集積

と集約化を推進します。

集落営農連携等強 集落営農の維持・発展を図るため、集落間連［戦］

４ 化促進事業 携による効率的な生産体制の構築を支援しま

す。

農地利用効率化等 経営規模拡大等へ取り組む、地域計画に位置［戦］

５ 支援事業 付けられた経営体を支援します。

農業経営安定資金預託金 低利で円滑な融資制度を設けることにより、

６ 農業者の経営安定や規模拡大、生産性の向上を

支援します。

基盤整備関連経営体育成 農業生産基盤の整備および担い手への農地の

７ 等促進計画策定経費 利用集積による効率的な経営を推進するため、

県営ほ場整備事業の採択要件となる「基盤整備

関連経営体育成等促進計画書」を作成します。

一歩先行く農業法人フォ 法人経営の中核となる人材育成を図るため、

８ ローアップ事業 正規雇用した農業法人を支援します。

経営所得安定対策推進事 経営所得安定対策の円滑な実施を図るため、

９ 業 制度周知等の普及推進活動や対象作物の作付面

積の確認作業を行います。

遊休農地再生利用事業 優良農地の確保と担い手への農地集積・集約

10 化を促進するため、認定農業者や認定新規就農

者が行う遊休農地の解消を支援します。

スマート農業導入支援事 経営力の高い農業法人等を育成するため、ス

11 業 マート技術を活用した農作業の省力化・低コス

ト化を支援します。

乳和牛増産支援対 優良な繁殖雌牛の導入や県産種雄牛の計画交［戦］

12 策事業 配を推進し、受胎率向上を図るとともに、乳和

牛の健康増進のための取組を支援します。

畜産経営ステップ 意欲ある畜産経営体の確保・育成を図るた［戦］

13 アップ支援事業 め、経営規模拡大のための取組を支援します。
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家畜衛生対策事業 安全で高品質な畜産物を生産するため、獣医

14 師による定期巡回および家畜伝染病の発生予防

の取組を支援します。

栽培漁業定着推進事業 沿岸漁業における水産資源の維持・増殖を促

15 進し、漁獲量の安定化を図るため、稚魚の放流

を支援します。

内水面資源維持対策事業 内水面漁業における水産資源の維持・増殖を

16 図るため、アユなどの稚魚放流を支援します。

★森林整備地域活動支援 計画的かつ適切な森林整備の推進を図るた

17 事業 め、森林経営計画の作成を支援します。

県営土地改良施設 生産基盤の整備や災害の発生を防止するた［戦］

18 等整備事業負担金 め、ほ場 、用排水路、ため池等の整備を行う※

県営事業の推進を図ります。

★農道舗装事業 農業活動や農業生産性の向上を図るため、農

19 道の舗装整備を行います。

★市単独土地改良事業補 農業活動や農業生産性の向上を図るため、土

20 助金 地改良区等が実施する小規模な土地改良事業を

支援します。

★基幹水利施設改修事業 農業活動や農業生産性の向上を図るため、土

21 費補助金 地改良区等が実施する小規模な基幹的農業水利

施設（ため池、頭首工、揚水機等）の補修・更

新を支援します。

★団体営農業用水路等長 農業水利施設の健全性および安全性を確保す

22 寿命化事業費補助金 るため、土地改良区が実施する農業用水路等長

寿命化事業を支援します。

★林業施設長寿命化事業 林業施設等（林道橋等）の長寿命化およびラ

23 イフサイクルコスト の縮減を図り、安全性・※

信頼性を確保するため、策定した長寿命化計画

により改修等を実施します。

★林業施設整備保全事業 林業施設の安全性・健全性を確保し、適切な

24 森林管理と災害の未然防止のため、林道の補修

等を実施します。

園芸作物生産振興 園芸作物の生産拡大を図るため、農業者等が［戦］

25 事業 事業を行う生産基盤の整備や設備等の導入を支

援します。
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園芸作物担い手育 園芸作物に取り組む担い手の育成と周年型農［戦］

26 成事業 業の普及促進を図るため、新規就農研修や冬期

農業研修、ダリア専門研修等を実施します。

園芸振興センター管理運 新規就農者等の育成と園芸作物の生産拡大の

27 営経費 拠点となる園芸振興センターの管理運営を行い

ます。
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施策② 戦略的で多様なアグリビジネスの促進

【施策の方針】

○農商工連携 によるアグリビジネス の促進※ ※

農林漁業者による加工や販売等の６次産業化の取組を支援するとともに、商

工業者とのマッチングや商品開発の支援により農商工連携 を促進するほか、※

普及・啓発や人材育成に努めるなど、アグリビジネス を総合的に推進しま※

す。

○地域特産品の販売促進

情報発信等により市内農産品等のイメージアップと認知度向上を図り、本市

周辺自治体等と連携した地域特産品のプロモーション活動を積極的に展開し、

販売促進を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

★アグリビジネス 市内の農業者や事業者の新たな挑戦を後押し［戦］ ※

１ 創出支援事業 し、６次産業化や農商工連携 を通じて、新た※

なビジネスの創出、地元有望産品を活用した商

品開発、地元食材活用の推進を図ります。

地域特産品販路拡 首都圏等において、積極的なセールスプロモ［戦］

２ 大支援事業 ーションを展開し、県外の新たな市場や顧客に

アプローチすることで、本市特産品の認知度向

上と販路拡大を図るとともに、農業者や事業者

の収益アップと地域産業の活性化につなげま

す。
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施策③ 農山村地域の活性化と森林整備の推進

【施策の方針】

○多面的機能の保全

自然環境の保全、穏やかで豊かな景観の形成、地域が育んできた文化の継承、

水源のかん養といった農山村地域が持つ多面的機能が適切に発揮されるよう、

地元の組織が取り組む農地等の維持活動や、五穀豊穣を祈願するやまはげな

どの農村の伝統祭事等に対して支援するほか、農地・農業用施設や農業用水

利施設の保全管理を進めるとともに、間伐・植林等の森林施業を計画的に推

進します。

○農山村資源を活用した都市農村交流の促進

農山村地域の様々な魅力を積極的に活用・ＰＲし、都市と農山村の人的交流

の場を創出し、農山村地域の活性化を図ります。

○持続的な森林づくりと環境に優しい生産活動の推進

持続的な森林整備を進めるとともに、病害虫による被害の防止に努め、森林

の健全化を図ります。また、再造林による二酸化炭素排出量の削減やバイオ

マス 資源の有効利用を促進するほか、環境保全型農業の普及に努めるなど、※

環境に優しい生産活動を推進します。

○有害鳥獣被害対策の推進

近年、クマやイノシシなどの人の生活圏での出没が増加傾向にあることから、

農林水産物への被害軽減や人的被害の防止を図るため、関係機関と連携した

効果的な有害鳥獣の捕獲・駆除および出没抑制対策を推進します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

農山村ビジネス創 県の補助事業を活用し、河辺鵜養地区の事業［戦］

１ 出事業 者が計画している原木椎茸や山菜等を販売する

直売所の整備に対し支援します。

農山村地域活性化センタ 本市の農山村の多様な地域資源を活用し、農

２ ー運営事業 業、自然、地域文化等に関する体験および学習

を通じて市民の交流等を促進することにより、

農山村地域の活性化を図ります。

中山間地域等振興対策事 中山間地域の適切な農業生産活動を通じて、

３ 業 耕作放棄地の防止、農業農村の有する多面的な

機能の維持・発揮を図るため、自立的かつ継続

的な活動を実施する協定締結集落を支援しま

す。
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環境保全型農業直接支援 環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を

４ 対策事業 図るため、環境保全型農業に取り組む農業者が

組織する団体を支援します。

★森林環境保全整備事業 森林の生産性と公益的機能の向上を図るた

５ め、計画的に実施する間伐等に対して経費の一

部を助成するとともに、林地残材の解消を図る

ため、木質バイオマス 原材料として出荷する※

未利用間伐材等に対して奨励金を交付します。

また、再造林対策として植林から保育施業ま

での経費を一部支援します。

☆森林整備地域活動支援 計画的かつ適切な森林整備の推進を図るた

６ 事業 め、森林経営計画の作成を支援します。

森林病害虫等防除事業 松くい虫・ナラ枯れ被害の拡大を防止するた

７ め、薬剤の散布、樹幹注入および枯損木の伐採

を行うとともに、共同防除を実施する町内会に

薬剤を配布します。

森林管理受託事業 森林の持つ公益的な機能や木材生産機能を持

８ 続的に発揮するため、管理の行き届かない私有

人工林を対象に、森林所有者からの委託によ

り、市が自ら管理する「森林経営管理制度」に

より森林整備を実施します。

市有林事業 公有林の持つ木材供給機能と災害防止、温暖

９ 化防止、水源のかん養といった公益的機能の維

持増進を図るため、市有林の間伐や皆伐再造林

を計画的に実施します。

多面的機能支払交付金活 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮

10 動支援事業 を図るため、水路・農道等の地域資源の保全と

質的向上を図る共同活動等を支援します。

農道舗装事業 住みよい農村空間の形成を図るため、農道の☆
11 舗装整備を行います。

市 単 独 土 地 改 良 事 業 農業・農村の有する多面的機能が維持・発揮☆
12 補助金 されるよう土地改良区等が実施する小規模な土

地改良事業を支援します。

基 幹 水 利 施 設 改 修 事 農業・農村の有する多面的機能が維持・発揮☆
13 業費補助金 されるよう土地改良区が実施する小規模な基幹

的農業水利施設（ため池・頭首工・揚水機等）

の補修・更新を支援します。
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団 体 営 農 業 用 水 路 等 農業・農村の有する多面的機能が維持・発揮☆
14 長寿命化事業費補助金 されるよう土地改良区が実施する農業用水路等

長寿命化を支援します。

ため池防災対策事業 農業用ため池の健全性と安全性確保のため、

15 施設の改修や附帯施設の整備等を行います。

有害鳥獣駆除捕獲 ツキノワグマ等による農作物や人身被害を防［戦］

16 対策事業 止するため 「秋田市鳥獣被害防止計画」に基、

づき、秋田市鳥獣被害防止対策協議会、県、警

察等と連携を図りながら被害防止対策を実施し

ます。

ツキノワグマ等獣 人の生活圏へのクマの出没を防止するため、［戦］

17 害防止対策事業 クマを誘引する柿や栗を伐採する者に対し、費

用の一部を助成し、クマによる人身被害の防止

を図ります。

林 業 施 設 長 寿 命 化 事 林業施設等（林道橋等）の長寿命化およびラ☆
18 業 イフサイクルコスト の縮減を図り、安全性・※

信頼性を確保するため、策定した長寿命化計画

により改修等を実施します。

林 業 施 設 整 備 保 全 事 林業施設の安全性・健全性を確保し、適切な☆
19 業 森林管理と災害の未然防止のため、林道の補修

等を実施します。

果樹被害対策支援事業 ツキノワグマによるりんご等の被害を防止す

20 るため、果樹園に設置する電気柵の資材費の一

部を支援します。
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豊かで活力に満ちたまち将来都市像１

政策３ 交流人口の拡大と関係人口の創出、移住促進

施策① シティプロモーションの推進

【施策の方針】

○目指すまちの姿とブランディング

一人ひとりが感じるそれぞれのまちの価値を表現していくことで、生きがい

や居場所があり、楽しさや居心地良さの中で自分の個性や才能をいかせるま

ちを目指したブランディングを行います。

○シビックプライド と魅力の創造・磨き上げ※

普段の暮らしや観光資源、伝統行事等を大切に守りながら、市民が幼少期か

らまちの魅力を知り、誇りに思う取組を進めるとともに、こうした地域資源

を時代の変化や新しい価値観にあわせた 秋田市らしい 文化や体験に磨き上" "
げていきます。

○魅力の体験と発信、共感と共創

市民や訪れる人々が秋田の魅力を体験・体感し、楽しんで、そこから生まれ

るワクワクや感動を映像などの視覚的要素を用いて自ら発信する機会を創出

します。

また、市民・企業・団体・学校などがまちの主役となり、支えあって「秋田

市を一緒に盛り上げよう」と共創する取組を応援します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

★ブランディング こどもや学生などをはじめとした市民、市職［戦］

１ 戦略事業 員、関係人口等とともに、本市の多様な地域資

源を磨き上げ、ブランド化するとともに、本市

が県内外から「選ばれるまち」となる都市のイ

メージを創り上げ、まちの価値を高めます。

★シティプロモー 市民や本市を訪れた人々が主体的にまちの魅［戦］

２ ション推進事業 力発信を行う仕掛けをつくるとともに 「若者、

の挑戦を応援するまち」など、ブランドメッセ

ージ等を活用して県外からの共感が得られるシ

ティプロモーションを行います。

★地域活性化起業 総務省の「地域活性化起業人」制度を活用［戦］

３ 人活用事業 し、多様なメディアを駆使したプロモーション

方法や、マーケティング等を熟知した民間人材

の知見やノウハウを取り入れ、シティプロモー

ションの推進を図ります。
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施策② 観光振興の推進

【施策の方針】

○地域資源の磨き上げと魅力発信による交流人口の拡大

秋田竿燈まつりを核とした歴史・文化・食等、本市独自の観光資源の磨き上

げや観光施設の整備等により、本市の魅力を高めるとともに、国内外への情

報発信やインバウンド 誘客の強化、通年型観光やまち歩き観光等、データ※

分析に基づく戦略的な施策を機動的に展開し、観光客数の増加に加え、滞在

期間延長や消費促進を通じた、交流人口の量的・質的な拡大を図ります。

○伝統行事等の地域資源による観光誘客の促進

地域の伝統行事等の開催を支援し、地域の活性化を図りながら、観光誘客を

促進します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

観光マーケティン 効果的な観光誘客と認知度向上を図るため、［戦］

１ グ推進事業 人流・消費の客観的データを調査・分析して観

光客の動態やニーズを把握するとともに、ＳＮ

Ｓ を活用した戦略的な情報発信を行います。※

竿燈まつり振興事 秋田竿燈まつりの保存と振興により、交流人［戦］

２ 業 口の増加と地域の活性化を図るため、秋田竿燈

まつりの開催に対して補助します。

インバウンド 誘 インバウンド 誘客を促進するため、県との［戦］ ※ ※

３ 客促進事業 連携によるトップセールスを行うほか、台湾台

南市との交流を実施します。

観光施設整備等経費 雄和地区の観光施設について、利用者に安

４ 全・快適な施設環境を提供するため、計画的な

修繕を行います。

観光プロモーショ 本市の認知度やイメージの向上を図るため、［戦］

５ ン事業 秋田市文化創造館での竿燈公演をはじめ、竿燈

を活用した効果的な観光プロモーションを実施

するほか、関係団体と連携した観光誘客活動を

展開します。

秋田の魅力発信素 観光素材の画像や動画をまとめたＷＥＢサイ［戦］

６ 材充実事業 トを運営を通じて、本市の魅力を拡散し、観光

誘客を図ります。
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秋田市観光振興協 観光振興およびコンベンション 振興に関す［戦］ ※

７ 働交付金 る事業を実施するため （公財）秋田観光コン、

ベンション協会に対して交付金を交付します。

千秋公園魅力アッ 千秋公園および周辺エリアの回遊性向上と来［戦］

８ プ推進事業 訪者の増加を図るため、日常的な魅力向上に加

え、歴史や文化の地域資源を活かした体験型観

光の充実に取り組みます。

★千秋公園整備事 千秋公園再整備基本計画 に基づき、これま［戦］ ※

９ 業 で継承してきた千秋公園の歴史と、まちの中で

育まれてきた自然環境を活かすとともに、誰も

が利用しやすい公園づくりを目指し、公園の再

整備等を行います。

雄和ふるさと温泉大規模 雄和ふるさと温泉の施設機能向上を図るた

10 改修事業 め、大規模改修工事を実施し、リニューアルオ

ープンに向けた準備を行います。

まちなか観光案内所運営 本市の文化と歴史を活かしたまちあるき観光

11 経費 を促進するため、施設の管理運営を指定管理者

制度により行います。

秋田の伝統芸能・食文化 県内外からの誘客促進と交流人口の拡大を図

12 イベント開催経費 るため、秋田の豊かな食や文化、芸能などを集

結したイベントを開催します。

観光客等受入促進事業 市内観光の利便性向上および受入環境の充実

13 を図るため、秋田市観光ｍｙタクシーの利用に

かかる費用の一部を補助するほか、観光案内看

板の点検および修繕を実施します。

秋田市ポートタワー・秋 秋田市ポートタワーについて、利用者に安

14 田港振興センター修繕経 全・快適な施設環境を提供するため、計画的な

費 改修を行います。

★大森山アートプロジェ 秋田公立美術大学と連携してアート作品を制

15 クト推進事業 作・展示することで、動物園の魅力とにぎわい

を創出し、交流人口の拡大につなげます。

大森山動物園魅力発信事 大森山動物園の魅力を発信するとともに、夏

16 業 期の開園時間の延長や冬期に新たな開園日を設

定することにより、新たな誘客を図ります。

動物園施設等整備事業 来園者の安全を確保するとともに、飼育動物

17 の健康や飼育環境の維持・向上を図るため、劣

化が進んだ施設・設備の修繕を行います。
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施策③ にぎわいの創出

【施策の方針】

○中心市街地 の活性化※

中心市街地 を居住、芸術・文化活動、イベント、散策など、人々が集い、※

憩い、つながる多機能空間とするため、公共交通の充実によるアクセス性の

向上や、回遊性・滞在快適性の高い公共空間の形成、集客力のあるソフト事

業の展開など、関係者との連携を図りながら、にぎわいの波及に向けた取組

を進めます。

○地域のにぎわい拠点の充実

クルーズ船の誘致により、ポートタワーを含む秋田港周辺や中心市街地 の※

にぎわいの創出を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

中心市街地 にぎ 中心市街地 への年間を通した交流人口の拡［戦］ ※ ※

１ わい創出事業 大と回遊性の向上を図るため、にぎわい広場を

中心にイベントを開催する実行委員会に負担金

を拠出し、にぎわいを創出します。

にぎわい交流館等修繕経 秋田市にぎわい交流館および中通一丁目自動

２ 費 車駐車場について、利用者の安全・快適な施設

利用のため、計画的な修繕を行います。

にぎわい交流館等施設管 中心市街地 に活力やにぎわいを創出する交※

３ 理費 流拠点である施設の管理運営を指定管理者制度

により行います。

秋田拠点センターアルヴ 秋田拠点センターアルヴェ管理組合が行う特

４ ェ共用部特別修繕費負担 別修繕に対し、管理規約に基づき負担すること

金 で、施設の健全化を図ります。

官民連携秋田駅周 秋田駅周辺のにぎわいと魅力向上のため、ア［戦］

５ 辺活性化事業 ルヴェを会場に秋田拠点センターアルヴェ管理

組合や民間企業等と連携したイベントを実施し

ます。

秋田駅東口駅前広場施設 経年劣化した秋田駅東口駅前広場のシェルタ

６ 改修経費 ー設備について、利用者の安全性を確保するた

め改修を行います。
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中心市街地 活性 秋田市中心市街地活性化プラン における取［戦］ ※ ※

７ 化基本計画推進経費 組の進捗状況や目標指標の達成状況について、

フォローアップを実施します。

また、秋田市中心市街地活性化協議会が行う

取組を支援します。

まちなか公共空間 中心市街地 における来街者の回遊性や滞在［戦］ ※

８ 活用推進経費 快適性の向上を図るため、秋田市中心市街地活

性化協議会と連携して、公共空間の多様な活用

の可能性について検証する社会実験を実施しま

す。

★中心市街地 循 中心市街地 の回遊性を高め、秋田駅周辺と［戦］ ※ ※

９ 環バス運行事業 中通一丁目地区で創出されたにぎわいを中心市

街地 全体に波及させる一助として、中心市街※

地 循環バスを運行します。※

また、使用車両の老朽化に伴う更新に関し、

車両購入費の一部を負担します。

秋田駅前地区第一種市街 秋田駅前にふさわしい魅力ある土地利用を促

10 地再開発事業 の施行者 進するため、北第一地区の早期の事業完了と北※

等および関係機関との協 第二地区（仮称）の事業着手に向け、再開発事

議・調整 業の施行者等および関係機関との協議・調整を

行います。

☆中心市街地 等 中心市街地 および市内商店街等の空き店舗［戦］ ※ ※

11 空き店舗対策事業 解消を図るため、新規出店する事業者に対し、

経費の一部を補助します。

北前船日本遺産推進事業 北前船寄港地間の交流と地域の活性化、本市

12 の観光振興を図るため、寄港地ゆかりの様々な

文化遺産の歴史的魅力を広く発信します。

秋田港大型クルー 観光振興の推進やにぎわいの創出を図るた［戦］

13 ズ船誘致等事業 め、県や関係団体と連携してクルーズ船の誘致

セールスや歓迎行事等を行います。

秋田市ポートタワー・秋 秋田港周辺の活性化や振興に資する施設の管

14 田港振興センター管理運 理運営を指定管理者制度により行います。

営経費
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施策④ スポーツの力をいかした地域活性化

【施策の方針】

○トップスポーツによるにぎわい創出とプロモーション

人々を熱く感動させ、人と人をつなぐスポーツの力をまちづくりの原動力と

するため、本市をホームタウンとするトップスポーツクラブを支援し、市民の

応援機運の醸成を図るとともに、ホームゲームでのにぎわいの創出、アウェー

ゲームでの本市のＰＲ、イメージアップ等に取り組みます。

○交流人口の拡大

トップアスリートが集う全国大会などを誘致し、市外からの参加選手や来訪

者の往来による交流人口の拡大を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

スポーツホームタ 地域に密着したトップスポーツクラブが行う［戦］

１ ウン推進事業 本市ＰＲ事業に対し、補助金を交付するととも

に、地元クラブに対する市民の応援機運の醸成

を図ります。
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施策⑤ 関係人口の創出・拡大

【施策の方針】

○本市と継続的につながりを持つ人材の創出

本市の魅力ある地域資源を、ふるさと納税 等を通じて、広くＰＲすること※

により、本市への関心や認知度の向上に努め、本市と継続的に多様な形でつ

ながりを持つ人材の創出・拡大を図ります。

○移住に向けた裾野拡大

働き方や生活様式が大きく変化し、地方移住やふるさと回帰への関心が高ま

っていることを踏まえ 「あきた市暮らし」の魅力や、地域資源を効果的に、

発信することで、地域イメージとブランド力の向上を図り、移住に向けた裾

野拡大につなげます。

〇効果的な情報発信によるイメージの向上

取組の方向性やターゲット等を意識した明確な戦略に基づき、本市の魅力や

地域資源を市内外に効果的に発信することで、本市のイメージ向上を図りま

す。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

秋田市ふるさと応 ふるさと納税 寄附者へ本市の地場産品や役［戦］ ※

１ 援寄附金推進事業 務を返礼品として提供することにより、寄附の

拡大を図りながら、ふるさと納税を通じた関係

人口の創出につなげます。

企業版ふるさと納 企業版ふるさと納税 の受入拡大に努め、民［戦］ ※

２ 税 推進事業 間企業とのパートナーシップによって、地域再※

生計画に基づく地方創生事業の取組の推進を図

ります。

☆ブランディング こどもや学生などをはじめとした市民、市職［戦］

３ 戦略事業 員、関係人口等とともに、本市の多様な地域資

源を磨き上げ、ブランド化するとともに、本市

が県内外から「選ばれるまち」となる都市のイ

メージを創り上げ、まちの価値を高めます。

☆シティプロモー 市民や本市を訪れた人々が主体的にまちの魅［戦］

４ ション推進事業 力発信を行う仕掛けをつくるとともに 「若者、

の挑戦を応援するまち」など、ブランドメッセ

ージ等を活用して県外からの共感が得られるシ

ティプロモーションを行います。
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☆地域活性化起業 総務省の「地域活性化起業人」制度を活用［戦］

５ 人活用事業 し、多様なメディアを駆使したプロモーション

方法や、マーケティング等を熟知した民間人材

の知見やノウハウを取り入れ、シティプロモー

ションの推進を図ります。

☆移住定住コーデ 移住者の視点を活かし、本市への移住・定住［戦］

６ ィネーター活用事業 を促進するとともに、若者の地元定着やふるさ

と回帰、関係人口および交流人口の拡大につな

げるため 「地域おこし協力隊制度」を活用し、

ます。

また、隊員自身の退任後の定住定着を図りま

す。
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施策⑥ 移住の促進

【施策の方針】

○「あきた市暮らし」の魅力発信

移住ポータルサイトやＳＮＳ 、移住関連イベント等を通じて 「都市の便※ 、

利さと豊かな自然がほどよく調和したまち」という本市の魅力や地方で暮ら

すことの価値を発信するとともに、その良さを実際に体験してもらうために

移住相談ツアーなどを実施します。

○多様な移住者の受入れに向けた環境整備

移住ニーズや支援ニーズの多様化を踏まえ、子育て世帯や若者への移住費用

の補助、空き家バンク制度等を通じた住まいの紹介、創業支援事業など仕事

に関する支援のほか、雇用施策、住宅施策、生活環境施策なども活用しなが

ら、従来の転職を伴うＵＩＪターン に加え、二地域居住や県外企業に籍を※

置きながらのテレワークなど、様々なスタイルの地方暮らしを念頭に置き、

県外からの移住者を積極的に受け入れるための環境を整備します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

「秋田市暮らし」 移住希望者の要望やニーズを踏まえ、支援体［戦］

１ 魅力発信事業 制等の一層の充実を図ります。

また、首都圏在住者等へのＳＮＳ 広告や移※

住相談フェア、金融機関との連携事業などを通

じて、移住希望者の裾野拡大を図り、本市への

移住者の増加につなげます。

移住体験事業 移住希望者に対し、本市での生活をイメージ［戦］

２ できるよう「就労、子育て、生活全般」を体験

できる「移住相談ツアー」を実施します。

また、移住体験住宅に宿泊し、実生活を通じ

て移住後のイメージをより具体的に描いてもら

うとともに、就職活動など移住に向けた準備活

動の場を提供します。

★ウェルカムあき 東京圏から地方への移住に伴う経済的負担の［戦］

３ た移住支援事業 軽減を図るための支援および本市への移住を希

望する子育て・若者世帯の住宅確保等にかかる

費用補助により、本市への移住を促進します。
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★移住定住コーデ 移住者の視点を活かし、本市への移住・定住［戦］

４ ィネーター活用事業 を促進するとともに、若者の地元定着やふるさ

と回帰、関係人口および交流人口の拡大につな

げるため 「地域おこし協力隊制度」を活用し、

ます。

また、隊員自身の退任後の定住定着を図りま

す。

秋田への移住促進 移住相談八重洲センターに配置する専門相談［戦］

５ 事業 員が、移住希望者の多様なニーズに合わせた相

談対応を行うほか、就職面接試験時の交通費助

成や求人情報・企業情報の提供などを行いま

す。また、自主セミナー等の開催により移住希

望者の新規開拓を図ります。

地域おこし協力隊 地域おこし協力隊員を採用するため、首都圏［戦］

６ 募集経費 での説明会の開催などにより広く人材を募りま

す。

☆移住者・子育て 県外からの移住者又は子育て世帯が親等と新［戦］

７ 世帯定住推進事業 たに同居するために必要な住宅の改修等に係る

費用に対して補助し、特に県外から移住する子

育て世帯の場合は、補助上限額を引き上げるな

ど手厚く支援し、移住の促進を図ります。

☆空き家定住推進 市外から移住する者および中心市街地活性化［戦］

８ 事業 プラン の対象区域内等へ転居する方が、空き※

家バンク等に登録された空き家等に定住する場

合、改修に係る費用の一部を補助します。
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多様な主体でつくる元気なまち将来都市像２

主体性と多様性を尊重するまちづくり政策１

施策① 市民による地域づくりの推進

【施策の方針】

○地域の自治活動への支援

地域力の活性化に向け、町内会に対して自治活動費の助成等を行います。

○自治活動拠点施設等の改修・整備

地域自治活動や地域交流の拠点となる市民サービスセンター、コミュニティ

センター等の計画的な改修・整備に取り組みます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

まちあかり・ふれあい推 町内会活動の経費や防犯灯電気料等の一部を

１ 進事業 助成するとともに、新規にＬＥＤ防犯灯を設置

する。

★コミュニティセ 指定避難所としての機能強化を図るため、冷［戦］

２ ンター施設保全経費 暖房設備の修繕を行う。

また、コミュニティセンター利用者の安全と

利便性を確保するため、施設の修繕および備品

等を整備する。

西部市民サービス 西部市民サービスセンターにおいて、老朽化［戦］

３ センター施設整備経費 した空調設備の更新工事を行い、施設の長寿命

化を図るとともに、利用者の利便性の向上およ

び避難所施設としての機能強化を図ります。

ふれあい交流館かわべ施 ふれあい交流館かわべについて、利用者の利

４ 設整備経費 便性の確保を図るため、老朽化が著しい設備の

更新等を行います。

雄和市民サービスセンタ 老朽化した雄和市民サービスセンターについ

５ ー大規模改修事業 て、大規模改修を行い、建物の長寿命化と防災

機能の充実を図るとともに、雄和地域公立保育

所（認定こども園 へ移行予定）をセンター建※

物内に整備します。
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施策② 市民活動の促進

【施策の方針】

○市民活動の機会の拡充

住民が、協働により地域課題の解決に取り組む活動を支援するとともに、市

民活動団体などが市の事業に参画する機会の拡充を進めます。さらに、ＮＰ

Ｏ などの市民活動団体が、協働により課題解決に取り組む活動を支援しま※

す。

○市民活動に参加しやすい環境づくり

市民活動のきっかけとなる情報提供や相談業務の充実、各団体間のネットワ

ーク形成の支援および活動機会の提供などの環境づくりを進めます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

地域支援事業 市民協働まちづくり交付金等の交付により、

１ 市民生活の向上や本市の課題解決に取り組む団

体の事業を支援します。
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施策③ 男女共生社会の実現

【施策の方針】

○男女共生の推進

家庭や学校、職場など様々な場において、性別による固定的な役割分担の見

直しやアンコンシャス・バイアス の解消について取り組むとともに、ジェ※

ンダーによる社会的偏見や差別をなくし、家族や地域の絆 を大切にする気※

運を醸成し、一人ひとりが個性や能力を十分に発揮できる、多様性を認めあ

う男女共生社会の実現を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

男女共生推進事業 固定的性別役割意識やジェンダーギャップの

１ 解消に取り組み、男女共生意識の醸成を図りま

す。

☆共育て推進事業 男性の家事育児への参画を促すため、実践的［戦］

２ な講座を開催し、共育てを推進します。
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多様な主体でつくる元気なまち将来都市像２

政策２ 地域福祉の充実

施策① 地域福祉の推進

【施策の方針】

○地域福祉活動の促進

公的な福祉サービスの充実や、秋田市社会福祉協議会 、秋田市民生児童委※

員協議会 、関係機関との連携を図るとともに、ボランティアや住民団体な※

どの多様な実施主体による地域福祉活動を促進します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

ボランティアセンター運 秋田市ボランティアセンターを設置し、ボラ

１ 営事業 ンティア活動の幅広い担い手の増加を促進する

とともに、活動希望者と派遣希望者のマッチア

ップを図ります。

秋田市社会福祉協議会 秋田市社会福祉協議会 が行う各種社会福祉※ ※

２ 福祉活動費補助金等 活動を支援し、地域における社会福祉を推進す

るため、同協議会に対して補助金等を交付しま

す。

民生委員活動推進事業 社会福祉の増進に努める民生委員・児童委員

３ および民生児童委員協議会 の活動を支援し、※

地域福祉の向上を図ります。

戦没者追悼式・平和祈念 秋田市出身の戦没者および被災者に追悼の意

４ 式典開催経費 を表するとともに、恒久平和を祈念するため

に、戦没者追悼式・平和祈念式典を開催しま

す。

地域福祉計画推進経費 令和７年３月策定の第５次秋田市地域福祉計

５ 画に基づき、避難支援対象者名簿等の更新およ

び配布などにより、各地区の支援体制構築の取

組を推進します。

要援護者支援体制整備事 高齢者や障がい者など災害時要援護者の情報

６ 業 を、庁内で共有し、地域に提供するための「要

援護者支援システム」をクラウド化します。
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施策② 障がい者福祉の充実

【施策の方針】

○権利の擁護の推進

障がいを理由とする差別の解消を進めるとともに、障がい者の権利侵害の防

止や被害の救済を図るため、権利の擁護を推進します。

○情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実

障がいのある方が、必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、Ｉ

ＣＴ機器の活用など、情報アクセシビリティの向上を図るとともに、意思疎

通支援を担う人材の育成と確保、補聴器等の支援機器の給付や貸与といった

取組を通じて、意思疎通支援の充実を図ります。

○地域生活支援の充実

障がいのある方が必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支

援を受けられるよう取組を進め、障がいの有無に関わらずお互いを尊重し、

安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ります。

○自立と社会参加の促進

障がいのある方が、地域で質の高い自立した生活を営むために就労が重要で

あることから、就業機会の確保や支援者の育成を図ります。

○安全安心な生活環境

住環境、道路、公共施設および公共交通機関などの生活環境において社会的

障壁の除去を進め、アクセシビリティの向上を図ります。

○防災、防犯の推進

災害発生時における個別の避難支援、福祉避難所を含む避難所の確保といっ

た避難支援体制の整備のほか、犯罪被害や消費者トラブルから守るための取

組など、障がいのある方が安全に安心して暮らすための防災・防犯の取組を

推進します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

地域活動支援センター運 利用者が地域において自立した日常生活や社

１ 営事業 会生活を営むことができるよう、創作的活動や

生産活動の機会の提供等によって自立および社

会との交流の促進を図ります。

障がい者交通費補助事業 身体・知的障がい児(者 )の社会参加促進を目

２ 的とし、バス運賃を無料化します。

また、在宅重度身体障がい者の通院時タクシー

代の一部を助成します。
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障がい者社会参加促進事 手話奉仕員の養成やスポーツ教室等の開催の

３ 業 ほか、自動車運転免許取得や自動車改造に要す

る費用の一部を助成します。

障がい者相談支援等事業 障がい児(者 )とその介護を行う者又は障がい

４ 児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の

提供や権利擁護のための援助を行うことによ

り、障がい児(者 )が自立した日常生活や社会生

活を営むことができるよう支援します。

身体障がい者訪問入浴サー 歩行が困難で移送に耐えられない等の事情に

５ ビス事業 より通所が困難な在宅身体障がい者宅に巡回入

浴車で訪問し、入浴サービスを提供します。

障がい児者日常生活用具 主に重度身体障がい児(者 )へ日常生活用具の

６ 給付等事業 給付又は貸与、排泄管理支援用具の給付を行い

ます。

障がい福祉計画等策定経 令和８年度末をもって計画期間が終了する

７ 費 「第７期秋田市障がい福祉計画」および「第３

期秋田市障がい児福祉計画」について、次期計

画の策定に向け、秋田市社会福祉審議会および

秋田市障がい者総合支援協議会で検討、協議を

行います。

障害支援区分認定審査経 障害者総合支援法に規定されている介護給付

８ 費 費等の支給に関する審査会を設置し、障害支援

区分の認定を行います。

意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのた

９ め、意思疎通を図ることに支障がある障がい者

に手話通訳者等の派遣やタブレット等による遠

隔手話通訳を行います。

障がい児者日中一時支援 保護者の不在等により、一時的な介護が必要

10 事業 な障がい児(者 )を預かり、日中の活動の場を確

保します。

成年後見制度利用支援事 成年後見制度の申立てに要する経費および後

11 業 見人等の報酬の全部又は一部を助成します。

障がい者虐待防止事業 障がい者に対する虐待の防止、早期発見、虐

12 待を受けた障がい者の保護等を目的として、障

がい者虐待防止センターの運営等を行います。
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障がい者等自発的活動支 障がい児(者 )やその家族の社会参加への機運

13 援事業 を高めるために、障がい児(者 )やその家族、地

域住民、関係諸団体等が自発的に行う活動に対

して補助金を交付します。

障がい者等日常生活支援 難聴児の補聴器購入費の一部を助成するほ

14 事業 か、重度身体障がい者を対象として食の自立支

援事業費の助成や緊急通報システムの貸与を行

います。

また、豪雪時において、自力で雪下ろしが困

難な障がい者世帯を対象に雪下ろしに要する経

費の一部を助成します。

障がい児通所施設利用料 障がいのある未就学児を対象とした児童発達

15 無償化事業 支援および居宅訪問型児童発達支援を利用した

際の利用料を無償化します。

移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい児(者 )に対し、

16 社会生活を営む上で必要不可欠な外出や、余暇

活動等の社会参加のために移動の支援を行いま

す。

障がい者共生社会実現関 「秋田市障がいのある人もない人も共に生き

17 連経費 るまちづくり条例」に基づき、相互理解を促進

するための関連事業を実施するほか、障がいを

理由とする差別への相談に対応します。

障がい者保護費 障がい児(者 )がその有する能力および適性に

18 応じ、自立した日常生活や社会生活を営むこと

ができるよう、必要な障害福祉サービスの提供

を支援します。

特別障害者手当等給付費 障がいのために生じる経済的負担を軽減する

19 ため、在宅で重度の障がい児（者）に手当を支

給します。

障がい児通所給付費 障がい児の日常生活や集団生活における能力

20 向上のために必要な訓練等の支援を行います。

また、児童発達支援等の利用料の一部を助成

します。

障がい者福祉医療費給付 心身の健康保持と生活の安定を図るため、重

21 事業（重度・高齢） 度心身障がい児(者 )や 65歳以上の高齢身体障が

い者へ医療費を助成します。

南浜地域活動支援センタ 秋田市南浜地域活動支援センターの施設機能

22 ー改修経費 の維持を図るため、内部修繕等を行います。
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障がい福祉等システム標 現行の障がい福祉等システムを、標準準拠シ

23 準化事業 ステムに移行することにより、事務手続を標準

化し、業務の効率化を図ります。

精神障がい者交通費補助 精神障がい者の社会復帰と社会参加促進を目

24 事業 的とし、精神通院等に利用するバス運賃等を無

料化します。
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施策③ 高齢者福祉の充実

【施策の方針】

○地域包括ケアと認知症 対策の推進※

高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を営み続けていくことが

できるよう、医療・介護・介護予防・生活支援などのサービスを切れ目なく

包括的に提供できる体制を構築し、本市の実情に応じた地域包括ケアを推進

します。

また、地域で暮らす認知症 高齢者が増えると見込まれることから、認知症※

の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよりよい環境で自分※

らしく暮らし続けることができるよう、認知症 の人を地域で支えるための※

仕組みづくりや、予防を含めた認知症 への「備え」となる取組を推進しま※

す。

○権利擁護の推進

高齢者が安心して日常生活を行うことができるよう、成年後見制度の利用や

虐待・消費者被害の防止など、権利擁護のための取組を推進します。

○生活支援サービスと介護予防・健康づくりの推進

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などの増加に伴い、日常生活上の支

援の必要性が増加していることから、多様な主体による生活支援サービスの

充実を図ります。

また、自身が持つ意欲や能力をいかし、地域活動への参加や地域における支

え手としての役割を持つことが、健康づくりや介護予防にもつながることか

ら、高齢者の介護予防・健康づくりに取り組みます。

○生きがいづくりと社会参加の促進

高齢者の社会参加が、広い意味での介護予防につながることから、高齢者の

外出支援やつどいの場の整備、就労機会の確保など、生きがいづくりの促進

を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

地域包括支援セン 介護予防サービスの利用支援、高齢者に関す［戦］

１ ター運営事業 る総合的な相談対応、高齢者虐待への対応など

により、高齢者を総合的かつ包括的に支援しま

す。

認知症 サポーター養成 認知症 に関する正しい知識を持ち、地域や※ ※

２ 事業 学校、職域において認知症 の人や家族を支援※

する認知症 サポーターを養成します。※
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認知症 対策推進 認知症 サポートガイドブックの普及、認知［戦］ ※ ※

３ 事業 症 地域支援推進員の活動支援、認知症 初期※ ※

集中支援チームの運営、認知症 カフェの運営※

支援、事前登録による見守り体制づくり等によ

り、認知症 高齢者とその家族の支援体制の充※

実を図ります。

認知症 チームオ 認知 症 の 本人とその 家族の様々 なニーズ［戦］ ※ ※

４ レンジ推進事業 と、認知症 サポーターを中心とした支援をつ※

なぐ「秋田市版チームオレンジ」を整備しま

す。

介護予防ケアマネ 地域包括支援センター職員等が実施する介護［戦］

５ ジメント強化推進事業 予防ケアマネジメントの質の向上を図るため、

介護予防ケアプランの分析・評価や、医療専門

職によるアセスメント業務支援などを行いま

す。

介護保険事務処理システ これまで介護保険事務処理システム、高齢者

６ ム等更新・運用経費（高 福祉システムおよび地域包括支援システムを一

齢者福祉システム分） 括で調達していたが、介護保険事務処理システ

ムが国の標準化対応を予定していることに伴

い、標準化対象外である高齢者福祉システムを

別途更新します。

介護保険事務処理システ これまで介護保険事務処理システム、高齢者

７ ム等更新・運用経費（地 福祉システムおよび地域包括支援システムを一

域包括支援システム分） 括で調達していたが、介護保険事務処理システ

ムが国の標準化対応を予定していることに伴

い、標準化対象外である地域包括支援システム

を別途更新します。

成年後見制度利用促進体 成年後見制度の利用促進を図るため、司法・

８ 制整備事業 福祉・医療・地域関係団体の連携のもと、制度

の総合相談を行う権利擁護センターの運営や、

市民向け講演会の実施、関係団体が参画する協

議会の開催などを行います。

通所型介護予防事業 要支援認定者等に運動器の機能向上、栄養改

９ 善、口腔機能の向上のプログラムを習得しても

らい、自主的な介護予防の取組につなげます。

はつらつくらぶ事業 地域の施設や運動施設等で介護予防教室を開

10 催し、介護予防の普及啓発と取組促進を図りま

す。
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在宅医療・介護連 地域の医療・介護関係団体が参画する協議会［戦］

11 携推進事業 の開催や、医療介護連携の推進拠点となる在宅

医療・介護連携センターの運営、市民向けの講

演会の実施等により、医療・介護関係者との協

力体制を強化し、多職種連携による在宅医療・

介護サービスの一体的な提供体制の構築を図り

ます。

高齢者生活支援体 高齢者の生活支援サービスのニーズ把握や担［戦］

12 制整備事業 い手の養成、関係者間のネットワーク構築等を

行う「生活支援コーディネーター」や「協議

体」を地域に配置・設置し、住民同士の支えあ

い等による多様なサービスの提供体制の構築を

図ります。

介護予防セルフケア推進 住民が運営する通いの場へ医療専門職を派遣

13 事業 し、運動・口腔・栄養について参加者が介護予

防に効果的なセルフケアに関する知識等を取得

することを支援します。また、通いの場の参加

者を対象とした「介護予防手帳」を配布し、自

らの健康の維持・増進に向けた取組を行うよう

支援します。

エイジフレンドリ 高齢者などにやさしい取組を継続して行う事［戦］

14 ーパートナーづくり推進 業者等を「エイジフレンドリーパートナー」と

事業 して登録し、民間サイドから誰もが将来にわた

っていきいきと暮らせる健康長寿社会づくりを

推進します。

健康づくり・生きがいづ 地域における高齢者の健康づくり・生きがい

15 くり支援事業 づくり活動や地域サロン事業を支援し、高齢者

の活動を促すことにより、介護予防を推進する

とともに地域における孤立化を防ぎます。ま

た、健康教室等を開催し、高齢者が健康でいき

いきとした生活を送れるよう支援します。

老人クラブ補助事業 秋田市老人クラブ連合会および単位老人クラ

16 ブに助成を行い、高齢者の活動の活性化を図る

とともに、高齢者の生きがいづくりを支援しま

す。

介護支援ボランティア制 元気な高齢者が行うボランティア活動を推進

17 度運営経費 することで、本人の介護予防、地域貢献を通じ

た生きがいづくりを促進します。
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★高齢者コインバ 満65歳以上の高齢者が、市内の路線バスを利［戦］

18 ス事業 用する際、令和８年５月利用分までは 100円、

令和８年６月以降利用分は 150円で乗車できる

よう助成し、高齢者の外出促進と社会参加を支

援します。

介護予防健康相談教育事 高齢期における食事や運動、口腔等の健康に

19 業 ついて知識の普及啓発を図るため、各種健康教

室や健康相談を行うとともに、いいあんべぇ体

操サポーターによる自主的な健康づくり活動が

広く実施されるよう支援します。

★シニア元気アッ 要介護状態の前段階であるフレイル（虚弱［戦］

20 プ事業（フレイル予防事 化）状態を予防するため、フレイルチェックを

業） 行う市民サポーターを養成し、地域の通いの場

等での自主的な健康づくり活動を支援ととも

に、秋田大学等と連携し、フレイル予防の取組

強化を図ります。

☆高年齢者就業機 働く意欲のある高齢者が活躍できる生涯現役［戦］

21 会確保事業費補助金 社会を実現するため、地域の日常生活に密着し

た就業機会を提供するなど、秋田市シルバー人

材センターの運営を支援します。

- 52 -



多様な主体でつくる元気なまち将来都市像２

政策３ 次代を担うこども・若者の成長支援

施策① こども・子育て環境の充実

【施策の方針】

○質の高い幼児教育・保育の総合的な提供

保育需要に対応する幼児教育・保育の確保と質の向上を促進し、多様な保育

ニーズに対応する保育サービスの充実を図るなど、すべてのこどもに対して

良質な成育環境を提供します。

○地域におけるこども・子育て支援の充実

地域における子育て支援の充実を図るとともに、放課後のこどもたちが安心

して過ごせる居場所を確保し、こどもの健やかな成長を促進します。

○妊娠・出産期からの切れ目のない支援

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、母子保健対策の充実に努め、妊

娠・出産期からの継続した支援体制の強化を図ります。

○こどもと家庭へのきめ細かな支援

こどもと子育て家庭に対する経済的支援を行うとともに、児童虐待防止対策

やひとり親家庭等に対するきめ細かな支援により、子育てにかかる不安の解

消を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

★共育て推進事業 男性の家事育児への参画を促すため、実践的［戦］

１ な講座を開催し、共育てを推進します。

私立保育所等延長 延長保育を実施する私立認可保育所 等に対［戦］ ※

２ 保育事業 し、費用の一部を補助します。

私立保育所等障が 障がい児保育を実施する私立認可保育所 等［戦］ ※

３ い児保育事業 に対し、費用の一部を補助します。

私立保育施設一時預かり 一時預かりを実施する私立認可保育所 等に※

４ 事業 対し、費用の一部を補助します。

認定こども園 一時預か 一 時預 か り を実 施す る 認定 こ ども 園 に対※ ※

５ り事業 し、費用の一部を補助します。

児童福祉施設等整備費補 認可保育所 等の整備に要する経費を補助し※

６ 助金 ます。
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病児・病後児保育事業 保育中に微熱を出すなど体調不良となった児

７ （体調不良児対応型） 童に対し、保護者が迎えに来るまでの間、安全

に保育する経費を補助します。

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 病気の回復期である児童が、保護者の勤務等

８ （病後児対応型） の都合により家庭で保育を行うことが困難な場

合、一時的に保育する経費を補助します。

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 当面症状の急変は認められないものの、病気

９ （病児対応型） の回復期に至らない児童が、保護者の勤務等の

都合により家庭で保育を行うことが困難な場

合、一時的に保育する経費を補助します。

医療的ケア児保育 医療的ケア児の受入れを可能とするための体［戦］

10 支援事業 制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向

上を図ります。

すこやか子育て支 認定こども園 等に入所している児童の保育［戦］ ※

11 援事業 料および副食費を階層に応じて助成するほか、

一定の所得制限のもと、第２子以降の保育料の

全額を助成します。

保育の魅力発信 高校生に対し、保育士の仕事や保育の魅力を［戦］★

12 事業 発信する事業を実施し、将来の保育士の人材確

保を図ります。

第１子保育料無償 本市独自に保育料の助成を拡充し、一定の所［戦］

13 化事業 得制限のもと、保育所、認定こども園 等に入※

所している第１子の保育料を全額助成します。

※奨学金返還助成事業（保 保育士・保育教諭を対象に、市内認可保育所

14 育士・保育教諭） 等に就職することなどを要件とした奨学金返還

助成をすることにより、保育施設における人材

の確保を図ります。

私立保育所等給付費 施設型給付（保育所・認定こども園 ・地※）

15 域型保育給付（小規模保育事業 ・事業所内保※

育事業）の対象として確認を受けた施設に対

し、給付費を支給します。

子育て支援施設等利用給 保護者の経済的な負担を軽減するため、特定

16 付費 子ども・子育て支援施設等 として確認を受け※

※ ※た認可外保育施設 等の利用料や認定こども園

の預かり保育の利用料を支給します。
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乳児等支援給付費 支給要件を満たした乳児又は幼児が秋田市の

17 認可および確認を受けた対象施設で乳児等通園

支援事業を利用した際に要する費用を支給しま

す。

幼稚園すこやか子育て支 私立幼稚園等に入園している児童の副食費を

18 援事業 市民税額の階層に応じて助成します。

幼稚園一時預かり事業 一時預かりを実施する私立幼稚園に対し、費

19 用の一部を補助します。

幼稚園副食費補足給付事 施設型給付を受けない私立幼稚園の入園児童

20 業 のうち、年収 360万円未満相当の世帯の児童お

よび所得に関わらず第３子以降の児童を対象

に、副食費を助成します。

幼稚園給付費 施設型給付の対象として確認を受けた施設に

21 対し、給付費を支給します。

幼稚園利用給付費 保護者の経済的な負担を軽減するため、特定

22 子ども・子育て支援施設等 として確認を受け※

た幼稚園の保育料や預かり保育の利用料を支給

します。

子ども福祉医療費 乳幼児、小中高生およびひとり親家庭等の児［戦］

23 給付事業 童に係る医療費の自己負担分を助成します。

こども食堂支援事 こども食堂を運営する団体に対し、食材費の［戦］

24 業 購入等に充てる費用を補助し、活動の継続を支

援します。

児童手当費 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの

25 児童を養育する者に児童手当を支給します。

児童保護措置費 母子世帯において児童の養育が不十分な場

26 合、母子生活支援施設に入所させ、自立支援を

行います。また、経済的理由により入院助産を

受けられない妊産婦を援助します。

児童扶養手当費 父又は母と生計を同じくしていない児童を養

27 育する者に、児童扶養手当を支給します。

児童夜間養護等事業 保護者の仕事が恒常的に夜間にわたるなど平

28 日の夜間又は休日に養育を受けることが困難な

児童や保護者の育児不安や過干渉等により、一

時的に保護者と離れることを希望する児童につ

いて、母子生活支援施設等において必要な保護

を行います。
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ひとり親家庭自立支援事 就業支援講習会を開催するとともに、各種講

29 業 座の受講料補助を行うほか、看護師等の資格取

得を支援するため給付金を支給します。

放課後児童健全育 昼間、保護者のいない家庭の児童に安全な生［戦］

30 成事業 活 の 場を 提 供 する 放課 後 児童 ク ラブ の 運営※

を、保護者会や社会福祉法人等に委託します。

また、放課後児童クラブ における医療的ケ※

ア児の受入れ体制を整備します。

放課後子ども教室 児童館等 において、放課後のこどもたちに［戦］ ※

31 推進事業 安全安心な居場所と健全な遊びや交流の場を提

供します。

仁井田児童館大規 老朽化の著しい仁井田児童館について、大規［戦］

32 模改修事業 模改修工事を実施します。

母子父子寡婦福祉資金貸 母子、父子家庭および寡婦に修学資金・就学

33 付金 支度金等を貸し付けます。

乳幼児健康診査 事業 乳幼児に対する健康診査および保健指導を行※

34 い、乳幼児の健康の保持増進を図ります。

妊産婦保健事業 妊産婦の疾病の早期発見・早期治療を促進［戦］

35 し、妊産婦の健康管理の向上を図るとともに、

安心して妊娠・出産・育児するための環境づく

りを行います。

未熟児養育医療給付事業 養育のため入院が必要となる未熟児に対し、

36 医療費の給付により経済的負担を軽減し、未熟

児の健全育成、健康の保持増進を図ります。

小児慢性特定疾病 支援 小児慢性特定疾病 により長期にわたり療養※ ※

37 事業 を必要とする18歳未満（継続の場合は20歳到達

まで）の児童等の健全な育成を図るため、当該

疾病に係る医療費の給付および相談支援等を実

施します。

また、日常生活の便宜を図るため、日常生活

用具を給付します。

不妊治療費助成事 不妊治療に要する費用を助成し、経済的負担の［戦］

38 業 軽減を図り、早期検査・早期治療を促します。

育児支援事業 育児不安や育児ストレス等を未然に防ぎ、安［戦］

39 心して子育てができるよう、生後４か月までの

乳児のいる家庭への訪問指導や産後ケアを実施

します。
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幼児フッ化物塗布事業 萌出後間もない時期の乳歯に定期的にフッ化

40 物塗布を行うことによりむし歯を予防するとと

もに、幼児期から歯の健康づくりに対する意識

啓発を図ります。

幼児発達支援事業 教育・保育施設等の集団生活の中で表面化す

41 る発達障がい等の行動発達面の問題について、

早期に保護者の気づきを促し、就学に向けた継

続的支援を行うことにより、幼児の健全な発達

を図ります。

妊娠期からの相談 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニ［戦］

42 支援事業（秋田市版ネウ ーズに対して、切れ目ない支援を実施するとと

ボラ ） もに、経済的支援（妊婦のための支援給付）を※

一体的に行います。

★産前・産後サポート事 妊娠・出産や子育てに関する悩み等につい

43 業 て、助産師等による相談支援を行い、家庭や地

域での妊産婦の孤立感の解消を図ります。

母子保健事業 母子の健康管理のため、母子健康手帳を交付

44 するとともに、妊娠・出産・育児に関する知識

の普及、啓発を図ります。

在宅子育てサポート事業 (1) 第１子、２子サポートクーポン

45 保育所等に入所していない未就学児童を養育

している世帯に対し、子育てサポートクーポン

券による各種子育て支援サービスを提供しま

す。

(2) 多子世帯サポートクーポン

保育所等に入所していない第３子以降の未就

学児童と当該児童を含めた３人以上の子を養育

している世帯に対し、多子世帯サポートクーポ

ン券による各種子育て支援サービスを提供しま

す。

子ども広場運営事業 フォンテＡＫＩＴＡ内で、親子が交流・情報

46 交換できる場を提供するとともに、短時間の託

児実施により子育てを支援します。

児童短期入所生活援助事 保護者の疾病等の理由により、家庭で養育を

47 業 受けることが一時的に困難になった児童につい

て、児童養護施設等において必要な保護を行い

ます。
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ファミリー・サポート・ 子育ての援助を受けたい人（利用会員）と援

48 センター運営事業 助を行いたい人（協力会員）との相互援助活動

に係る連絡・調整等を行い、地域における子育

て活動を支援します。

また、利用料金の半額を助成し、利用会員の

経済的負担を軽減します。

子育てサービス利用者支 子育て家庭が、多様な教育・保育施設や子育

49 援事業 て支援事業の中から、最適な支援サービスを受

けることができるよう、情報提供や手続きのサ

ポートを行うとともに、地域の関係機関・団体

と連携し、子育て家庭を支援します。

児童虐待防止推進事業 こどもとその家族等からの相談に対応し、必

50 要な支援を行うとともに、要保護児童対策地域

協議会 の活用や養育支援が必要な家庭への訪※

問援助・指導等により、児童虐待およびヤング

ケアラー等の発生予防と早期発見・早期対応に

努めます。

☆ウェルカムあき 東京圏から地方への移住に伴う経済的負担の［戦］

51 た移住支援事業 軽減を図るための支援および、本市への移住を

希望する子育て・若者世帯の住宅確保等にかか

る費用補助により、本市への移住を促進しま

す。

☆移住者・子育て 県外からの移住者又は子育て世帯が親等と新［戦］

52 世帯定住推進事業 たに同居するために必要な住宅の改修等に係る

費用に対して補助し、特に県外から移住する子

育て世帯の場合は、補助上限額を引き上げるな

ど手厚く支援し、移住の促進を図ります。
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施策② 若者の希望の実現

【施策の方針】

○次代を担う若者の成長支援

若者の経済的自立に向けた支援とともに、自らの希望に応じてその意欲や能

力をいかすことができる社会を実現するための環境整備を進めるなど、次代

を担う若者の成長支援と活躍の機会創出に取り組みます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

あきた結婚支援センター 県、市町村、協力団体を構成員とする同セン

１ 運営経費負担金 ターの運営経費を負担します。

若者自立支援事業 社会参加に困難を有する若者に対し、職業体［戦］

２ 験による就労支援を行うほか、講座を開催し、

社会人として求められる基礎的な能力の向上を

図るとともに、進路の決定・定着を図ります。

ふたりの出会い応 出会いや結婚を希望する方を対象に、あきた［戦］

３ 援事業 結婚支援センターの登録料を全額補助し、会員

登録を促します。

結婚新生活支援事 要件を満たす新婚世帯に対し、住居費用の一［戦］

４ 業 部を補助することにより、結婚に伴う新生活に

対する経済的負担の軽減を図ります。

☆保育の魅力発信 高校生に対し、保育士の仕事や保育の魅力を［戦］

５ 事業 発信する事業を実施し、将来の保育士の人材確

保を図ります。

☆創業支援事業 起業を目指す学生、若者等や創業間もない企［戦］

６ 業、新分野進出を図る企業等に対し、事業に必

要な知識、ノウハウなどのソフト支援サービス

を行うとともに、市内で法人を設立して新たな

事業を開始しようとする方などに対し、必要経

費の一部を補助します。

☆ビジネススター チャレンジオフィスあきた を拠点に、起業［戦］ ※

７ ト支援事業 に関心のある方の掘り起こしや交流、市内大学

等との連携による学生の起業を促進することな

どにより、起業家を創出・育成します。

☆新卒者地元就職 市内高校生・大学生や教職員等に対して市内［戦］

８ 促進事業 企業の魅力や採用情報を発信し、地元就職の促

進を図ります。
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☆若者職場定着支 若者の職場定着を支援するため、新規学卒予［戦］

９ 援事業 定者等の市内企業への就職や育成を支援し、早

期離職の抑制を図ります。

また、令和９年度の開始に向けて、地元就職

応援金制度の周知に努めます。

☆再生可能エネル 洋上風力発電等の再生可能エネルギー関連産［戦］

10 ギー関連産業人材育成支 業の人材育成を支援するとともに、市内高校生

援事業 や大学生を対象に再生可能エネルギー関連産業

に関する意識醸成を図ります。

☆高校生・大学生 高校生や大学生等を海外友好・姉妹都市等へ［戦］

11 等海外派遣事業 派遣し、国際的経験の取得や国際的視野の拡大

等、若者の成長を促進するとともに、本市の魅

力や課題の再発見のほか、本市への愛着等を深

めることで、将来地域の発展に寄与しうる国際

性豊かな人材の育成を図ります。

☆学生の希望と学 学生の希望と学びを応援するとともに、本市［戦］

12 び応援事業 と大学等との連携を強化し、協働のパートナー

として、ともに地域社会の活性化および発展に

取り組むため、本市に立地する大学等が持つそ

れぞれの資源や特色を生かして実施する公益的

事業に対し、補助金を交付します。

☆ブランディング こどもや学生などをはじめとした市民、市職［戦］

13 戦略事業 員、関係人口等とともに、本市の多様な地域資

源を磨き上げ、ブランド化するとともに、本市

が県内外から「選ばれるまち」となる都市のイ

メージを創り上げ、まちの価値を高めます。

☆シティプロモー 市民や本市を訪れた人々が主体的にまちの魅［戦］

14 ション推進事業 力発信を行う仕掛けをつくるとともに 「若者、

の挑戦を応援するまち」など、ブランドメッセ

ージ等を活用して県外からの共感が得られるシ

ティプロモーションを行います。

☆ウェルカムあき 東京圏から地方への移住に伴う経済的負担の［戦］

15 た移住支援事業 軽減を図るための支援および、本市への移住を

希望する子育て・若者世帯の住宅確保等にかか

る費用補助により、本市への移住を促進しま

す。

☆二十歳（はたち）のつ 人生の節目となる二十歳の門出を祝福する記

16 どい開催経費 念行事を通して、これからの社会を担う大人と

しての責任と自覚を促すとともに、ふるさと秋

田への誇りや愛着を深める機会を提供します。
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☆ カ レ ッ ジ ア キ 地域社会の将来を担う若年層のバス利用者の［ 戦 ］

17 カ・バス利用促進事業 増加を促進し、持続可能な公共交通の実現を図

るため、市内に住民票がある市内４年制大学の

新１年生に対し、２万円相当の交通ポイント付

きＡｋｉＣＡ（地域連携ＩＣカード）を配布し

ます。
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人と文化をはぐくむ誇れるまち将来都市像３

政策１ 文化の振興

施策① 文化遺産の保存と活用

【施策の方針】

○文化遺産の保存

文化遺産の調査を進め、文化財指定による保護に加え、文化遺産への関心を

高める情報発信や所有者への支援などに取り組み、地域全体で文化遺産を守

り継承するネットワークづくりを推進します。

○文化遺産の活用

文化遺産をまちづくりや活性化につながる地域資源、誘客を図る観光資源と

して活用することを目指し、文化遺産を学び、触れる機会の拡充や情報発信、

観光施策等との連携などを進めます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

特別天然記念物 （カモ 特別天然記念物 であるカモシカの保護と農※ ※

１ シカ）食害対策事業 作物の被害防止のため、防護網や忌避臭袋の支

給を行います。

県指定有形文化財日吉八 県指定有形文化財日吉八幡神社を将来にわた

２ 幡神社建造物調査経費 り保存・継承していくため、建造物詳細調査を

実施します。

遺跡事前発掘調査事業 宅地開発などの開発行為から埋蔵文化財 を※

３ 保護するために、事前発掘調査を行います。

文化財保存事業補助金 指定文化財の保存と活用を図るため、重要文

４ 化財嵯峨家住宅、天徳寺および三浦家住宅の管

理等に係る経費の一部を補助します。

地蔵田遺跡 公開活用事 市民の郷土学習の場や観光資源として、史跡※

５ 業 の情報発信、体験講座等を行い、公開・活用を

図ります。

重要文化財天徳寺・佐竹 重要文化財天徳寺および佐竹家霊屋の防災施

６ 家霊屋防災施設整備事業 設整備に係る事業費の一部を補助します。

補助金

旧松倉家住宅管理運営経 歴史と文化をいかしたまちづくりの推進に資

７ 費 する事業の企画・運営、文化財の公開、貸し館

業務等を指定管理者制度により行います。
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地蔵田遺跡 竪穴住居屋 史跡地蔵田遺跡 において復元した竪穴住居※ ※

８ 根修繕経費 について、腐朽が進んでいる茅屋根の修繕を行

い、長期の維持を図ります。

秋田城跡 発掘調査経費 秋田城跡 の実態解明および保存管理に必要※ ※

９ な基礎資料を得るために発掘調査を実施しま

す。

市内遺跡出土遺物保存処 および市内の関連遺跡から出土し秋田城跡 ※

理経費 た金属・木製品等を将来にわたって保存し、展10

示等の活用を図るため科学的処理を施します。

秋田城跡 土地買上事業 秋田城跡 の保護と整備のために史跡内の土※ ※

11 地公有化を実施します。

史跡等保存整備事業 復元等整備を実施した秋田城跡 史跡公園の※

12 各施設について、今後の修理・改修に向けた整

備基本計画を改訂します。

秋田城跡 公開活用事業 秋田城跡 を市民の郷土学習の場として活用※ ※

13 するため、史跡の情報発信や各種講座、体験学

習などを行います。

史跡秋田城跡 景観等整 国指定史跡秋田城跡 からの眺望確保や景観※ ※

14 備事業 整備を行い、観光資源としての価値の向上を図

ります。
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施策② 市民文化活動の推進

【施策の方針】

○芸術文化活動の充実

市民が芸術文化活動に親しみ、創造力をいかすことができるよう支援を行う

とともに、多様な芸術文化に触れる機会の充実を図ります。

○文化活動の環境整備

文化の力をいかした地域活性化を目指し、文化施設の幅広い活用や市民が文

化活動に取り組みやすい環境づくりを進めます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

文化創造プロジェクト推 「文化創造のまち」の実現に向け、芸術文化

１ 進経費 を切り口とした市民の主体的な活動を後押しす

るため、関係者間の連携・協働により、公共空

間の充実を図るなど、市民が活動しやすい環境

づくりに取り組みます。

文化振興ビジョン策定経 令和９年度から５年間における本市の文化振

２ 費 興施策を推進するためのマスタープランとなる

第３次秋田市文化振興ビジョンを策定します。

文化活動振興事業 市民の自主的な文化活動に支援を行うととも

３ に、芸術および学術の分野において優秀な作品

等を発表した個人・団体、文化振興や文化行政

に功績があった個人・団体を表彰します。

飛び出せ文化部助成事業 次世代の文化振興につなげるため、中学校・

４ 高等学校等の文化部の活動および特別支援学校

が実施する文化活動を支援します。

芸術文化のまちづ 市民の芸術文化の発表・鑑賞の機会の拡大お［戦］

５ くり推進事業 よび担い手の確保・育成による市民文化の振興

と、芸術文化活動によるにぎわいの創出を図る

ため、文化団体等との事業共催や事業費支援を

行います。

文化創造館管理運営経費 文化創造に資する事業の企画・運営や貸し館

６ 業務等を指定管理者制度により行います。

あきた芸術劇場管理運営 文化芸術の振興に資する事業の企画・運営や

７ 費 貸し館業務等を指定管理者制度により行いま

す。
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「美術館の街」活 国内外の優れた美術品による魅力ある企画展［戦 ]

８ 性化事業 を開催するほか、県立美術館や周辺地域と連携

し美術情報の発信を行います。

美術館施設整備等経費 秋田総合生活文化会館・美術館（アトリオ

９ ン）を長期的に管理・保全するため、劣化対策

を行います。

赤れんが郷土館魅力発信 郷土秋田の歴史や文化に関する企画展や学習

10 事業 講座、重要文化財「旧秋田銀行本店本館」を活

用したコンサート等を開催します。

民俗芸能伝承館施設整備 民俗芸能伝承館の経年劣化した設備につい

11 等経費 て、安全・快適な施設環境を提供するため、計

画的な改修を行います。

佐竹史料館企画展 他博物館が所蔵する資料を借用した企画展を［戦］

12 開催事業 開催します。

佐竹史料館常設展・教育 佐竹史料館所蔵の歴史資料による常設展の開

13 普及等事業 催のほか、講演会や学習講座などを行います。
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施策③ 生涯スポーツの推進

【施策の方針】

○スポーツ活動の機会の提供

市民一人ひとりがそれぞれのライフステージにおいて、健康や生きがいづく

りに取り組めるよう、市民ニーズに応じた各種スポーツ教室やスポーツイベ

ントなどを開催し、だれもが身近にスポーツに親しむことができる環境づく

りを推進します。

○スポーツ施設の整備

市民ニーズに対応し、誰でも安全・快適に利用できるよう、生涯スポーツの

拠点となる施設の整備・充実に取り組みます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

ジュニアアスリート支援 東北、全国大会に出場する小中学生、国際大

１ 事業 会に出場する選手、団体を支援します。

市民スポーツ活動振興事 スポーツに親しむ環境づくりを図り、地域お

２ 業 よび生涯スポーツの普及・振興に努めるととも

に、関係団体への支援を行います。

はずむスポーツ都市推進 はずむスポーツ都市のＰＲに努めるととも

３ 事業 に、幅広い世代が健康づくりに取り組めるよ

う、誰でも気軽に参加できる各種スポーツ教室

やイベントを開催します。

スポーツ振興マスタープ 令和９年度を初年度とする第５次秋田市スポ

４ ラン策定等経費 ーツ振興マスタープランを策定するため、検討

委員会の開催やパブリックコメントを実施しま

す。

体育施設整備補修等経費 市民が安全で快適に利用できる施設を提供す

５ るため、計画的に体育施設の整備補修等を行い

ます。

体育施設管理費 体育施設の適切な維持管理に努めます。

６
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施策④ 国際交流の推進

【施策の方針】

○世界に広がるパートナーシップの推進

グローバル化に対応した活力ある地域社会となるよう、友好・姉妹都市 等※

をはじめとする諸外国との交流を推進するとともに、交流成果を市民に還元

することにより、国際的な視野や平和意識を持った人材の育成と世界に広が

るパートナーシップの構築を図ります。

○地域に根ざした多文化共生の推進

多様な背景を持つ住民が、相互理解を深めながら、それぞれの良さや特長を

いかし、地域の一員として活躍できる地域社会となるよう、外国人住民も暮

らしやすいまちづくりを進めるとともに、多文化共生に関する市民意識の醸

成を図ります。

○市民との連携による国際交流の推進

幅広い市民が国際交流や異文化理解の機会に触れられるよう、多様な分野の

活動を行う市民団体と連携するほか、青少年を中心とした次世代の交流の担

い手育成や市民が参加しやすい環境づくりを進めます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

★高校生・大学生 高校生や大学生等を海外友好・姉妹都市等へ［戦］

１ 等海外派遣事業 派遣し、国際的経験の取得や国際的視野の拡大

等、若者の成長を促進するとともに、本市の魅

力や課題の再発見のほか、本市への愛着等を深

めることで、将来地域の発展に寄与しうる国際

性豊かな人材の育成を図ります。

友好・姉妹都市 交流推 中国・蘭州市から医療研修員を受け入れるこ※

２ 進事業 とにより、専門技術の向上に貢献するととも

に、本市からも文化や言語等に係る文化研修員

を派遣し、相互に交流することにより良好な友

好関係を促進します。

また、通訳・翻訳等の業務を行う会計年度任

用職員を雇用し、友好・姉妹都市 や海外都市※

等との連絡、折衝・調整等のほか、市業務全般

における外国人対応を円滑に行います。

地域国際化推進事業 生活の日本語（日常会話）に不自由な外国人

３ 住民が安心して地域社会で暮らすことができる

よう、年間を通して日本語教室を無料で開催

し、基礎的な日本語習得の機会を提供します。
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国際平和推進事業 市民を対象に国際平和に関する講話会等を開

４ 催することで、戦争や核兵器の恐ろしさ、平和

の大切さ、生命の尊さへの理解を促進し、平和

意識の高揚を図ります。
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人と文化をはぐくむ誇れるまち将来都市像３

・大学等との連携推進政策２ 教育の充実

施策① 社会教育の充実

【施策の方針】

○学習機会の充実

ライフステージに応じた学習のほか、現代的課題や地域課題の解決につなが

る学習の機会を提供するとともに、各種学習情報を発信します。また、多く

の市民が地域づくりに参加できるよう、地域に根ざした活動を支援します。

○学習環境の整備

市民の多様なニーズに応える「学び」の支援体制の充実とともに、計画的な

設備の更新等を行い、市民が利用しやすい学習環境の整備・充実を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

★二十歳（はたち）のつ 人生の節目となる二十歳の門出を祝福する記

１ どい開催経費 念行事を通して、これからの社会を担う大人と

しての責任と自覚を促すとともに、ふるさと秋

田への誇りや愛着を深める機会を提供します。

生涯学習・社会教育推進 「市民大学講座」や「青少年教室」などの各

２ 経費 種講座等を実施するとともに、生涯学習関連事

業を掲載した「生涯学習ガイド」を作成し、情

報提供を行います。

市立図書館図書資料整備 市民の生涯にわたる読書活動を支援するた

３ 経費 め、学習や情報収集等に役立つ様々な図書館資

料を整備し、提供します。

かぞくぶっくぱっく事業 こどもから大人まで、幅広い世代の生涯にわ

４ たる読書活動を支援するため、様々な内容の本

を複数詰め合わせたパックを用意して貸し出し

ます。

各図書館における読書活 読書や図書館への興味を喚起し生涯にわたる

５ 動支援のための企画実施 読書活動を支援するため、多様なテーマで講座

や講演会、企画展示、顕彰事業などを開催しま

す。

明徳館文庫運営事業 フォンテＡＫＩＴＡ内の中央図書館明徳館文

６ 庫（フォンテ文庫）において、市民の読書活動

推進のため各種事業を行います。
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各体験学習施設経常事業 小・中学校の宿泊研修や自然体験、野外活

７ 動、科学に親しむ機会など、各種体験学習の提

供・充実を通して、青少年の健全育成や市民の

生涯学習を推進します。
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施策② 学校教育の充実

【施策の方針】

○小中学校教育の充実

道徳教育やキャリア教育、人と人との関わりを通して、夢や希望、志を持ち、

徳･知 ･体のバランスのとれたこどもの育成を図るとともに、互いのよさを認

め合い協働して社会を創造する力を育みます。

○高等学校等の教育の充実

豊かな教養と高い専門性を身につけ、地域社会の発展に貢献できる人材を育

成するとともに、幅広い進路の実現に取り組みます。

○教育環境の整備

良好な教育環境の維持向上に向け、学校施設などの整備を計画的に進めると

ともに、適正配置の推進を図ります。

また、児童生徒が安心して学校生活を送るため、地域、学校、関係機関が連

携した安全対策を実施します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

学校司書配置事業 学校図書館の環境整備や読書活動の一層の充

１ 実を図り、魅力ある学校図書館づくりを推進す

るため、市立小・中学校に学校司書を配置しま

す。

コミュニティ・スクール 市立小・中学校に、保護者や地域住民等で構

２ 推進事業 成する「学校運営協議会」を設置し、学校、家

庭、地域の三者の連携をさらに深め、互いに協

力し合う体制づくりを支援します。

学びの多様化学校 学びの多様化学校の令和９年度の開校に向［戦］

３ 設置準備経費 け、特色ある教育課程の編成やプレオープンス

クールの開催のほか、設備の修繕や備品の購入

など、開校準備を進めます。

校内教育支援セン 不登校等の児童の登校支援や教室での学習が［戦］

４ ター支援員配置事業 困難な状況にある児童の学びの場を確保するた

め、市立小学校の校内教育支援センターに、学

習支援等を行う支援員を配置します。
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教育支援センター「すく 「すくうる・みらい」の運営や集団による体

５ うる・みらい」運営経費 験活動の実施のほか、引きこもりの児童生徒の

家庭へのフレッシュフレンドの派遣や保護者等

を対象とした相談活動の実施など、不登校児童

生徒への支援を図ります。

外国語指導助手活用経費 小・中学校および高等学校等に外国語指導助

６ 手（ＡＬＴ）を派遣し、教員とのティーム・

ティーチングで指導を行うことにより、英語教

育の一層の充実を図ります。

イングリッシュスクール グローバル化に対応した英語によるコミュニ

７ の運営 ケーション能力の向上を図るため、外国語指導

助手（ＡＬＴ）を活用し、小・中学校を対象と

した英語による体験活動等を実施します。

特別支援教育推進事業 特別な支援を必要とする児童生徒が学校行事

８ 等に参加する際に、サポーターを派遣して、特

別支援教育の充実を図ります。

★学校給食支援員配置事 学校給食事務を補助する職員を配置し、学校

９ 業 給 食 の安 全 確 保お よび 食 育 の推 進 を図 りま※

す。

医療的ケア児等支援事業 市立小・中学校への通学を希望する医療的ケ

10 ア児が適切な支援を受けることができるよう、

当該児童生徒が在籍する学校に看護師資格を有

する医療的ケア看護職員を配置します。

いじめ防止対策推進事業 いじめの未然防止に係る取組の充実や早期発

11 見の工夫、解決に向けた組織的な対応など、本

市におけるいじめ防止等のための取組を総合的

かつ効果的に推進します。

スクールロイヤー相談事 いじめ問題や学校事故等における学校への過

12 業 度な要求や損害賠償請求などの事案に対する迅

速かつ適切な対応を図るため、弁護士を配置し

ます。

小学校外国語活動外部指 小学校中学年における外国語活動に、市内在

13 導者派遣事業 住のネイティブスピーカーや海外生活経験者な

どを派遣し、児童が英語に慣れ親しむ環境をつ

くります。

中学校部活動外部指導者 中学校の運動部および文化部に、専門的な実

14 派遣事業 技指導ができる外部指導者を派遣することで、

部活動の充実を図ります。

- 72 -



部活動指導員配置事業 中学校の部活動において、技術指導や大会等

15 への引率ができる部活動指導員を配置すること

で、担当教員の多忙化を軽減するとともに、部

活動の質的な向上を図ります。

中学校部活動地域移行推 休日の中学校部活動の地域移行を円滑に進め

16 進事業 るため、関係団体等との連絡・調整を行う総括

コーディネーターを配置するとともに、合同地

域スポーツ活動の運営を支援します。

郷土秋田の特色を生かし 郷土を愛する心をはぐくむため、本市の豊か

17 た教育活動の推進 な自然や優れた人材等を活用した学習や、郷土

芸能や伝統行事など地域文化に親しむ活動に取

り組むとともに ､身近な素材を題材にした防災

教育や環境教育の充実を図ります。

学校給食調理場再編整備 給食事業の効率的な運営と、安全安心な学校

18 事業 給食を持続的かつ安定的に提供するため 「秋、

田 市 学校 給 食 調理 場再 編 整備 計 画 」に 基づ※

き、調理場の再編整備を行います。

・保戸野小学校、明徳小学校調理場給食搬入口

等整備

小学校給食厨房機器更新 「秋田市学校給食調理場再編整備計画 」に※

19 事業 基づき、再編後も継続して使用する調理場等の

厨房機器の更新を行います。

・川尻小学校調理場回転釜更新

・保戸野小学校調理場牛乳保冷庫更新

中学校給食厨房機器更新 「秋田市学校給食調理場再編整備計画 」に※

20 事業 基づき、再編後も継続して使用する調理場等の

厨房機器の更新を行います。

・勝平中学校牛乳保冷庫更新

学校給食費会計繰 学校給食費について、小学校児童分は国県補［戦］

21 出金（学校給食費保護者 助金対象額の超過分全額を支援し、中学校生徒

負担軽減対策費） 分は令和６年度および８年度の学校給食費改定

による増額分を引き続き支援することで、保護

者の負担軽減を図ります。

小学校フッ化物洗口事業 児童のむし歯予防対策の推進と自らの健康に

22 関 す る 意 識の 向 上 を 図 る た め 「 フッ 化 物 洗、

口」を市立小学校で実施します。
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中学校フッ化物洗口事業 生徒のむし歯予防対策の推進と自らの健康に

23 関 す る 意 識の 向 上 を 図 る た め 「 フッ 化 物 洗、

口」を市立中学校で実施します。

教職員研修推進経費 教職員として求められる資質能力の向上を図

24 るため、教職キャリア指標に応じた体系的な研

修や、多様な教育課題に対応する能力を高める

研修を実施します。

秋田商業高等学校教育振 ビジネス実践学習を通し、企業や地域小学校

25 興費（ＡＫＩＳＨＯＰ、 等と関わり、主体性や創造性を育成していくと

キッズビジネスタウン、 ともに、グローバルな視点から国際感覚を身に

エコロジカルビジネス） つけられるよう支援します。

御所野学院高等学校教育 一貫教育校の特色を生かし、中高が連携した

26 振 興 費 （ 郷 土 学 、 表 現 カリキュラムの編成を行い、郷土学を通じたふ

科） るさと教育や自己表現力を育む表現科の実践に

より、秋田に貢献する有為な人材を育成しま

す。

秋田公立美術大学附属高 生徒作品展「明日のクリエーターたち」を通

27 等学院教育振興費（明日 じ、３年生の卒業制作および１・２年生の授業

のクリエーターたち開催 作品を展示し、学習成果を広く発信します。

事業・体験入学等） また、中学生が本校の特色を理解し、入学へ

の関心を高める機会となるよう、体験入学やデ

ッサン講習会を行います。

次世代型学校ＩＣＴ環境 国が推進するＧＩＧＡスクール構想の第２期

28 整備事業 として、タブレット端末を整備・更新し 「個、

別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な

充実を図ります。

ＩＣＴ支援員配置経費 各校にＩＣＴ支援員を配置し、タブレット端

29 末の設定や機器のメンテナンスのほか、授業へ

の支援等を行い、ＩＣＴを活用した学習の推進

を図ります。

小学校森林病害虫等防除 学校敷地内のマツクイムシ被害により、倒木

30 事業 等の危険性が高い枯損木の伐倒処理等を行いま

す。

・飯島小学校

・川尻小学校

日新小学校増改築等事業 老朽化が著しい日新小学校の増改築に伴い、

31 グラウンド改修工事を行うとともに、バスロー

タリー等の周辺環境を整備します。

- 74 -



小学校施設等改修経費 教育環境の改善や建物等の耐久性の確保を図

32 るため、小学校６校の改修を行います。

・飯島小学校バスロータリー整備工事

・保戸野小学校消防設備修繕

・下浜小学校外壁改修工事

・四ツ小屋小学校外壁改修工事

・泉小学校外壁改修工事

・八橋小学校高圧ケーブル更新工事

小学校屋根等防水改修事 広範囲にわたり雨漏りが発生している港北小

33 業 学校の屋体棟の屋根を改修し、教育環境の改善

および建物の耐久性の確保を図ります。

小学校空調設備維持管理 市立小学校へ設置した空調設備の賃借、教室

34 経費 の配置替え等に伴う空調設備の移設を行いま

す。

秋田南中学校・築山小学 老朽化した秋田南中学校の改築に当たり、築

35 校・中通小学校併設校整 山小学校および中通小学校の統合校を併設した

備事業 小中併設校を整備するため、基本・実施設計業

務委託、新校舎建設工事等を行います。

中学校施設等改修経費 教育環境の改善や建物等の耐久性の確保を図

36 るため、中学校３校の改修を行います。

・秋田西中学校外壁改修工事

・秋田東中学校非常用階段改修工事

・桜中学校高圧ケーブル更新工事

中学校空調設備維持管理 市立中学校へ設置した空調設備について、教

37 経費 室の配置替え等に伴う移設を行います。

学校適正配置推進事業 将来の小・中学校の望ましいあり方（適正配

38 置）の実現に向け、保護者や地域住民の代表者

等で構成する「地域ブロック協議会 「学校統」

合検討委員会 「学校統合準備委員会」を開催」

し、学校統合の方向性について、具体的な検討

を進めます。

学校統廃合準備等経費 統合を予定している学校の児童の心理的負担

39 軽減のための交流事業、記念式典等の実施、体

育着等の支給、学校備品等の移転・整備などを

行います。

秋田っ子まもるメールの 児童生徒の登下校時の安全を確保するための

40 配信 不審者情報のほか、ツキノワグマ出没に関する

警報等の情報をメール配信します。
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通学路等の安全確保の推 子どもたちが安心して学校生活を送れるよ

41 進 う、学校、地域、警察等の関係機関と連携し、

交通安全や防犯、クマ被害の防止など、安全確

保の充実に努めます。
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施策③ 高等教育の充実

【施策の方針】

○秋田公立美術大学における人材育成と芸術文化のまちづくりへの支援

現代美術の発展と地域課題の解決に貢献する人材育成や芸術文化のまちづ

くりの推進等に取り組む公立大学法人秋田公立美術大学の運営と教育研究機

能の高度化に対して、法人の設立団体として支援します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

公立大学法人運営費交付 公立大学法人秋田公立美術大学の安定した運

１ 金 営のため、運営費交付金を交付します。あわせ

て、修学支援新制度に係る授業料等減免に要す

る費用を交付金として交付します。

公立大学法人施設整備費 秋田公立美術大学の施設整備事業および設

２ 補助金 備・備品整備事業に対し、施設整備費補助金を

交付します。
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大学等や大学生等との連携施策④

【施策の方針】

○大学等との連携促進

本市に立地する多くの大学等が持つ知識・専門性を市の施策の企画、立案等

に生かすとともに、各大学等が行う特色ある教育研究活動や人材育成への支

援などを通じ、相互のさらなる連携を図り、地域課題の解決等につながるよ

う取り組みます。

○大学生等との連携促進

本市で学ぶ多くの大学生等の多様な挑戦を後押しするとともに、若い世代の

意識を把握しながら、同世代が主体的にまちに関わることができるような環

境づくりに取り組み、協働によるまちづくりにつなげます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

★学生の希望と学 学生の希望と学びを応援するとともに、本市［戦］

１ び応援事業 と大学等との連携を強化し、協働のパートナー

として、ともに地域社会の活性化および発展に

取り組むため、本市に立地する大学等が持つそ

れぞれの資源や特色を生かして実施する公益的

事業に対し、補助金を交付します。

☆ビジネススター チャレンジオフィスあきた を拠点に、起業［戦］ ※

２ ト支援事業 に関心のある方の掘り起こしや交流、市内大学

等との連携による学生の起業を促進することな

どにより、起業家を創出・育成します。

☆ブランディング こどもや学生などをはじめとした市民、市職［戦］

３ 戦略事業 員、関係人口等とともに、本市の多様な地域資

源を磨き上げ、ブランド化するとともに、本市

が県内外から「選ばれるまち」となる都市のイ

メージを創り上げ、まちの価値を高めます。

☆大森山アートプロジェ 秋田公立美術大学と連携してアート作品を制

４ クト推進事業 作・展示することで、動物園の魅力とにぎわい

を創出し、交流人口の拡大につなげます。

☆シニア元気アッ 要介護状態の前段階であるフレイル（虚弱［戦］

５ プ事業（フレイル予防事 化）状態を予防するため、フレイルチェックを

業） 行う市民サポーターを養成し、地域の通いの場

等での自主的な健康づくり活動を支援ととも

に、秋田大学等と連携し、フレイル予防の取組

強化を図ります。
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健康で安全安心に暮らせるまち将来都市像４

政策１ 安全な生活の実現

施策① 危機管理体制の確立

【施策の方針】

○災害対応能力の強化

災害対策本部や避難所の運営体制を強化するとともに、計画的に備蓄を推進

するなど、災害リスクに対し、実効性の高い体制の構築に取り組みます。

○市民・関係機関と一体となった防災対策の推進

自助・共助の意識醸成と自主防災組織の活性化を図るとともに、関係機関や

民間企業・ＮＰＯ 等との連携を強化し、災害や危機に対して迅速に対応で※

きる体制の整備を進めます。

○情報収集の高度化

浸水常襲箇所へのワンコイン浸水センサの設置やドローンを活用した迅速な

災害規模の実態把握など、情報収集の高度化に取り組みます。

○健康危機 対策の実施※

感染症 等の健康危機 の発生に備え、平時から関係機関と連携した実践的※ ※

な訓練や研修等を実施し、健康危機 の発生時に迅速かつ的確な対応ができ※

る体制の構築に取り組みます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

災害対策緊急救援 災害発生時に被災した住民の生活を維持する［戦］

１ 物資備蓄事業 ための救援物資を計画的に備蓄します。

防災行政無線設備修繕経 防災行政無線移動系通信システムの機能を常

２ 費 に活用できるよう、バッテリー等の装置を計画

的に更新し、災害時の情報伝達手段を確保しま

す。

地域防災力強化事 防災講話への職員派遣、職員研修などを通じ［戦］

３ 業 て地域の防災力を強化し、災害発生時の被害拡

大を防止するとともに、避難所運営会議を設置

して災害発生時の避難所開設の円滑化を図りま

す。

全国瞬時警報システム受 総務省消防庁の方針に基づき、現行の受信機

４ 信設備更新経費 を新型に更新します。
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水害ハザードマッ 水防法に基づき、秋田県が新たに公示した洪［戦］

５ プ更新経費 水浸水想定区域を反映した水害ハザードマップ

を作成し、全戸配布するとともに、ＷＥＢ版ハ

ザードマップを更新することにより、洪水時の

円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。

秋田県次期総合防災情報 県が行う次期総合防災情報システムの整備事

６ システム整備事業負担金 業に対し、事業費の一部を負担します。

☆河川巡視点検用 河川巡視点検用ドローンを導入し適切に運用［戦］

７ ドローン関係経費 することで、デジタル技術を活用した河川管理

の高度化・効率化、災害発生時の被害把握の迅

速化を図ります。

☆コミュニティセ 指定避難所としての機能強化を図るため、冷［戦］

８ ンター施設保全経費 暖房設備の修繕を行います。

また、コミュニティセンター利用者の安全と

利便性を確保するため、施設の修繕および備品

等を整備します。

☆感染症 予防事業 感染症 の発生予防、まん延防止のため、一※ ※

９ 人ひとりが適切に対応できるよう、広報媒体の

活用、健康教育等により正しい知識の普及を図

ります。

衛生検査課管理費 食中毒の発生時等に的確な対応ができるよ☆
10 う、各種研修会に参加するなど職員の資質の向

上を図ります。また、検査の迅速性と信頼性を

確保するため、検査機器を計画的に整備しま

す。
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施策② 災害や雪に強いまちの確立

【施策の方針】

○市民の生命・財産・暮らしを守る河川等の整備・管理

近年、激甚化・頻発化する豪雨による浸水被害を軽減するため、河川や雨水

管等の整備・管理を推進します。

○災害時に役立つ公園づくり
※ ※避難場所などの役割を担う都市公園 等について、園路等のバリアフリー

化や既存施設の老朽化対策などの再整備等を計画的に進め、災害時に役立つ

公園づくりを推進します。

○道路施設等の整備

災害に強い道路ネットワークの構築や市民が安全・安心に通行できる道路空

間を確保するため、幹線道路等の整備や無電柱化を推進します。

○防災インフラの老朽化対策の推進

老朽化した防災インフラの損壊・機能不全等による被害を未然に防ぐため、

老朽化対策を推進します。

○雪に強いまちづくりの推進

融雪施設や防雪柵などについて、老朽化した施設を計画的に更新するととも

に、道路の利用状況や施設の必要性を検討のうえ整備を行い、雪に強いまち

づくりを推進します。

○地域における除排雪体制の構築

小型除雪機械の貸出しや燃料支給、地域住民用小規模堆雪場の確保など、地

域の実情に応じ住民等が自ら行う除排雪作業への支援策を実施し、市民の協

力と理解のもと市民協働を推進します。

○道路除排雪の実施

誰もが安全・安心に通行できる円滑な冬期道路交通を確保するため、道路除

排雪対策本部を設置し、市民・委託業者・行政が一体となった道路の除排雪

を実施します。

○危険空き家対策の推進

管理されず放置されている空き家は、災害時に倒壊するリスクが高く、避難

経路を遮断するなどの可能性があることから、その所有者等に対し助言又は

指導などを行うとともに、解体費用を助成することで、その発生抑制に取り

組みます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

河川改修事業 市管理河川の流下能力向上のため、河道拡幅［戦］

１ や護岸整備等を行います。
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河川環境整備事業 市管理河川等の流下能力を確保するため、浚［戦］

２ 渫、伐木および護岸改築等を行います。

古川流域治水対策 普通河川古川流域の浸水被害の軽減に向け［戦］

３ 事業 て、国、県、市の３者が連携し、総合的な治水

対策を実施します。

道路排水路等整備 市道の流末となっている法定外公共物水路の［戦］

４ 事業 排水不良箇所を改善するため、水路等の整備を

行います。

県施行急傾斜地崩壊対策 急傾斜地による土砂災害を防止し、市民の生

５ 事業負担金 命を守るため、県が施行する急傾斜地崩壊対策

事業に対し、事業費の一部を負担します。

河川管理施設長寿 老朽化した河川管理施設について、秋田市河［戦］

６ 命化整備事業 川管理施設長寿命化計画に基づき、計画的に更

新や延命化を図り、機能停止を未然に防ぐこと

で、安全安心な市民生活を確保します。

★河川巡視点検用 河川巡視点検用ドローンを導入し適切に運用［戦］

７ ドローン関係経費 することで、デジタル技術を活用した河川管理

の高度化・効率化、災害発生時の被害把握の迅

速化を図ります。

浸水対策下水道事 浸水被害の軽減に向け、ハード対策として、［戦］

８ 業 計画的な雨水管整備や局所的な排水ポンプの整

備などを行うとともに、雨水管の吐き口部に、

河川からの逆流を防止するフラップゲート を※

整備します。

また、ソフト対策として、浸水への備えに役

立ててもらうことを目的に、降雨時の浸水シミ

ュレーションにより作成した内水浸水想定区域

図 の周知を図ります。※

☆公園施設長寿命化整備 老朽化している公園施設について、秋田市公

９ 事業 園施設長寿命化計画等に基づき、計画的に更新

を行い、延命化を図ります。

☆都市公園 バリアフリ 災害時の避難場所としての環境改善や誰でも※

10 ー 化事業 安全で安心して利用できる公園とするため、公※

園 施 設や 園 路 等の バリ ア フリ ー 化 を図 りま※

す。

☆県施行街路事業負担金 都市内交通の円滑化や良好な市街地の形成を

11 図るため、県が施行する街路事業に対し、事業

費の一部を負担します。
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★電線共同溝 整備事業 災害に強い安全で安心な道路空間を整備する※

12 ことにより、情報ネットワークの信頼性の確保

および都市景観の向上を図ります。

☆道路維持修繕事業 道路を良好な状態に保つため、老朽化の著し

13 い舗装の補修等を行います。

☆側溝改良事業 道路冠水の軽減や、道路幅員の確保のため、

14 道路側溝を改良します。

☆橋りょう修繕事業 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき道路橋

15 の延命化を図るため、修繕を行います。

☆道路橋長寿命化修繕計 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁点

16 画策定事業 検を行います。

☆秋田南大橋修繕事業 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき秋田南

17 大橋の延命化を図るため、修繕を行います。

☆牛島車輌基地跨線橋修 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき牛島車

18 繕事業 輌基地跨線橋の延命化を図るため、修繕を行い

ます。

除排雪関係経費 秋田市ゆき総合対策基本計画に基づき、迅速

19 かつ効率的な道路除排雪作業を実施し、安全で

円滑な冬期道路交通の確保を図ります。

冬みち安全安心対策除雪 除排雪の機械力を維持するため、除雪車両を

20 強化事業 計画的に更新します。

消融雪施設整備事業 冬期における道路交通の安全確保を図るた

21 め、秋田市消融雪施設整備計画に基づき、老朽

化した融雪施設の更新を実施します。

危険空き家等対策 管理が不適切な空き家等の所有者に対し改善［戦］

22 経費 を促す指導を行うほか、倒壊等による事故を防

止するため緊急安全措置の実施および自主的な

除却に係る費用の一部を補助し、周辺の安全を

確保します。
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施策③ 防犯・交通安全体制の確立

【施策の方針】

○地域防犯の強化

「自分たちの地域は自分たちで守る」という地域防犯意識の高揚を図るため、

市民一人ひとりの意識啓発に取り組みます。

また、警察・市・地域などが各自の役割を果たしながら緊密に連携し、効果

的な防犯活動の取組や防犯体制のさらなる強化を図ります。

○交通安全対策の実施

人命尊重を理念に究極的には交通事故のない社会を目指すため 「こどもと、

高齢者の交通事故防止」に主眼をおき、交通安全教育や街頭指導などの活動

に取り組むほか、警察や関係団体と連携を密にし、効果的な交通安全活動を

展開することで、市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図ります。

また、道路や交通安全施設の整備などにより、すべての道路利用者が安全で

安心に利用できる道路空間の確保を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

防犯活動推進経費 安全で安心な地域社会を実現するため、防犯

１ 意識の普及啓発に努めます。

また、自主的な防犯活動を実施する団体の活

動を支援します。

犯罪被害者等支援推進計 犯罪被害者等への支援として、各種相談への

２ 画の実施 対応や必要な手続き等を市民相談センター窓口

においてワンストップで行うほか、関係機関や

民間支援団体等と連携した広報啓発活動によ

り、市民理解の促進に努めます。

犯罪被害者等見舞金支給 犯罪行為により、傷害を受けたかた又は亡く

３ 事業 なられた場合はその遺族に対し、生活の安定と

精神的被害を軽減するための直接的支援として

見舞金を支給します。

交通安全対策経費 秋田市交通指導隊の活動を推進するととも

４ に、警察や交通安全協会をはじめとする関係団

体と連携を図り、効果的な交通安全活動を展開

します。

また、幼児および高齢者などを対象とした交

通安全教室を実施し、交通安全思想の普及啓発

を図ります。
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放置自転車対策等経費 自転車等放置・禁止区域をはじめ公共の場所

５ における自転車の放置防止に取り組むととも

に、自転車等駐車場の適切な管理・運営を行

い、良好な都市環境の確保を図ります。

交通安全施設等整備事業 道路利用者の安全を確保し、交通事故を減ら

６ すため、施設の整備、更新を行います。

☆道路改良事業 すべての道路利用者が安全で安心に利用でき

７ る道路空間の確保を図るため、市道の拡幅・線

形・隅切等の改良、段差解消および未舗装道路

の整備を行います。
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健康で安全安心に暮らせるまち将来都市像４

政策２ 安心して暮らせる毎日の実現

施策① 健全な消費・生活衛生環境の確保

【施策の方針】

○消費者支援の実施

消費者トラブルの未然防止に向けた啓発活動や消費者教育の実施、相談体制

の充実などにより、消費生活の安全安心の確保を図ります。

○良好な生活衛生環境の確保

食品の安全性の確保や生活衛生関係施設の衛生の維持向上を図るため、計画

的な監視指導を実施するとともに正しい衛生知識の普及啓発を行います。

また、動物の飼い方教室などを通じて適正飼養 の普及啓発を行います。※

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

消 費 生 活 相 談 、 啓 発 活 消費者トラブルの解決に向け、相談体制の充

１ 動・消費者教育の実施 実を図るほか、警察・弁護士会など関係機関と

の連携を強化して迅速に対応します。

また、消費生活に関する知識を普及しトラブ

ルを未然に防止するため、消費生活出前講座な

どを実施します。

★衛生検査課管理費 食品関係施設や生活衛生関係施設の許認可、

２ 監視指導、行政検査の実施により食品の安全性

の確保、生活衛生関係施設の衛生の維持向上を

図るとともに、講習会等の実施により正しい衛

生知識の普及・啓発を行います。

また、検査機器の計画的整備により、行政検

査の迅速性と信頼性を確保します。

動物衛生管理費 狂犬病予防法に基づく犬の登録、狂犬病予防

３ 注射の実施を推進するとともに、動物の適正飼

養 など飼い主の責務について普及啓発を行い※

ます。
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施策② 食育の推進

【施策の方針】

○健全な食生活の実践

生涯にわたって健全な食生活を送ることができるよう、食に関する正しい知

識の普及啓発等を行います。

○妊産婦や乳幼児の保護者への食育 の推進※

子どもの発達段階に応じた望ましい食習慣を身につけることができるよう、

健康教育や個別相談などを通して、食育 に関する知識の普及、啓発を図り※

ます。

○食に関する体験活動の実践

「食べること」や「作ること」の楽しさを伝え、食への関心を高めることが

できるよう、農産物の収穫体験や料理体験などができる機会の充実を図りま

す。

○地域の食と食文化への理解促進

地域の食と食文化への理解を深めるため、学校給食における地場産物の活用

を促進するとともに、地域で受け継がれてきた郷土料理や食文化について、

学ぶ機会の充実を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

地区栄養改善事業 食生活に関する講話や調理実習を通じて、地

１ 域住民が望ましい食習慣を確立できるよう支援

します。

☆産前・産後サポート事 妊娠・出産や子育てに関する悩み等につい

２ 業 て、助産師等による相談支援を行い、家庭や地

域での妊産婦の孤立感の解消を図ります。

☆学校給食支援員配置事 学校給食事務を補助する職員を配置し、学校

３ 業 給 食 の安 全 確 保お よび 食 育 の推 進 を図 りま※

す。

まるごと秋田を食べよう 地場産物や郷土料理を学校給食に取り入れる

４ 給食 ことにより、子どもたちにふるさと秋田の食の

豊かさを実感させ、郷土愛を育みます。

食から秋田を知ろう～秋 秋田市民市場における体験活動等を通して、

５ 田市民市場を活用して～ 秋田の食の豊かさに気づかせ、健全な食生活を

営む力を育みます。
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☆アグリビジネス 市内の農業者や事業者の新たな挑戦を後押し［戦］ ※

６ 創出支援事業 し、６次産業化や農商工連携 を通じて、新た※

なビジネスの創出、地元有望産品を活用した商

品開発、地元食材活用の推進を図ります。
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施策③ 保健・医療体制の充実

【施策の方針】

○市民の健康づくりの推進

市民が生涯にわたって心身ともに健康に過ごせるよう、望ましい生活習慣の

確立と定期的ながん検診の受診等を促し、市民一人ひとりが健康に関する意

識を高め、主体的に健康づくりに取り組めるよう支援します。

また、人口減少や高齢化など社会が大きく変化する中で、本市の医療提供体

制の将来像を定め、将来にわたり医療提供体制が確保されるよう取り組みま

す。

○感染症 対策の実施※

感染症 に関する知識の普及啓発、予防接種の推進により感染症 を予防す※ ※

るとともに、発生時の的確な対応により、まん延を防止します。

○自殺対策の推進

市民のこころの健康 の保持増進を図るとともに、民・学・官が一体となっ※

て連携する「秋田市自殺対策ネットワーク会議」を組織の柱として、庁内・

庁外の関係機関との密接な連携と協力のもと、総合的な自殺対策の推進に努

め、市民のかけがえのない「いのち」を守ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

奨学金返還助成事業（看 看護師・准看護師、歯科衛生士を対象に、市

１ 護師・准看護師、歯科衛 内医療機関等に就職することなどを要件とした

生士） 奨学金返還助成を実施することにより、人材の

確保を推進します。

地域保健推進員 活動支 地域の身近な健康づくりの担い手として、地※

２ 援事業 域保健推進員 が健康教室などの地域に根ざし※

た主体的な健康づくり活動に取り組めるよう支

援します。

がん検診等事業 疾病の早期発見・早期治療のため、各種がん

３ 検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診および後期

高齢者歯科健診を実施し、検診を受診しやすい

体制づくりを推進します。

がん患者医療用ウ がん治療に伴う脱毛時に使用する医療用ウイ［戦］

４ イッグ等購入費助成事業 ッグや乳がん手術後の乳房補正具の購入時の負

担を軽減することで、がん患者の社会参加の促

進と療養生活の質の向上を図ります。

歩くべあきた健康づくり 生活習慣病 を予防するため、働く世代の歩※

５ 事業 数の増加と運動習慣の定着化を目指します。
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結 核 ･感 染 症 発 生 動 向 感 染症 の 発 生状 況 の迅 速 な把 握 、情 報提※ ※

６ 調査事業 供、積極的疫学調査の実施により、まん延防止

を図ります。

★感染症 予防事業 感染症 の発生予防、まん延防止のため、一※ ※

７ 人ひとりが適切に対応できるよう、広報媒体の

活用、健康教育等により正しい知識の普及を図

ります。

結核対策事業 患者発生時の接触者健康診断、患者への服薬

８ 支援、結核についての知識の普及啓発により、

結核のまん延防止を図ります。

予防接種事業 感染のおそれがある疾病の発生およびまん延

９ を予防するため、五種混合、麻しん風しん、Ｒ

Ｓウイルス感染症などのほか、高齢者のインフ

ルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルス感染

症および帯状疱疹に係る定期の予防接種につい

て、全額、又は一部を公費負担で実施します。

また、骨髄移植等の医療行為により免疫が失

われた者に対する再接種費用の全額、又は一部

を助成します。

風しん抗体検査費・予防 風しんおよび先天性風しん症候群を防ぐた

10 接種費助成事業 め、妊娠を希望する女性およびその配偶者など

に対して風しん抗体検査を実施し、任意の予防

接種費用を助成します。

自殺対策事業 「第２期秋田市民の心といのちを守る自殺対［戦］

11 策計画」 に基づき、自殺対策の充実・強化と※

民間団体の活動支援を行い、本市における自殺

者数の減少を図ります。

精神保健対策事業 精神障がい者の早期治療、社会復帰および社

12 会参加の促進を図るとともに、精神障がいに対

する市民の理解を深め、こころの健康 づくり※

を進めます。

高齢者健康保健事 高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施［戦］

13 業 することにより、高齢者の健康増進と健康寿命

延伸を図ります。

後期高齢者健康診査事業 後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康

14 診査を実施し、高齢者の生活の質を確保すると

ともに、糖尿病等の生活習慣病 を早期発見し※

ます。
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施策④ 消防・救急体制の充実

【施策の方針】

○火災予防の促進

関係機関と連携し、住宅火災による高齢者の被害低減と電気器具類に関する

出火防止対策の強化を図るとともに、火災危険や人命危険のおそれのある建

物への査察指導を徹底します。

○消防体制の整備

火災や特殊災害 などに対応できる人材の確保と育成を行い、装備と施設を※

強化するとともに、組織機構を充実させ消防体制を整備します。

○救急・救命体制の整備

救急車の適正利用や家庭内事故の予防啓発を行うとともに、高齢化など社会

情勢の変化を見据えた救急車の適正配置に取り組みます。また、ＡＥＤ の※

有効活用の促進など、市民による応急手当が恒常的に実践される社会が形成

されるよう啓発に取り組みます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

予防業務推進事業 住宅火災の予防および高齢者の被害低減を図

１ るため、関係機関と連携し、火災予防の普及啓

発に努めるほか、火災調査体制を強化し出火原

因を究明して類似火災防止や電気器具類からの

出火防止対策を推進します。

また、火災予防に関する高度な知識・技術を

有する予防技術資格者を計画的に育成し防火対

象物および危険物施設 に対する消防法令違反※

の是正指導を徹底します。

城東消防署新築移転事業 老朽化した庁舎の新築移転を行い施設を強化

２ し、消防体制を整備します。

車両整備経費 緊急走行や各種災害における消防活動に耐え

３ うるため、老朽化した消防車両の更新および分

解点検等を行い、機能維持や強化を図ります。

消防水利整備事業 法定耐用年数の超過や、取水ができない等の

４ 不具合が認められる消火栓の計画的な改修を行

い、火災発生時の被害の拡大防止と軽減を図り

ます。

また、私有地にある防火水槽を解体撤去しま

す。
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災害安全装備品整備経費 消防活動で必要となる防火衣・救助服を更新す

５ るほか、フルハーネス型安全帯を整備します。

また、大規模風水害に対応できる隊員を増や

すため、救命胴衣を整備します。

消防特殊器具備品等購入 消防活動で必要となる消防用ホース等を計画

６ 経費 的に更新します。

救助関係等経費 技術大会への参加等により、救助技術の向上

７ を図るほか、水難救助資機材の整備、船舶免許

の取得等により水難救助体制を強化します。

消防団車両等整備経費 消防団活動で必要となる小型動力ポンプ、小

８ 型動力ポンプ積載車を計画的に更新します。

消防団器具置場改築事業 消防団組織再編計画に基づき、消防団の活動

９ 拠点となる器具置場の統廃合、移転および改築

を行い、将来にわたって消防団が地域防災力と

して効率的に活動することができる体制を整備

します。

消防団装備充実強化事業 消防団活動で必要となる救命胴衣、レインウ

10 ェアを計画的に整備します。

消防団用器具備品等購入 消防団活動で必要となる消防用ホースを計画

11 経費 的に更新し、消防団機能の維持および向上を図

ります。

救急業務高度化推進事業 救急救命士、救急隊員などの生涯教育体制の

12 確立と、救急自動車の整備更新による救急業務

高度化の推進ならびに応急手当の実施率向上に

向けた救命講習会の開催や、イベント会場等に

おける心停止事故に備えるためにＡＥＤ の貸※

出を行います。

消防通信指令システム更 運用開始から10年が経過し、老朽化した消防

13 新事業 指令システムおよび消防救急デジタル無線を更

新することで、消防業務の根幹をなす指令業務

の継続を図ります。
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適正な運営施策⑤ 社会保障制度の

【施策の方針】

○生活保護の適正実施と自立支援の促進

生活保護の被保護世帯に対して、市民の最低限度の生活を保障し、実情に即

した自立支援策を実施します。

○介護サービスの確保および適正な保険事業運営

高齢者の増加に伴う介護サービスに対する需要の高まりを踏まえ、均衡の取

れた介護サービスの確保および適正な保険事業運営を行います。

○国民健康保険の健全な運営

医療技術の高度化や被保険者の高齢化による医療費の動向を見据え、医療費

適正化の取組等の実施により、国民健康保険制度の安定化を図ります。

○後期高齢者医療制度分担事務の適正な履行

保険者である秋田県後期高齢者医療広域連合との役割分担のもと、相互に連

携を図りながら、適正かつ効率的に事務処理を行います。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

生活保護費 生活保護は、市民生活の最後のよりどころと

１ なる制度であることから、国の基準に基づき、

困窮する市民に必要な援助を行います。

生活保護適正実施推進等 生活保護制度の適正実施を推進するため、医

２ 事業 療扶助の点検および収入や資産状況の把握を行

います。

また、生活習慣病 の発症予防や重症化予防※

等を推進し、医療扶助費の適正化を図るため、

健康上の課題を抱える被保護者に対して医療扶

助レセプトデータ等に基づく保健・生活面での

支援を行います。

ひきこもり対策自立支援 市が策定・実施する自立支援プログラムの一

３ 事業 環として、生活保護受給世帯の自立を支援する

ため、生活上の問題を抱えているひきこもり世

帯に対し、専門員を配置し被保護者に適切な助

言や指導を行います。

生活保護就労支援員活用 本市が策定・実施する自立支援プログラムの

４ 自立支援事業 一環として、生活保護受給世帯の自立を支援す

るため、就労に向けた課題を多く抱えている被

保護者に対し、専門員を配置し適切な助言や指

導を行います。
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生活保護システム標準化 現行の生活保護システムは令和８年９月末で

５ 事業 賃貸借契約が満了するため、国が示す標準仕様

書へ適合したシステムに更新します。

介護給付適正化事業 適正な介護サービスの利用を促進するため、

６ ケアプランチェック、給付状況の調査・照合な

どを行います。

要介護認定申請処理等経 介護を必要とする方が、適正な介護サービス

７ 費 を速やかに利用できるように、迅速かつ適正な

認定調査および認定審査を行います。

家族介護用品支給事業 市民税非課税世帯で、生活保護を受給してい

８ ない重度介護者を在宅で介護する同居家族につ

いて、経済的負担を軽減するため、必要な介護

用品を支給します。

地域密着型サービス事業 介護保険事業計画に基づき、介護が必要な高

９ 所の整備 齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることがで

きるよう、公募により地域密着型サービス事業

所の整備を進めます。

特別養護老人ホームの整 介護保険事業計画に基づき、常時介護を必要

10 備 とし居宅での生活が困難な要介護者が施設サー

ビスを受けられるよう、老朽化した特別養護老

人ホームの改築を進めます。

介護保険事務処理システ 現行の介護保険事務処理システムを、標準準

11 ム等更新・運用経費 拠システムに移行することにより、事務手続を

標準化し、業務の効率化を図ります。

資格給付関係電算委託料 県内各市町村が、秋田県国民健康保険団体連

12 合会に診療報酬明細書（レセプト）点検を委託

し、共同電算処理を行うことにより、医療費の

適正化と事務の効率化を図ります。

国民健康保険資格確認書 国民健康保険資格確認書等の有効期限を迎え

13 等交付経費 る被保険者に、マイナ保険証の登録状況に基づ

き、資格確認書又は資格情報のお知らせを交付

します。

一般管理的経費（徴税費） 事業の健全な運営のため、国民健康保険税の

14 適正な賦課徴収を行うとともに、多様な納付方

法を提供することにより、納期内納付の促進と

収納率の向上に努めます。
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はり・きゅう・マッサー 55歳以上の国保被保険者を対象に１回 800円

15 ジ保健事業 のはり・きゅう・マッサージの受療券を年間40

枚を限度として交付し、国保加入者の健康保持

に努めます。

健康診査助成事業 秋田市保健所が実施する健康診査のうち、大

16 腸がん・胃がん・子宮頸がん・乳がん・前立腺

がん検診を受診した国保被保険者に対して自己

負担分を助成することで、受診しやすい環境を

整え、健康の保持増進を図ります。

一般管理的経費（保健事 医療機関を受診した際の医療費通知を送付

17 業費） し、健康に対する意識の向上を図るとともに、

ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額通

知を送付し、ジェネリック医薬品の利用を促進

することにより、医療費適正化に努めます。

特定健康診査・特定保健 40歳以上の国保被保険者を対象に高齢者の医

18 指導 事業 療の確保に関する法律に基づく「特定健康診※

査・特定保健指導 」を実施することにより、※

生活習慣病 の発症や重症化を防ぎ、医療費の※

削減につなげます。

人間ドック保健事業 35歳以上の国保被保険者を対象に人間ドック

19 を実施することにより、疾病の予防と早期発見

につなげます。

糖尿病・慢性腎臓病重症 国保被保険者を対象に、糖尿病および慢性腎

20 化予防事業 臓病が重症化するリスクの高い者を医療に結び

つけるとともに、糖尿病性腎症等で治療中の患

者のうち、重症化するリスクの高い通院患者に

対し保健指導を行い、腎不全、人工透析への移

行を予防します。

高血圧症重症化予防事業 国保被保険者を対象に、特定健康診査の結果

21 から、高血圧で生活習慣病 が重症化するリス※

クの高い者を医療に結びつけることで、脳血管

疾患等生活習慣病 の発症を予防します。※

一般管理費 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、

22 後期高齢者医療制度の資格・給付に係る事務を

行います。

後期高齢者医療保険料徴 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、

23 収経費（徴収費） 後期高齢者医療保険料の徴収事務を行います。
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緑あふれる持続可能なまち将来都市像５

政策１ 環境との調和

施策① 環境保全の推進

【施策の方針】

○生物多様性および自然環境の保全

本市の自然環境について、情報収集・発信などを行うとともに、市民団体等

の行う自然環境活動を支援し、生物多様性と自然環境の保全を図ります。

○生活環境等の保全

有害物質等の測定を含めた常時監視の継続や事業場等への計画的な立入調

査・指導を行うとともに、観測データや環境情報などを広く発信し、市民お

よび事業者の環境保全意識の向上を図ります。

○環境学習の推進

小中学校などでの環境学習講座の実施や環境教室の開催などを通じて、市民

一人ひとりの環境への関心と意識の向上を図ります。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

自然環境保全・体験支援 自然環境保全活動の活性化と市民の自然環境

１ 事業 の保全意識の向上を図るため、自然環境の保全

活動や自然体験教室等を開催する市民団体を支

援します。

自然環境保全・環境学習 環境学習を推進するため、小学校などでの環

２ の推進 境学習講座や市民向けの環境教室を開催するほ

か、小学生用環境学習副読本を作成します。

また、自然環境保全を推進するため、市民活

動計画の認定団体を支援するほか、市内の自然

環境調査を実施します。

秋田市環境基本計画 策 秋田市環境基本条例に基づき、令和９年度に※

３ 定経費 行う次期環境基本計画を策定するための基礎資

料として、市民、事業者および環境関連活動団

体の環境に関する意識や行動実態などを把握す

るため意識調査を行います。

大気環境の保全事業 大気常時監視システム により、大気汚染状※

４ 況の的確な監視や工場などへの立入調査を行う

とともに、得られた監視データや環境情報の公

表により、市民の環境意識を喚起し、大気環境

の保全に役立てます。
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水環境の保全事業 河川や地下水などの汚染状況等を監視するた

５ めの水質調査や工場などへ立入調査を行うとと

もに、得られたデータの公表により、市民の環

境意識を喚起し、水質保全に役立てます。

生活環境の保全事業 工場などから発生する騒音、振動および悪臭

６ について、発生源に対する指導を行うととも

に、道路の騒音や振動を調査し、必要な場合に

は道路管理者などに要請や要望を行います。

ダイオキシン類 の監視 大気、水質、土壌中のダイオキシン類 の濃※ ※

７ および発生抑止 度を監視し、発生源となる工場のダイオキシン

類 の排出状況を把握するとともに、その結果※

を公表し、自主規制を促します。

大気中のアスベスト 濃 大気中のアスベスト 濃度を監視するととも※ ※

８ 度の監視および発生抑止 に、アスベスト 除去作業の指導を行います。※
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施策② 循環型社会の推進

【施策の方針】

○ごみの発生抑制

持続可能な循環型社会 を構築するため、国全体として取り組んでいる食品※

ロスの削減や家庭ごみに混入している再生可能な紙のリサイクルを積極的に

進めるとともに、海洋汚染など世界的な課題となっているプラスチックの使

用の見直しなどにより、ライフスタイルの転換を推進し、ごみの発生抑制を

図ります。

○ごみ減量に向けた市民・事業者・市の連携強化

事業者に対しては環境に配慮した事業活動を促し、市民に対してはそれによ

り生み出される製品・サービスを推奨するなど、市が積極的に当事者間のコ

ーディネートを図ることで、循環型社会 実現に向けた個々の行動を束ね社※

会全体の動きへ波及できるよう連携強化に取り組みます。

○廃棄物の適正処理の推進

ごみ収集・運搬および処分における環境への負荷の低減に努めるとともに、

持続可能な処理体制の構築と運用を図ります。

また、パトロール体制を充実し、不法投棄の監視を強化します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

プラスチック分別 令和17年度のプラスチックごみ分別収集開始［戦］

１ 収集市場調査経費 に向け、リサイクル事業者を対象に、サウンデ

ィング型の市場対話を専門コンサルタントへの

委託事業により行います。

ごみ減量・再資源 食品ロス実態調査の実施や、家庭ごみに混入［戦］

２ 化促進事業 している資源化できる紙の再資源化に関する取

組等により、ごみ減量とリサイクルを促進しま

す。

古紙ステーション回収シ 古紙の回収を安定的に行うことで、継続的に

３ ステム支援経費 ごみの減量と再資源化を図ります。

ごみ集積所巡回事業 ごみ集積所に関する問題に対処するため、専

４ 任職員によるパトロールと現場調査を基に啓発

指導を行い、ごみの適正排出を促進します。

家庭ごみ処理手数料収納 家庭ごみ処理手数料の収納管理を的確に行い

５ 管理関連経費 ます。

また、手数料引下げに伴い経過措置を設けま

す。
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ごみ集積所設置費補助事 ごみ集積所の美化促進や、町内会等のごみ集

６ 業 積所設置等に係る費用負担を軽減するための補

助を実施します。

一般廃棄物処理施設整備 家庭ごみ処理手数料の歳入総額に相当する額

７ 基金積立金 のおおむね２分の１の額を基金として積立てま

す。

公 用 車 （ 塵 芥 車 ・ 運 搬 購入から20年以上経過している塵芥車につい

８ 車）更新経費 て、平時の収集運搬の効率化を図るとともに、

災害対応に必要な装備として公用車（塵芥車）

１台を更新します。

粗大ごみ戸別収集事業 高齢化への対応と負担の公平性の観点から、

９ 粗大ごみの戸別収集を実施し、ごみの減量と再

資源化を図ります。

ごみ収集運営費 ごみ集積所に排出される家庭ごみと資源化物

10 等の廃棄物を適正に収集、運搬します。

不法投棄対策経費 職員又は不法投棄監視員によるパトロールの

11 実施および監視カメラの活用等により、不法投

棄の防止に努めるとともに、早期の原状回復が

図られるよう指導します。

廃棄物処理施設等監視・ 廃棄物処理施設設置者や処理業者等への立入

12 指導経費 検査を行い、廃棄物の不適正処理の防止を図る

とともに、廃棄物処理法や自動車リサイクル法

等の関連業務を行います。

リサイクルプラザ受入供 稼働から26年経過し、経年劣化による故障が

13 給設備等改修事業 頻発していることから、令和６年度から８年度

までの３か年で主要機器類の整備等を実施し、

施設の延命を図ります。

新ごみ処理施設整備基本 令和17年度の新ごみ処理施設の稼働開始およ

14 計画策定等経費 び８市町村による広域処理の開始を目指し、令

和８年度から測量・地質調査を含む基礎調査の

実施および基本計画策定等に着手します。

溶融施設工場棟換気設備 稼働から23年経過し、経年劣化による故障が

15 機能維持修繕経費 頻発していることから、令和７年度から８年度

までの２か年で計画的な取替修繕を行い、作業

環境を改善するとともに、溶融炉の停止要因を

排除します。
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溶融施設工場棟作業用エ 稼働から23年経過し、経年劣化に伴い令和８

16 レベータ修繕経費 年度から９年度までの２か年で主要機器の更新

を行い、機能維持を図ります。

ごみ処理施設運営費 ごみ処理施設を安全、安定的に運転し、環境

17 負荷の低減に配慮したごみの適正処理を行いま

す。

し尿処理施設運営費 汚泥再生処理センターにおいて、環境負荷の

18 低減に配慮したし尿など の適正処理を行いま※

す。

排泄物有効活用事業 動物園で飼育しているゾウやキリンなど草食

19 動物の排泄物等を堆肥化し、飼料作物の栽培や

市民農園での有効活用を図ります。
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施策③ 脱炭素社会の推進

【施策の方針】

○環境にやさしいライフスタイル・ワークスタイルの推進

太陽光や風力、バイオマス などの再生可能エネルギーや省エネルギー設備※

の普及を促進するとともに、市民、事業者等との連携・協働のもと、光熱水

費の節約やごみの減量等を推進し、温室効果ガス の抑制を図ります。※

○環境関連産業の振興

本市のエネルギー資源をいかした環境関連産業の育成・創出を図るとともに、

市域内の再生可能エネルギーの導入を促進し、環境関連産業の振興を図りま

す。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

再生可能エネルギ 秋田市メガソーラー発電所およびどうぶつ保［戦］

１ ー発電事業 護センターに設置した太陽光発電設備を引き続

き運用することで、地球温暖化対策に貢献しま

す。

地域ＥＳＣＯ事業 市有施設を対象としたＥＳＣＯ事業 を引き［戦］ ※ ※

２ 続き実施するとともに、事業による成果等につ

いて、市内事業者へのＰＲに努めます。

次世代エネルギーパーク 再生可能エネルギー事業者と連携して「あき※

３ 運営経費 た次世代エネルギーパーク 」の適切な運営に※

努めるとともに、広く施設見学者を受け入れる

ことにより、環境意識の醸成を図ります。

☆再生可能エネル 洋上風力発電関連の企業誘致を推進するほ［戦］

４ ギー関連企業誘致推進事 か、今後の成長が期待される水素等の次世代エ

業 ネルギー関連企業やクリーン電力 を必要とす※

るデータセンター や工場の立地促進を図りま※

す。

☆新エネルギービジョン 「秋田市新エネルギービジョン」に基づき、

５ 推進経費 再生可能エネルギーの利用促進と関連産業の振

興を図る取組を展開し、経済と環境の好循環に

よる地域産業の活性化を目指します。

☆再生可能エネル 洋上風力発電等の再生可能エネルギー関連産［戦］

６ ギー関連産業人材育成支 業の人材育成を支援するとともに、市内高校生

援事業 や大学生を対象に再生可能エネルギー関連産業

に関する意識醸成を図ります。
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☆クリーンエネル 現在整備を進めている「北部地区再生可能エ［戦］

７ ギー地産地活推進事業 ネルギー工業団地」への再エネ供給方法をまと

めたマスタープランを作成し、市内の再エネ電

源を組み合わせた安定的な電力供給の実現を図

ります。

☆森林整備地域活動支援 計画的かつ適切な森林整備の推進を図るた

８ 事業 め、森林経営計画の作成を支援します。

☆森林環境保全整備事業 森林の生産性と公益的機能の向上を図るた

９ め、計画的に実施する間伐等に対して経費の一

部を助成するとともに、林地残材の解消を図る

ため、木質バイオマス 原材料として出荷する※

未利用間伐材等に対して奨励金を交付します。

また、再造林対策として植林から保育施業ま

での経費を一部支援します。
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緑あふれる持続可能なまち将来都市像５

政策２ 都市基盤の確立

施策① 秩序ある都市環境の形成

【施策の方針】

○土地区画整理事業 の実施※

住宅が密集し、道路や公園などが不足する地区の重点的な面整備を継続的に

進め、良好な生活環境の形成を図ります。

○コンパクトシティの推進に向けた都市機能と居住の誘導

無秩序な市街化の抑制を基本に、都心・中心市街地 と６つの地域中心 を※ ※

核とした多核集約型コンパクトシティ の形成を推進するため、適切な都市※

計画制度の運用を図ります。

○都市公園 の整備※

都市の緑の量の確保に向けた取組を引き続き進めるとともに、誰もが安全で

安心して利用できる公園とするため、公園施設のバリアフリー 化や遊具等※

の更新を進め、緑豊かで心うるおう都市環境の形成を図ります。

○景観の向上

うるおいとやすらぎを得られる景観形成や安全・快適で緑豊かな都市環境の

形成を目指し、市民が景観まちづくりに参加しやすい環境整備を進め、地域

の主体的な取組を支援しながら、市民協働による景観まちづくりの推進を図

ります。

○墓地・斎場の整備と維持管理

市営墓地については、計画的な募集により市民の需要に応えるとともに、ゆ

とりとやすらぎのある市営墓地の環境整備に取り組みます。

秋田市斎場については、火葬業務を円滑に行うため、施設の適切な維持管理

を行います。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

秋田駅東第三地区土地区 秋田駅東第一、第二地区に続き、それらの北

１ 画整理事業 （都市計画 側に隣接する区域内における都市計画道路 、※ ※

道 路 ／ 区 画 道 路 築 区画道路 、特殊道路 、公園などを整備し、※ ※ ※ ※

造、建物移転等） 良好な生活環境の形成を図ります。

秋田駅西北地区土地区画 秋田駅西口の北側に位置する区域内に、都市

２ 整理事業 （都市計画道 計画道路 、区画道路 、特殊道路 、公園など※ ※ ※ ※

路 築造） の都市基盤を整備し、商業、居住など、多様な※

都市機能の集積が可能となる、秋田駅周辺にふ

さわしい市街地の形成を図ります。
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長期未着手の都市計画施 長期未着手の都市計画公園 および土地区画※

３ 設等の見直し 整理事業 施行区域について、必要性・実現性※

を再検証し、必要に応じて見直しを行います。

都市計画図更新経費 都市計画の規制がかかる区域を正確に示すた

４ め、経年により現況とかい離している都市計画

図および国土基本図の更新を行います。

太平山リゾート公園等施 太平山リゾート公園において、老朽化による

５ 設改修経費 故障や事故を未然に防ぐため、施設設備の改修

を行います。

★公園施設長寿命化整備 老朽化している公園施設について、秋田市公

６ 事業 園施設長寿命化計画等に基づき、計画的に更新

を行い、延命化を図ります。

★都市公園 バリアフリ 災害時の避難場所としての環境改善や誰でも※

７ ー 化事業 安全で安心して利用できる公園とするため、公※

園 施 設や 園 路 等の バリ ア フリ ー 化 を図 りま※

す。

緩衝帯等整備事業 クマの目撃情報などが寄せられている公園お

８ よび緑地の雑草木の除去を行い、住宅地等とク

マの行動範囲の間に見通しのよい緩衝帯の整備

を行います。

太平山県立自然公園施設 太平山県立自然公園の安全対策および利用促

９ 整備事業負担金 進を図るため、県が施行する施設整備事業に対

し、事業費の一部を負担します。

☆千秋公園整備事 千秋公園再整備基本計画 に基づき、これま［戦］ ※

10 業 で継承してきた千秋公園の歴史と、まちの中で

育まれてきた自然環境を活かすとともに、誰も

が利用しやすい公園づくりを目指し、公園の再

整備等を行います。

大森山公園整備事業 大森山公園を本市の魅力的な観光拠点とする

11 ため、大森山公園整備実施計画に基づき、計画

的に再整備します。

景観重要建造物等保存事 良好な景観形成を図る上で重要と認められる

12 業費補助金 建造物等を地域の貴重な景観資源と位置づけ、

保存していくための修理や改修費用を補助しま

す。

都市景観形成事業（景観 自主的かつ継続的に地域の景観まちづくり活

13 まちづくり活動支援） 動に取り組む団体等に支援を行い、地域の特性

をいかした景観の向上を図ります。
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市営墓地管理費 市営墓地（平和公園、南西墓地、河辺墓地、

14 北部墓地）の管理・運営を円滑に行います。

斎場火葬炉維持修繕経費 秋田市斎場の火葬業務を円滑に行うため、計

15 画的に火葬炉設備の修繕を行います。

斎場施設保全経費 秋田市斎場の計画保全を実施することで、安

16 定的かつ継続的な斎場施設の運営を図ります。

斎場管理費 秋田市斎場の管理・運営を円滑に行います。

17
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施策② 住宅環境の整備

【施策の方針】

○良質な住宅の確保

住宅リフォ－ムに対する支援、耐震化 を図るための普及啓発等を通じて、※

住宅ストック の質の向上と有効活用を促進し、まちなかへの居住誘導や空※

き家の利活用を推進するなど、良好な住環境の形成に取り組みます。

また、市営住宅等については、計画的な修繕・改修・更新や適切な維持管理

を継続して実施するとともに、多様なニーズに応え、誰もが安心して住み続

けられる環境の確保を図ります。

○建築指導の実施

住宅・建築物のストック 情報などの総合的な管理・活用により、審査・検※

査業務の効率化および違反建築物・老朽建築物の是正指導を強化し、安全安

心な建築物の確保を図ります。

また、耐震化 、バリアフリー 化および環境負荷軽減に関する市民への啓※ ※

発、助言により、既存建築物の防災対策および省エネルギー対策等を推進し

ます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

住生活基本計画 推進経 住宅の耐震診断・改修に関する普及啓発活動※

１ 費 を行い、災害等に強い住まい・まちづくりを推

進します。

また、空き家の適正管理や有効活用を図るた

め、宅建協会等と連携した空き家に関する相談

会を開催します。

住宅リフォーム支援事業 住宅の所有者等が行う増改築やリフォーム工

２ 事に対して補助し、良質なストック の形成を※

図ります。

既設市営住宅改修経費 既設市営住宅の良好な環境を維持保全するこ

３ とを目的に、令和３年３月に策定した第２期秋

田市住生活基本計画 および第２期秋田市営住※

宅等長寿命化計画 に基づき、旭南市営住宅７※

～10号棟の上水道直結切替工事を実施します。

★移住者・子育て 県外からの移住者又は子育て世帯が親等と新［戦］

４ 世帯定住推進事業 たに同居するために必要な住宅の改修等に係る

費用に対して補助し、子育て環境の向上や安心

して暮らせる環境づくりを進めます。
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空き家定住推進 市外から移住する者および中心市街地活性化［戦］★

５ 事業 プラン の対象区域内等へ転居する方が、空き※

家バンク等に登録された空き家等に定住する場

合、改修に係る費用の一部を補助します。

木造住宅耐震改修等事業 地震発生時における木造住宅の倒壊等を防止

６ するため、昭和56年５月以前に建築された木造

戸建住宅の耐震診断を行う者に対し、耐震診断

士を派遣し、耐震改修費用の一部を補助しま

す。

危険ブロック塀等除却支 地震などの自然災害や老朽化に伴う倒壊によ

７ 援事業 る被害を防止し、道路利用者の安全確保や災害

に強いまちづくりのため、小学校の通学路に面

する危険なブロック塀等の除却工事に対し、費

用の一部を補助します。
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施策③ 上下水道サービスの提供

【施策の方針】

○安全な水の安定供給

引き続き経費の節減や財源の確保に努めるとともに、老朽化した施設の更新

や耐震化 を計画的に進めます。また、危機管理対策や給水量に応じた施設※

規模の最適化を図りながら、より一層良質な水道サービスの提供に取り組み

ます。

○生活排水の適切な処理

公共下水道や浄化槽の整備による未普及地域解消と、個別訪問などによる水

洗化率の向上を図ります。また、施設の適正な維持管理や改築更新により、

長寿命化および安全性の向上を図るとともに、施設の統廃合などによる一層

の事業経営の効率化、快適な生活環境の整備および公共用水域の水質保全に

取り組みます。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

配水管整備事業 安全な水道水を安定的に供給するため、漏水

１ や濁水の要因となる老朽配水管の更新、鉛製給

水管の交換、配水管未整備地区の解消および配

水ブロック化 の推進を図ります。※

浄水場 等整備事業 施設機能を維持するため、浄・配水施設の整※

２ 備を計画的に行います。

仁井田浄水場等整備事業 水処理プラント、取水・導水施設等の工事を

３ 行います。

配水幹線整備事業 災害時にも安全な水道水を安定的に供給でき

４ るよう、各配水ブロックに水道水を安定的に供

給するための配水幹線を整備し、老朽化した基

幹管路の耐震化 を図ります。※

流量・水圧遠隔監視シス 漏水の早期発見、災害対策等適切な維持管理

５ テム整備事業 を図るため、配水ブロックの流量・水圧をリア

ルタイムに把握します。

配水ポンプ場の廃止 水道使用量の減少に伴い、代替設備や配水管

６ 路の整備を行い、ポンプ施設を廃止し、施設規

模の最適化を図ります。
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公共下水道整備事業 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止

７ するため、事業計画区域内の未普及地域への整

備を進めるとともに、私道申請や市道認定等に

より着手可能となった路線の整備を行います。

ストックマネジメント計 下水道施設の機能維持およびライフサイクル

８ 画 に基づく改築・更新 コスト の低減を図るため、ストックマネジメ※ ※

事業 ント計画 に基づき、管渠およびポンプ場等の※

改築・更新を行います。

下水道管渠改良事業 下水管の機能維持のため、調査点検などによ

９ り適切な維持管理を行いながら、必要に応じて

不良箇所の管更生や布設替え等を行います。

下水道施設維持管理業務 下水道施設の効率的な維持管理を行うため、

10 の包括委託の実施 管渠およびポンプ場等の維持管理について包括

的民間委託を行います。

水洗化の促進（公共下水 未接続世帯に対し、融資あっせん制度や助成

11 道、農業集落排水、市設 金の利用をＰＲし、水洗化促進の指導・助言を

置型浄化槽） 行います。

農業集落排水処理施設の 農業集落排水処理施設の処理機能を維持する

12 再編 ため、隣接する処理区との集約や公共下水道へ

の接続を行います。

浄化槽整備推進事業 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止

13 するため、浄化槽整備により生活環境の改善を

図ります。
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安全安心な道路環境の整備施策④

【施策の方針】

○幹線道路の整備

都心部・中央部・外周部を周回する３つの環状道路とそれらを放射状に接続

する道路など、効率的・効果的な交通体系の整備を促進し、都市空間におけ

る防災性の向上と渋滞の緩和を図ります。

○地域内道路の整備と維持管理

安全・安心な道路環境の整備とともに、老朽化している道路施設を予防保全

的に補修するなど、維持管理を計画的に実施します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

地方道路交付金事業 都市における円滑な交通の確保や、豊かな公

１ 共空間を備えた良好な市街地の形成等を図るた

め、主に既成市街地内の都市計画道路 を整備※

します。

★県施行街路事業負担金 都市内交通の円滑化や良好な市街地の形成を

２ 図るため、県が施行する街路事業に対し、事業

費の一部を負担します。

★道路改良事業 すべての道路利用者が安全で安心に利用でき

３ る道路空間の確保を図るため、市道の拡幅・線

形・隅切等の改良、段差解消および未舗装道路

の整備を行います。

☆電線共同溝 整備事業 災害に強い安全で安心な道路空間を整備する※

４ ことにより、情報ネットワークの信頼性の確保

および都市景観の向上を図ります。

私道整備補助金 生活環境の向上を図るため、住民が主体とな

５ って実施する私道の舗装等整備工事に対し補助

金を交付します。

★道路維持修繕事業 道路を良好な状態に保つため、老朽化の著し

６ い舗装の補修等を行います。

★側溝改良事業 道路冠水の軽減や、道路幅員の確保のため、

７ 道路側溝を改良します。

★橋りょう修繕事業 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき道路橋

８ の延命化を図るため、修繕を行います。
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★道路橋長寿命化修繕計 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁点

９ 画策定事業 検を行います。

★秋田南大橋修繕事業 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき秋田南

10 大橋の延命化を図るため、修繕を行います。

★牛島車輌基地跨線橋修 秋田市橋梁長寿命化修繕計画に基づき牛島車

11 繕事業 輌基地跨線橋の延命化を図るため、修繕を行い

ます。
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施策⑤ 公共交通の確保・維持

【施策の方針】

○公共交通ネットワークの整備

第４次秋田市公共交通政策ビジョン に基づき、将来にわたり持続可能な公※

共交通サービスの実現に向け、交通結節点における鉄道、バス、タクシーの

連携を強化するほか、バス路線の再編や乗換環境の整備を行うなど、多核集

約型コンパクトシティ を支える公共交通ネットワークの整備を図ります。※

○バスの利便性向上に向けた取組の推進

災害時や豪雪時などにおける運休・迂回運行を含めたバスの運行情報や、利

用促進につながる情報の提供を充実させるなど、バスの利用環境の改善を図

るとともに、乗り継ぎ割引などＩＣカードの活用による利用しやすいバス運

賃の検討を行うなど、利便性の向上に向けた取組を推進します。

○持続可能な公共交通の確保に向けた仕組みづくりの推進

持続可能な公共交通サービスの確保に向けて、路線バスを補完する秋田市エ

リア交通の運行を継続するとともに、マイタウン・バスを効率的かつ持続的

に運営するほか、地域の特性に応じて、他業種と連携した新たな仕組みづく

りを推進します。

【取組・事業】
主な取組・事業 取組・事業の概要

公共交通ネットワ 地域における移動手段の確保・維持および移［戦］

１ ーク整備事業 動にかかる利便性向上を図るため、第４次秋田

市公共交通政策ビジョン に基づき、各種利便※

性向上策の実施等の具体的な協議を進めるとと

もに、エリア交通（乗合タクシー）の運行を継

続します。

☆中心市街地 循 中心市街地 の回遊性を高め、秋田駅周辺と［戦］ ※ ※

２ 環バス運行事業 中通一丁目地区で創出されたにぎわいを中心市

街地 全体に波及させる一助として、中心市街※

地 循環バスを運行します。※

また、使用車両の老朽化に伴う更新に関し、

車両購入費の一部を負担します。

交通系ＩＣカード運用経 公共交通利用者の利便性向上や効果的な運行

３ 費 の実現を図るため、バス事業者が導入した交通

系ＩＣカードの運用経費について、マイタウ

ン・バス分を負担するとともに、路線バス分の

一部をバス事業者へ支援します。
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マイタウン・バス 郊外部におけるバス路線の廃止に伴う代替交通［戦］

４ 運行事業 として、市が事業主体となるマイタウン・バス

を運行することにより、市民の移動手段の確保

を図ります。

地方バス路線維持 生活バス路線は、市民生活を支える重要な移［戦］

５ 対策経費 動手段であることから、バス事業者に対して赤

字バス路線の運行にかかる経費の一部を補助し

ます。

バスロケーション マイタウン・バス、中心市街地 循環バスお［戦］ ※

６ オープンデータ化事業 よび路線バスの位置情報を取得し、オープンデ

ータ として車両の現在位置（ロケーション）※

を示す運行情報を公開することで、地域住民だ

けでなく観光客等へもわかりやすく使いやすい

乗り換え情報を提供し、路線バス等の利便性向

上を図ります。

買物タクシー事業 公共交通の利用が不便な環境にある高齢者

７ や、運転免許証を持たない市民の日常生活に必

要な移動手段の確保を図るため、タクシー事業

者やスーパーマーケット等と連携した買物タク

シーを運行します。

★ カ レ ッ ジ ア キ 地域社会の将来を担う若年層のバス利用者の［ 戦 ］

８ カ・バス利用促進事業 増加を促進し、持続可能な公共交通の実現を図

るため、市内に住民票がある市内４年制大学の

新１年生に対し、２万円相当の交通ポイント付

きＡｋｉＣＡ（地域連携ＩＣカード）を配布し

ます。

☆高齢者コインバ 満65歳以上の高齢者が、市内の路線バスを利［戦］

９ ス事業 用する際、令和８年５月利用分までは 100円、

令和８年６月以降利用分は 150円で乗車できる

よう助成し、高齢者の外出促進と社会参加を支

援します。

バス等運行情報検索サー 公共交通の利用拡大および利便性向上を図る

10 ビス導入経費 ため、複合的な経路検索が可能となる新たな経

路検索サービスを導入します。

公共交通活性化基金積立 将来にわたり市民が安心して利用することが

11 金 できる公共交通の実現等のための公共交通活性

化基金に積立てを行います。
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第４ プラスの循環戦略別推進計画

『基本構想』で設定

『推進計画』で設定

ＫＰＩ・・・進捗状況を客観的に検証し、効果的に
取組を推進するために設定する指標。

ねらい

計画期間内の取組

プラスの循環戦略事業

プラスの循環戦略

【プラスの循環戦略別推進計画の構成】

重点プログラム

ＫＰＩ

数値目標

基本構想

推進計画
（秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

基本理念

取組・事業

総合計画
秋田市『プラスの循環』プラン

重点プログラム

戦略事業

将来都市像

政策

施策
プラスの循環戦略

施策の方針

総合計画
推進のために
（計画推進の
基本姿勢）

ねらい・取組
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戦略１　地域産業の活力を高め、働きがいのあるしごとの場をつくる

重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

【数値目標】市の施策による就業機会確保数
　　　　　　　2,568人（Ｒ２～Ｒ６年度）　⇒　5,050人（Ｒ８～Ｒ12年度）

①企業誘致件数
37件（Ｒ２～Ｒ６年度）⇒　
80件（Ｒ８～Ｒ12年度）

②起業件数
222件（Ｒ２～Ｒ６年度）⇒
378件（Ｒ８～Ｒ12年度）

　陸・海・空の交通結節点であること、多くの高
等教育機関が集積していること、災害が比較的
少ないことなど、本市の立地環境の優位性をい
かしつつ、企業の事業拡大等の動きを的確に
把握し、企業ニーズに対応した本市の優遇制度
のＰＲに努め、先進性・成長性の高い分野の企
業誘致や起業を促進するとともに、 地元企業
の事業拡大を支援するなど、産業の育成・創出
を通じて、稼ぐ力を高め、地域経済の活性化
や、雇用機会の拡大、賃金水準の向上を図りま
す。

Ⅰ
　
地
域
の
強
み
を
い
か
し
た
産
業
の
育
成
・
創
出
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計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

・電子部品・デバイス等の製造業や物流業、
再生可能エネルギー関連産業、若者・女性の
活躍が期待される情報通信関連産業の企業
誘致をこれまで以上に積極的に展開するとと
もに、市内に立地する既存企業の設備投資を
促進するなど事業拡大を支援します。

・市内大学等と連携した大学生向け起業プロ
グラムの開催を支援するほか、短期間で急成
長を遂げる革新的なビジネスを展開するス
タートアップ※事業者の円滑な事業展開を産
学官金連携のもと、支援します。また、チャレ
ンジオフィスあきた※を拠点に、創業機運の
醸成にかかるイベントや起業を志す方同士の
交流イベント、起業に向けた伴走支援等を行
います。

・秋田港の利用促進に向け、県と連携し、秋
田県環日本海交流推進協議会を通じた荷主
支援制度を実施するとともに、新規荷主の開
拓とポートセールス※に取り組みます。また、
市内企業のニーズに応じ、海外見本市や商
談会等への出展や海外向け商品開発や海外
販路拡大を支援するなど市内企業の貿易活
動を促進します。

・農林漁業者による加工や販売等の取組へ
の支援のほか、商工業者とのマッチングや商
品開発などによる農商工連携※の促進など、
アグリビジネス※を総合的に推進するととも
に、市内農産品のイメージアップと認知度向
上を図り、周辺自治体等と連携した地域特産
品のプロモーションや情報発信を行います。

【企業誘致・事業拡大等】
・企業誘致活動費(P14)
・企業誘致民間ネットワーク活用事業(P14)
・商工業振興奨励措置事業（工業）(P14)
・産業用地適地創出事業(P15)
・新規立地企業オフィス確保支援事業(P15)
・中小企業融資あっせん事業(P15,18)
・商工業振興奨励措置事業（商業）(P15,17)

【創業支援等】
・★創業支援事業(P18,59,125)
・★ビジネススタート支援事業(P15,18,59,78,125)
・秋田市・スタートアップ協働事業(P18)
・★中心市街地等空き店舗対策事業(P18,35,121)

【貿易の促進等】
・秋田港コンテナ航路開設促進事業(P21)
・海外展開促進事業(P21)

【アグリビジネスの推進等】
・★アグリビジネス創出支援事業(P27,88,119)
・地域特産品販路拡大支援事業(P27)
・農山村ビジネス創出事業(P28)

【凡例】

ＫＰＩに寄与するなどの理由で複数の重点プログラムに該当する事業には、★又は☆をつ

けています。

★＝当該重点プログラムに主として位置づける事業

☆＝当該重点プログラムに関連している事業
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重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

Ⅲ
　
生
産
拡
大
と
経
営
安
定
化
に
よ
る

 
 

持
続
可
能
な
農
業
の
実
現

Ⅱ
　
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

関
連
産
業
の
集
積
・
振
興

再生可能エネルギー関連事業
への新規設備投資額
０円（Ｒ６年度）⇒
1,900百万円（Ｒ８～Ｒ12年度）

　我が国の脱炭素化に向けた動きの中、本県・
本市沖で洋上風力発電の建設が進むことを好
機と捉え、再生可能エネルギー100％の供給を
目指す工業団地の整備を進めるとともに、新エ
ネルギー関連産業への地元企業の参入促進や
企業誘致、人材育成などを通じて「新エネル
ギー関連産業の集積地づくりとクリーンエネル
ギーの地産地活の実現」を目指します。

Ⅳ
　
地
元
へ
の
就
業
機
会

　
　
の
拡
大
と
人
材
確
保
・

　
　
育
成
支
援

　進学を機に本市に転入した学生をはじめ、若
者や女性、高齢者等の地元への就業機会の拡
大のほか、スキルアップの支援による賃金向上
や早期離職の抑制、リモートワークなどの柔軟
な働き方への対応など、人材の確保と育成を後
押しし、地元定着と地域経済の活性化を目指し
ます。

　市街地周辺に広大な農地が広がっているほ
か、県内一の消費人口を抱え、陸・海・空の交
通結節点であるなど、流通、販売面で恵まれた
環境をいかしながら、農業者の生産拡大と経営
安定化を図り、持続可能で活力ある農業の実
現を目指します。

農畜産物の販売額
7,474百万円（Ｒ６年度）⇒
7,922百万円（Ｒ12年度）

市内大学卒業者の市内企業就
職率
23.4％(Ｒ７年３月卒）⇒
30.0％（Ｒ13年３月卒）

- 118 -



計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

・新規学卒者やＡターン※希望者の市内就職
の促進、資格取得や研修等によるスキルアッ
プの支援、高齢者、障がい者、外国人など多
様な人材が活躍できる職場環境づくりなど、
市内企業の人材確保・育成を支援します。

【就業機会の拡大・人材確保等】
・★新卒者地元就職促進事業(P19,59,125)
・★若者職場定着支援事業(P20,60,125)
・☆再生可能エネルギー関連産業人材育成支援事業
(P20,60,101,119,125)
・資格取得助成事業(P19)
・なでしこ秋田・働く女性応援事業(P20)
・★高年齢者就業機会確保事業費補助金
(P19,52,127)
・外国人材受入支援事業(P20)

・農地中間管理機構を活用した担い手への利
用集積を進めるとともに、園芸振興をリードす
る大規模な園芸拠点の整備や新規就農者等
に対する一貫した経営支援を行います。

・農業法人等の経営基盤強化を図るため、生
産の効率化や雇用確保などの取組を支援し
ます。

・良好な生産基盤の整備促進に向け、ほ場※
の大区画化と汎用化やため池等土地改良施
設の整備を支援します。

【園芸振興等】
・園芸作物生産振興事業(P25)
・園芸作物担い手育成事業(P26)

【農業法人等の経営基盤の強化等】
・担い手育成・確保事業(P23)
・新規就農支援事業(P24)
・農地集積・集約化対策事業(P24)
・集落営農連携等強化促進事業(P24)
・農地利用効率化等支援事業(P24)
・乳和牛増産支援対策事業(P24)
・畜産経営ステップアップ支援事業(P24)
・☆アグリビジネス創出支援事業(P27,88,117)
・県営土地改良施設等整備事業負担金(P25)

・北部地区に再生可能エネルギー100％の供
給を目指す工業団地の整備を進めるととも
に、関連部品の製造やメンテナンスに取り組
む企業に加え、クリーン電力※を必要とする
データセンター※やＧＸ関連企業※等の誘致
と地元企業の関連産業への参入を促進しま
す。

・秋田市新エネルギービジョンに基づき、再生
可能エネルギーの利用促進と関連産業の振
興を図る事業を展開することで、経済と環境
の好循環による地域産業の活性化を図りま
す。

・市内企業や本市誘致企業に対し、洋上風力
発電をはじめとする再生可能エネルギー分野
の建設・メンテナンスに関して、専門的知識や
技能の習得・資格の取得を支援するととも
に、大学生・高校生等を対象に再生可能エネ
ルギー関連産業に関する意識醸成を図るイ
ベントを開催します。

【新エネルギー関連産業の集積・振興等】
・再生可能エネルギー関連企業誘致推進事業
(P15,101)
・企業誘致・分譲活動費(P16)
・北部地区再生可能エネルギー工業団地整備事業
(P16)
・★クリーンエネルギー地産地活推進事業
(P16,102,131)
・★再生可能エネルギー関連産業人材育成支援事業
(P20,60,101,119,125)
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戦略２　まちの魅力を高め、秋田市への新しいひとの流れをつくる

重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

【数値目標】市外への転出超過数（転入者－転出者）
　　　　　　　 △558人（Ｒ６年）　⇒　＋1人（Ｒ12年）

Ⅰ
　
地
域
資
源
の
磨
き
上
げ
と
戦
略
的
Ｐ
Ｒ
に
よ
る

　
　
観
光
振
興
の
推
進

Ⅱ
　
芸
術
文
化
を
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と
し
た
ま
ち
づ
く
り
と

　
　
中
心
市
街
地
活
性
化

　芸術文化が持つ、人が集い、心を豊かにする
力をいかした、まちづくり、にぎわいづくりを進め
ます。
　特に中心市街地※では、「芸術文化ゾーン」に
おける取組の充実のほか、さらなる官民連携の
取組や民間事業者による開発等を促進するとと
もに、来街者の回遊性や滞在快適性、エリア価
値の向上を図ります。

　多様化する旅行者ニーズを捉え、本市の地域
資源を磨き上げ、様々なニーズに応える観光コ
ンテンツとして発信していくとともに、ターゲット
を絞った戦略的な観光誘客により、国内外から
の観光客の増加や滞在期間の延長、消費促進
を図ります。

①観光客入込数
6,992,335人（Ｒ６年）⇒
10,488,502人（Ｒ12年）

②外国人延べ宿泊者数
21,002人（Ｒ６年）⇒
71,889人（Ｒ12年）

①市有文化施設の観覧者数
（観覧料等設定施設）
228,973人（Ｒ６年度）⇒
343,459人（Ｒ12年度）

②中心市街地※における公共
空間の年間利用件数
89件（Ｒ６年度）⇒
124件（Ｒ12年度）
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計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

・キラーコンテンツである竿燈のブランド力を
いかし、ターゲットを絞ったプロモーションを展
開します。

・歴史や文化、食や自然、イベント、スポーツ
等の地域資源の掘り起こしに努め、観光資源
としての磨き上げ、情報発信を強化します。

・人流データの取得などにより、観光客の属
性・行動分析に基づいた戦略的な誘客を進め
ます。

・民間事業者等と連携し、データに基づく多様
なニーズに対応することで旅行者の滞在期間
延長や周遊を促し、本市を拠点とした広域観
光を推進します。

・本市の認知度向上に向け、動画サイトやＳＮ
Ｓ※などを通じた国内外へのデジタルマーケ
ティングの強化に取り組みます。

【地域資源の磨き上げ・戦略的ＰＲ等】
・竿燈まつり振興事業(P32)
・観光プロモーション事業(P32)
・秋田市観光振興協働交付金(P33)
・★千秋公園魅力アップ推進事業(P33,121)
・★千秋公園整備事業(P33,104,121)
・秋田港大型クルーズ船誘致等事業(P35)
・インバウンド誘客促進事業(P32)
・観光マーケティング推進事業(P32)
・★秋田の魅力発信素材充実事業(P32,123)

・市民の自主的な文化活動が活発に展開され
るよう支援します。

・音楽、演劇、ダンス、アート、アニメ、舞踊・舞
踏等、若者を中心に多くの市民が集える機会
を創出するなど、芸術文化の活性化を図りま
す。

・芸術文化ゾーンを中心とした文化施設にお
いて魅力あるコンサート、企画展、文化イベン
トなどを実施するとともに、施設間の連携を図
り、中心市街地※における回遊性を高めま
す。

・秋田市中心市街地活性化プラン※掲載事業
の進捗管理を行うとともにフォローアップしま
す。また、観光資源として千秋公園のさらなる
魅力向上を図るとともに、中心市街地※循環
バスの活用、市民等が行う公共空間の新たな
活用などによる魅力的な交流・滞在空間の創
出に取り組みます。

【芸術文化ゾーンの活性化等】
・芸術文化のまちづくり推進事業(P64)
・☆千秋公園魅力アップ推進事業(P33,121)
・☆千秋公園整備事業(P33,104,121)
・「美術館の街」活性化事業(P65)
・佐竹史料館企画展開催事業(P65)

【中心市街地のにぎわい創出等】
・中心市街地にぎわい創出事業(P34)
・官民連携秋田駅周辺活性化事業(P34)
・中心市街地活性化基本計画推進経費(P35)
・★中心市街地循環バス運行事業(P35,112,131)
・まちなか公共空間活用推進経費(P35)
・☆中心市街地等空き店舗対策事業(P18,35,117)
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重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

Ⅴ
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Ⅳ
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係
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拡
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　まちの個性や市民の心豊かな暮らしの一体的
なプロモーション、ふるさと納税※をきっかけとし
た地域資源や本市の取組の発信、本市に関心
を持つ人々との接点の創出などを通じて、多様
な形で本市に関わる関係人口の創出・拡大を
図ります。

　都市部から地方への移住や子育て世代等の
ふるさと回帰への関心の高まり、多様化する暮
らし方やニーズを捉え、「都市の利便性と豊か
な自然が調和したまち」という本市の魅力をい
かした戦略的なＰＲと移住支援などにより、本市
への移住・定住の促進を図ります。

①#findakitacity関連の投稿数
（累計）
62,400回（Ｒ６年度）⇒
93,600回（Ｒ12年度）

②ふるさと納税※のリピーター
数（前年寄附者のうち翌年度寄
附した人数）
1,296人（Ｒ６年度）⇒
4,000人（Ｒ12年度）

県外からの移住者数
1,640人（Ｒ２～Ｒ６年度）⇒
2,000人（Ｒ８～Ｒ12年度）

Ⅲ
　
ト

ッ
プ
ス
ポ
ー

ツ
を
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か
し
た
活
気
あ
る

　
　
ま
ち
づ
く
り

　本市をホームタウンとするトップスポーツチー
ムをはじめとする、スポーツが持つ人々を熱く
感動させる力、強い集客力をいかし、地域意識
の高揚や都市イメージの向上、交流人口・関係
人口の拡大を図ります。

ホームゲームにおける平均観客
動員数
ＮＨ※：4,163人
ＢＢ※：4,128人
ＮＢ※：  725人（Ｒ６年度）⇒
ＮＨ※：5,000人
ＢＢ※：6,000人
ＮＢ※：1,000人（Ｒ12年度）
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計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

・本市をホームタウンとして活動する各トップ
スポーツチームの活躍を多くの市民が応援す
る機運の醸成を図ります。

・各チームによる本市のＰＲ活動を支援すると
ともに、ホームゲームによるにぎわいづくり、
ジュニアアスリートとの交流など、トップスポー
ツをいかしてまちに活気をもたらします。

・競技団体等と連携し、全国大会などの本市
開催を支援します。

【トップスポーツをいかしたまちづくり等】
・スポーツホームタウン推進事業(P36)

・コロナ禍以降、ライフスタイルの変化等に伴
い、地方暮らしに興味や関心を持つ層が増え
ており、全国の多くの自治体が移住促進に取
り組み、競争が過熱していることを踏まえ、本
市の強みである移住相談八重洲センターを活
用した支援や多様化するニーズの把握に取り
組みます。

・移住者の声を聞く機会の創出や、移住者と
しての視点を持つ、地域おこし協力隊（移住
定住コーディネーター）と連携し、よりニーズ
に即した施策を実施します。

・移住希望者に対し住宅情報を提供するとと
もに、空き家を利活用し自身のライフスタイル
に適応した改修を行う費用を助成することで、
魅力ある住まいの確保を支援します。

【移住の促進等】
・ 「秋田市暮らし」魅力発信事業(P39)
・ 移住体験事業(P39)
・★ウェルカムあきた移住支援事業(P39,58,60,125)
・移住定住コーディネーター活用事業(P38,40)
・秋田への移住促進事業(P40)
・地域おこし協力隊募集経費(P40)
・空き家定住推進事業(P40,107)
・★移住者・子育て世帯定住推進事業
(P40,58,106,125)

・まちの個性や独自性を磨き上げ、効果的に
ブランディングし、発信するなど、人口減少下
においても未来に希望や可能性を感じてもら
うことができる取組を進め、人の流れを生む
活気あるまちとして市内外にプロモーションを
行います。

・ふるさと応援寄附金を活用した魅力的な返
礼品の開発・改良を進め、地場産業の振興に
つなげます。また、地域のブランド力向上に向
け、事業者と連携した商品開発に取り組むと
ともに、返礼品を通じて本市の魅力を全国に
発信します。

・寄附額の拡大に向け、ＳＮＳ※や特設サイ
ト、ふるさと納税※ポータルサイトなどを活用
し、本市の取組や魅力を積極的に情報発信
するとともに、寄附者に対して寄附金の活用
状況を報告し、成果を「見える化」することで
信頼関係を構築し、関係人口や観光誘客、さ
らには将来的な移住・定住につなげます。

【シティプロモーションの推進等】
・★ブランディング戦略事業(P31,37,60,78,125)
・★シティプロモーション推進事業(P31,37,60,125)
・☆秋田の魅力発信素材充実事業(P32,121)
・地域活性化起業人活用事業(P31,38)

【ふるさと納税による関係人口の拡大】
・秋田市ふるさと応援寄附金推進事業(P37)
・企業版ふるさと納税推進事業(P37)
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戦略３　こども・若者の希望が叶うまちをつくる

重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

Ⅲ
　
若
者
の
希
望
と
挑
戦
を

　
　
応
援
す
る
ま
ち
の
推
進

　進学を機に本市に転入した学生を含む若者
の意欲や能力をいかしながら、自らの希望を叶
えることができる機会を創出し、後押しすること
により、若者が住み続けたい、帰ってきたいと思
えるまちの実現を目指します。

①保育所・幼稚園等入所率
83.1％（Ｒ６年度）⇒
87.3％（Ｒ12年度）

②こども誰でも通園制度市内各
地区における利用見込みに対す
る充足率
63.8％（Ｒ７年度見込み）⇒
100％（Ｒ12年度）

放課後児童クラブ※の待機児童
数
11人（Ｒ６年度）⇒
０人（Ｒ12年度）

20歳から24歳の転出超過数
（転入者－転出者）
△332人（Ｒ６年）⇒
±０人（Ｒ12年）

【数値目標】本市で子育てを開始した世帯数
　　　　　　　 1,245世帯（Ｒ６年度）　⇒　1,051世帯（Ｒ12年度）

Ⅱ
　
こ
ど
も
が
健
や
か
に

　
　
育
つ
環
境
の
整
備

　子育てに関する経済的な負担や様々な悩み、
ニーズなどを踏まえ、妊娠を希望する人から子
育て中の人までの不安を解消し、安心してこど
もを生み育てられる社会の実現を目指します。

　男女が共に仕事をしながら安心して子育てし
ていける環境を整えるとともに、こどもたちが安
心して過ごせる居場所づくりを進め、こどもが心
身ともに健やかに成長できる環境の実現を目指
します。

Ⅰ
　
安
心
し
て
こ
ど
も
を
生
み

 
 

育
て
ら
れ
る
細
や
か
な
支
援
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計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

・若者の経済的自立に向け、就労等に関
する支援を行うとともに、出会いや結婚を
望む若者の支援に取り組みます。

・若者の『希望と挑戦』応援プロジェクト
チームを中心に、若者応援施策や大学生
等が主役となるまちづくりに取り組みま
す。

【若者支援等】
・若者自立支援事業(P59)
・☆創業支援事業(P18,59,117)
・☆ビジネススタート支援事業(P15,18,59,78,117)
・☆再生可能エネルギー関連産業人材育成支援事業
(P20,60,101,119)
・☆新卒者地元就職促進事業(P19,59,119)
・☆若者職場定着支援事業(P20,60,119)
・☆保育の魅力発信事業(P54,59,125)
・ふたりの出会い応援事業(P59)
・結婚新生活支援事業(P59)
・☆ウェルカムあきた移住支援事業(P39,58,60,123,125)

【学生の活動支援等】
・☆ブランディング戦略事業(P31,37,60,78,123)
・☆シティプロモーション推進事業(P31,37,60,123)
・学生の希望と学び応援事業(P60,78)
・高校生・大学生等海外派遣事業(P60,67)
・☆カレッジアキカ・バス利用促進事業(P61,113,131)

・子育てにかかる経済的な負担を軽減す
ることで、子育て環境の充実を図ります。

・妊娠前から幼児期までを通じた継続した
支援体制の強化を図るとともに、子育て当
事者における様々な悩みやニーズに対応
し、きめ細かな支援を提供します。

【子育て環境の充実等】
・第１子保育料無償化事業(P54)
・すこやか子育て支援事業(P54)
・子ども福祉医療費給付事業(P55)
・学校給食費会計繰出金（学校給食費保護者負担軽減
対策費）(P73)

【妊娠・子育てへのきめ細やかな支援等】
・妊産婦保健事業(P56)
・不妊治療費助成事業(P56)
・育児支援事業(P56)
・妊娠期からの相談支援事業（秋田市版ネウボラ）(P57)
・共育て推進事業(P43,53)
・☆ウェルカムあきた移住支援事業(P39,58,60,123,125)
・☆移住者・子育て世帯定住推進事業(P40,58,106,123)

・こどもの個性に合わせた保育・教育環境
の充実を図るとともに、放課後児童対策な
どにより、こどもたちに健全な遊びの場と、
様々な体験・交流・学習の機会を提供しま
す。

【保育環境の充実等】
・私立保育所等延長保育事業(P53)
・私立保育所等障がい児保育事業(P53)
・医療的ケア児保育支援事業(P54)
・★保育の魅力発信事業(P54,59,125)

【放課後児童対策等】
・放課後児童健全育成事業(P56)
・放課後子ども教室推進事業(P56)
・仁井田児童館大規模改修事業(P56)
・こども食堂支援事業(P55)
・学びの多様化学校設置準備経費(P71)
・校内教育支援センター支援員配置事業(P71)
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戦略４　誰もが健康でいきいきと暮らせるまちをつくる

重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

【数値目標】市民の健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）
　　　　　　 　男79.36年（平均寿命80.72年）　女83.81年（平均寿命86.75年）（Ｒ５年）　⇒
　　　　　　 　平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加（Ｒ10年）

Ⅱ
　
高
齢
者
が
活
躍
で
き
る
場
の

　
　
充
実
と
生
き
が
い
づ
く
り
の

　
　
推
進

　市民一人ひとりが心身ともに健康を保ちなが
ら、こどもから高齢者まで将来にわたっていきい
きと暮らせるよう、市民の幸せと活力の基盤と
なる健康長寿の実現を目指します。

　高齢者が社会の支え手として活躍しながら、
生きがいをもって暮らすことができる地域社会
の形成を目指します。

要介護認定を受けていない高齢
者（第１号被保険者）の割合
85.0％（Ｒ６年度)⇒
85.2％（Ｒ12年度)

シルバー人材センターの65歳以
上の会員数
851人（Ｒ６年度）⇒
1,141人（Ｒ12年度）

認知症サポーター数
（累計）
30,654人（Ｒ６年度）⇒
40,000人（Ｒ12年度）

Ⅰ
　
生
涯
を
通
じ
た
健
康

 
 

づ
く
り
の
推
進

Ⅲ
　
多
様
な
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
を

　
　
利
用
で
き
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

　高齢者ができる限り住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを続けることができるよう、地域包括
支援センターを中核として、医療、介護、予防、
生活支援等のサービスが一体的に提供され
る、地域包括ケアシステムの構築を図ります。
　また、市民一人ひとりが、障がいの有無によっ
て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生できる地域づくりを進め
ます。
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計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

・幅広い年齢層を対象とした健康づくりや高齢
者のフレイル予防を推進します。

・市民のかけがえのない「いのち」を守るた
め、自殺対策を推進します。

【健康づくり等】
・高齢者健康保健事業(P90)
・はつらつくらぶ事業(P50)
・シニア元気アップ事業（フレイル予防事業）(P52,78)
・がん患者医療用ウイッグ等購入費助成事業(P89)
・自殺対策事業(P90)

・社会参加活動、ボランティア活動の参加促
進や、地域活動の機会創出とともに、就業機
会の確保に取り組みます。

・高齢者を含む多様なサービス提供主体の発
掘・養成を行い、地域の支えあい体制づくりを
推進します。

【高齢者の活躍・いきがいづくり等】
・☆高年齢者就業機会確保事業費補助金
(P19,52,119)
・エイジフレンドリーパートナーづくり推進事業(P51)
・★高齢者コインバス事業(P52,113,131)

・地域包括支援センターの機能強化や、介護
予防・生活支援・認知症施策のための取組を
進めるとともに、認知症※の初期段階での相
談・支援体制の整備を進めます。
　
・介護予防・生活支援サービスの体制を強化
し、担い手の養成、関係者間のネットワークの
構築を推進します。

【地域包括ケアの推進等】
・地域包括支援センター運営事業(P49)
・在宅医療・介護連携推進事業(P51)
・高齢者生活支援体制整備事業(P51)
・認知症対策推進事業(P50)
・認知症チームオレンジ推進事業(P50)
・介護予防ケアマネジメント強化推進事業(P50)
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戦略５　災害に強く、安全安心で持続可能なまちをつくる　　

重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

①避難所運営会議の設置数
15か所（Ｒ６年度）⇒
50か所（Ｒ12年度）

②雨水排水整備率
51.1％(Ｒ６年度)⇒
53.2％(Ｒ12年度)

　様々な災害や危険に対応し、市民の生命、身
体、財産、暮らしを守るため、ハード・ソフト両面
から総合的かつ計画的な対策を推進するととも
に、「自助」「共助」の基本理念に基づき、市民
への防災知識の普及や自主防災組織の活性
化、実践的な訓練の推進など、地域防災力の
向上に取り組むことにより、災害に強いまちづく
りを進めます。
　また、近年、市街地でのクマの出没が増加し
ていることから、人の生活圏への侵入防止、人
身被害、農作物被害の防止に取り組み、緩衝
帯整備などを通じて人とクマとの棲み分けの実
現を目指します。

Ⅰ
　
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

【数値目標】本市に住み続けたい人の割合
　　　　　　 　73.1％(Ｒ６年度)　⇒　80.0％(Ｒ12年度)
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計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

【減災・防災対策等】
・災害対策緊急救援物資備蓄事業(P79)
・地域防災力強化事業(P79)
・水害ハザードマップ更新経費(P80)
・西部市民サービスセンター施設整備経費(P41)
・コミュニティセンター施設保全経費(P41,80)
・河川改修事業(P81)
・河川環境整備事業(P82)
・古川流域治水対策事業(P82)
・道路排水路等整備事業(P82)
・河川管理施設長寿命化整備事業(P82)
・浸水対策下水道事業(P82)
・河川巡視点検用ドローン関係経費(P80,82)
・危険空き家等対策経費(P83)

【クマ対策等】
・有害鳥獣駆除捕獲対策事業(P30)
・ツキノワグマ等獣害防止対策事業(P30)

・資機材の備蓄を充実させることにより、避難
所の機能強化を推進するとともに、市民協働
での避難所の運営ルールづくりに取り組むほ
か、総合防災訓練や職員研修等を通じて、市
としての災害への対応能力の向上を図りま
す。

・地域防災力の強化と市民の防災意識の向
上に向け、市民を対象とした各種防災訓練・
研修会の開催や自主防災組織の活動の支援
とともに、防災知識の普及などに取り組みま
す。

・激甚化・頻発化する自然災害に対応するた
め、道路、公園、河川、下水道などの防災イン
フラの整備や管理、老朽化対策などに取り組
みます。

・ワンコイン浸水センサの設置やドローンを活
用した災害規模の実態把握など、デジタル技
術の活用により情報収集の高度化に取り組
みます。

・管理が不適切な空き家の所有者等への指
導や解体費用の助成などを実施します。

・公務員ハンター配置による通年捕獲・調査
体制整備に加え、被害リスクの高い地域で箱
わな・自動撮影カメラ活用などによる捕獲強
化、緩衝帯整備や果樹伐採支援を実施し、ク
マの出没を抑制して行動域を奥山へ押し戻す
取組を進めます。
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重点
プログラム

ＫＰＩ ねらい

市民一人1日当たりの家庭系ご
み（資源化物および水銀含有ご
み除く）排出量
476ｇ（Ｒ６年度）⇒
420ｇ（Ｒ16年度まで）

Ⅱ
　
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な

 
 

公
共
交
通
体
系
の
構
築

　将来にわたり持続可能な公共交通サービス
の実現に向けて、日常生活を営む上で必要不
可欠な移動を円滑に行うことができる交通手段
の確保と維持のほか、地域のニーズや特性に
配慮し、市民の利便性向上と効率性の確保を
両立させることを通じて、人口減少下にあっても
持続可能な公共交通の実現を目指します。

Ⅲ
　
循
環
型
社
会
の
構
築
と
ゼ
ロ
カ
ー

ボ
ン
の
推
進

　市民・事業者・行政が適切な役割分担のもと、
資源循環の取組を進め、環境への負荷を低減
することにより、循環型社会※の実現を目指し
ます。
　また、環境関連産業の創出、再生可能エネル
ギー・省エネルギー設備の普及促進や情報発
信などによりゼロカーボン※の実現を目指しま
す。

年間バス等（路線バス、マイタウ
ン・バス、エリア交通）利用者数
5,942,409人（Ｒ６年度）⇒
6,400,000人（Ｒ12年度）
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計画期間内の取組 プラスの循環戦略事業

・国全体として取り組んでいる食品ロスの削減
や家庭ごみに混入している再生可能な紙のリ
サイクルに積極的に取り組むほか、プラスチッ
クごみの発生抑制を進めます。また、やむを
えず発生する廃棄物についても、可能な限り
再生利用を図るなど、環境負荷の少ないライ
フスタイルへの転換を図ります。

・再生可能エネルギー・省エネルギー設備を
活用し、市有施設等における温室効果ガス※
の削減やエネルギー消費量の削減に取り組
みます。

・クリーンエネルギーの活用による市内企業
の競争力の強化やエネルギーの地産地活に
よる光熱費の軽減などを通じて、脱炭素化を
推進します。

【循環型社会の構築とゼロカーボンの推進等】
・プラスチック分別収集市場調査経費(P98)
・ごみ減量・再資源化促進事業(P98)
・再生可能エネルギー発電事業(P101)
・地域ＥＳＣＯ事業(P101)
・☆クリーンエネルギー地産地活推進事業
(P16,102,119)

・市民の日常生活の移動手段を確保するた
め、生活バス路線の維持に努めるとともに、
路線バスを補完するセーフティーネットとして
の移動手段として、秋田市エリア交通を運行
するほか、郊外部においては、市が事業主体
となるマイタウン・バスを運行します。

・バス、鉄道のほかタクシー事業者等と連携し
た公共交通網の形成に取り組むほか、ICT※
を含む新技術や新たな手法の活用により、市
民の利便性向上と効率性確保の両立を図り
ます。

【持続可能な公共交通の実現等】
・地方バス路線維持対策経費(P113)
・☆中心市街地循環バス運行事業(P35,112,121)
・公共交通ネットワーク整備事業(P112)
・マイタウン・バス運行事業(P113)
・バスロケーションオープンデータ化事業(P113)
・★カレッジアキカ・バス利用促進事業(P61,113,125)
・☆高齢者コインバス事業(P52,113,127)
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第５ 財政状況

秋田市『プラスの循環』プランに掲げる各施策を着実に推進し、将来に

わたり安定した財政運営を確保するための指針として、今後の財政状況を

示しています。

○財政状況の考え方

現行の税財政制度および社会保障制度によることを基本としつつ、予定

されている制度改正等を可能な限り反映させ、次のような条件により令和

９年度以降の財政状況を推計しました。

１ 歳入

(1) 市税

市民税は、内閣府試算の実質ＧＤＰ成長率 等に基づく影響のほか、人※

口減少の影響を見込みました。

固定資産税は、各年度の新・増築分および評価替えの影響等を見込みま

した。

事業所税は、課税要件を喪失し、９年度以降の税収は見込んでいません。
※(2) 地方交付税・臨時財政対策債

※人口減少による測定単位減少の影響等を見込みました。臨時財政対策債

は、８年度地方財政計画 を踏まえ、９年度以降の新規発行は見込んでい※

ません。

(3) 国・県支出金および市債

現段階で計画期間内に実施が想定される事業の事業費に連動させて推計

しました。

２ 歳出

(1) 人件費

定年延長を踏まえ、役職定年数と同数程度の採用があり、職員数が増加

するものと見込むとともに、９年度以降の昇給を見込んで給料および職員

手当を試算しました。

また、各年度の退職予定者の支給額の積み上げにより、退職手当を見込

みました。
※(2) 措置費

障がい者保護費の増加や、子どもの数の減少による私立保育所等給付費

の減などを見込みました。
※(3) 公債費

既発債の元利償還額に新規発行分を加えて推計しました。
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(4) 政策経費

秋田市『プラスの循環』プランに掲げている事業などについて、想定さ

れる事業費を反映しました。

※Ｒ８は当初予算を、Ｒ９からは４年間の推計を示しています。
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第６ 地域別整備方針

本市は、中央・東部・西部・南部・北部・河辺・雄和の地域で構成され

ており、各地域の諸条件を踏まえた整備方針を定める必要があります。

※人口は、秋田市年齢別・地区別人口（令和７年10月１日現在：令和２年

国勢調査からの推計値）

１ 中央地域

人口 68,273人 面積 約17.1ｋ㎡

地区 大町 旭北 旭南 川元 川尻 山王 高陽 保戸野

泉（JR線西側） 千秋 中通 南通 楢山 茨島 八橋

中央地域は、本市のみならず県の産業活動の中心であり、県全体の発

展を牽引する役割を担う地域です。

特に、都心・中心市街地は、商業・業務・行政・文化などの都市機能

が集積した地区であり、今後もさらなる充実により、拠点性の維持・向

上に取り組むことで、多様なヒト（人 ・モノ（商品やサービス ・コ） ）

ト（事象）を誘発するとともに、まちなか居住を促進し、県都にふさわ

しいにぎわいと活力あふれる拠点形成を目指します。

また、秋田駅およびその周辺は、県内外からの来訪者を迎える玄関口

としての役割も担っていることから、県都秋田市のイメージを形づくる

「顔」として、歴史・文化・自然をいかした魅力ある市街地環境の形成

を推進します。

加えて、秋田駅は、都心と各地域を結ぶ鉄道やバスなどの公共交通ネッ

トワークの中心でもあり、円滑な都市間・都市内移動の確保に向け、さ

らなる利便性の向上に向けた交通環境の改善に取り組みます。

２ 東部地域

人口 59,516人 面積 約181.7ｋ㎡

地区 東通 手形 手形(字) 手形山 泉(JR線東側) 旭川

新藤田 濁川 添川 山内 仁別 広面 柳田 横森

桜 桜ガ丘 桜台 大平台 下北手 太平

東部地域は、豊かな自然環境を有しているほか、秋田駅東地区を中心

に、土地区画整理事業等による社会基盤施設が整った良好な住宅地や、

幹線道路沿道の商業地など、利便性の高い市街地が形成されてきていま
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す。

今後も、秋田駅東地区を中心に都市機能や居住を誘導するとともに、

公共交通機能や商業機能等のさらなる充実を図り、生活利便性の高いま

ちづくりを目指します。

また、地域内に大学が立地し、多くの学生が集まる特徴をいかし、大

学との連携強化や地域住民との交流促進等を進めながら、若者が集い活

動する、活気あるまちづくりに取り組みます。

本地域の恵まれた自然環境については、市街地の外延的な拡大の抑制

や、市民や行政など多様な主体の連携により適切な保全・管理を進め、

市街地においても、自然環境と調和した緑豊かな居住環境づくりを目指

します。

３ 西部地域

人口 32,095人 面積 約84.5ｋ㎡

地区 新屋 新屋勝平 浜田 豊岩 下浜 向浜

西部地域は、住宅地をはじめ大規模な工業団地や公共公益施設などの

多様な施設が立地する市街地が形成されており、市街地周辺には良好な

自然環境が保全されています。

今後も、周辺環境に配慮しつつ、良好な操業環境の形成や、低未利用

土地等の既存ストックの活用による住環境の保全などを図ることで、自

然・産業・商業・住まいが調和した、将来にわたり持続可能な市街地の

形成を目指します。

本地域の地域中心となる雄物川南側の新屋地区については、既存の行

政・文化機能や公共交通の維持・充実を図るとともに、日常の暮らしの

中で必要な生活サービス施設や居住を誘導し、地域住民の生活利便性の

向上に向けた環境づくりを進めます。

また、本地域が有する海岸や河川、丘陵地などの豊かな自然環境の保

全を促進するほか、秋田公立美術大学や地域住民等との連携により、大

森山公園や新屋ガラス工房などの観光・交流拠点の積極的な利活用を図

り、交流人口の拡大による地域の活力向上とにぎわいの創出に取り組み

ます。
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４ 南部地域

人口 48,023人 面積 約41.7ｋ㎡

地区 牛島東 牛島西 牛島南 卸町 大住 大住南 仁井田

御野場 御所野 四ツ小屋 上北手 山手台 南ケ丘

南部地域は、地域内を東西に走る国道13号沿線や御所野地区など、商

業・産業・医療・交通等の多様な都市機能が集積する生活利便性の高い

地域です。

今後も、牛島・仁井田・御野場地区等の公共交通が利用しやすく、生

活サービス機能が確保された地区への居住誘導とともに、御所野地区に

、 、 、おいては 企業等の産業機能の維持や 都市機能と居住の誘導を促進し

地域内外から多くの人が集まる活力あるまちづくりを進めます。

また、本地域が有する田園・丘陵地域や雄物川の水辺空間などの、豊

、 、かな自然環境については 引き続き適切な保全活動を促進するとともに

市街地についても、周辺の田園環境との調和に配慮しながら、自然災害

への対応なども含め、良好な居住環境の形成を図ります。

御所野地区については、本地域だけでなく、河辺・雄和地域等の周辺

地域の都市機能を補完する地域連携拠点となることから、鉄道やバス路

、 、線など 既存の公共交通機関との連携強化や幹線道路の機能維持により

周辺地域へのアクセス性を確保し、利便性の高いまちづくりを目指しま

す。

５ 北部地域

人口 72,749人 面積 約135.5ｋ㎡

地区 寺内 外旭川 土崎港中央 土崎港東 土崎港西

土崎港南 土崎港北 前記以外の土崎港 将軍野東

将軍野南 前記以外の将軍野 港北 飯島 金足 下新城

上新城

北部地域は、北東北の海の玄関口となる秋田港や、本市の産業を支え

る工業地帯に加え、海岸部の松林や田園・丘陵地などの自然的資源、史

跡や公園、大学等高等教育機関をはじめとする歴史・文化資源などを有

しています。

今後も、港湾機能の強化や、良好な操業環境の確保を図りながら産業

の活性化を促進するとともに、本地域が有する多様な地域資源の保全・

活用・連携による、魅力ある交流型のまちづくりを推進し、地域の活性
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化を目指します。

本地域の地域中心である土崎地区については、これまで集積してきた

多様な都市機能や居住の維持・増進を図るとともに、土崎みなと歴史伝

承館やポートタワーセリオン等の既存施設、土崎港曳山まつりやイベン

ト等の活用など、港町としての歴史・文化をいかし、秋田港との一体的

なまちづくりを推進します。

外旭川地区については、鉄道や高速道路などの交通アクセスの利便性

をいかし、卸売市場の再整備に併せ、民間との協働による持続可能な社

会サービスに向けた担い手の確保と新たな雇用や経済の好循環を生み出

す環境の構築を目指します。

また、秋田県と連携しながら下新城・飯島地区に、新たに再生可能エ

ネルギーの100％供給を目指す工業団地の整備を進め、本市経済のさら

なる活性化と雇用機会の拡大を目指します。

６ 河辺地域

人口 7,050人 面積 約301.1ｋ㎡

地区 岩見三内 和田 豊島

河辺地域は、太平山県立自然公園や岩見川など豊かな自然が広がり、

旧羽州街道沿いの街並みや茅葺民家など地域の歴史を伝える資源や、岨

谷峡等の優れた景勝地を有しています。

さらに、秋田空港が近接し、地域内に日本海東北自動車道のインター

チェンジが整備されているなど、空と陸とを結ぶ交通の要衝でもありま

す。

これらの自然や景観資源、交通環境などをいかしながら、地域コミュ

ニティの充実、都市と農村との交流、民間活力の活用などにより、やす

らぎと緑にあふれ、にぎわいのある快適な地域づくりを進めます。

本地域の地域中心である和田地区については、行政・商業等の都市機

能や交通結節機能を維持し、それらを支える居住を維持・誘導すること

で、安心して暮らすことのできる市街地の形成を目指します。

また本地域は、高齢化が進行しており、日常の暮らしの中で必要なサー

ビスを地域内外で確保する必要があることから、既存集落のコミュニティ

維持に取り組むとともに、道路網や公共交通を活用した近隣地域との連

携・交流によるまちづくりを進めます。
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７ 雄和地域

人口 4,881人 面積 約144.5ｋ㎡

地区 川添 種平 戸米川 大正寺

、 、 、雄和地域は 地域の中央に雄物川が流れ 河川沿いには田園が広がり

山林などの広大かつ良好な自然環境を有しています。また、県立中央公

園やダリア園などの観光・レクリエーション施設とともに、国際教養大

学や県農業試験場などの学術・研究の拠点も立地する地域です。

本市の空の玄関口となる秋田空港のほか、日本海東北自動車道のイン

ターチェンジが近接している広域交通環境をいかし、これらの自然や観

光・レクリエーション施設等の利用を促進します。

本地域の地域中心である妙法地区については、行政、市民交流、子育

て支援等の公共公益機能が集積していることから、地域内の各集落から

のアクセスがしやすい環境づくりを進めます。

また本地域は、高齢化が進んでいるものの、地域コミュニティ活動が

活発で団結力があるなど、地域住民が支え合う意識の高い地域であるこ

とから、妙法地区を中心として、日常生活を支え地域全体でコミュニティ

を育み、安心して住み続けることができる地域づくりを進めます。

さらに、観光・レクリエーション施設や学術・研究施設を中心に多種

多様な人が集まる環境をいかし、地域内外の交流による活力のあるまち

づくりを目指します。
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（参考） プラスの循環戦略の数値目標・ＫＰＩの設定趣旨等

市の施策による就業機会確保数
2,568人

（Ｒ２～Ｒ６年度）
5,050人

（Ｒ８～Ｒ12年度）

Ⅰ　地域の強みをいかした産業の育成・創出

ＫＰＩ 企業誘致件数
37件

（Ｒ２～Ｒ６年度）
80件

（Ｒ８～Ｒ12年度）

ＫＰＩ 起業件数
222件

（Ｒ２～Ｒ６年度）
378件

（Ｒ８～Ｒ12年度）

Ⅱ　新エネルギー関連産業の集積・振興

ＫＰＩ
再生可能エネルギー関連事業へ
の新規設備投資額

０円
（Ｒ６年度）

1,900百万円
（Ｒ８～Ｒ12年度）

数値目標

戦略１　地域産業の活力を高め、働きがい
のあるしごとの場をつくる

現況(策定時) Ｒ12目標
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　社会増への転換に向け、民間事業者が「稼
ぐ」ことへのサポートを行うことを通じて、雇用就
業や創業、独立自営就農など、しごとづくりに関
する幅広い分野の就業機会確保数を増加する
ことにより、地元定着やＵターン者の増加につな
げるため設定するもの。

【具体的な内訳は以下の項目の合計数】
①企業誘致による就業機会確保数（Ｒ７年度以
降）
②商工業振興条例雇用促進助成金交付実績に
基づく就業機会確保数
③地元就職応援金制度による就業機会確保数
④創業支援補助金による新規雇用者数（起業
者本人も含む。事業承継という手段で新たに事
業を始めるかたも含む。）
⑤新規就農者数（農業法人等への雇用就農含
む）
⑥シルバー人材センター新規入会者数

　左記項目における以下の合計数を設定するも
の。
①   400人（誘致企業数80社、１社につき本市
の誘致企業の受入基準である、操業後１年以
内の雇用として、常用雇用者５人以上を見込
む）
②　380人（Ｒ８年度：60人、Ｒ９年度～Ｒ11年度
は70人、Ｒ12年度は産業用地確保により110人
を見込む）
③  3,200人（市内就職者数から公務員を除いた
人数）
④   250人　（Ｒ６年と同数の50人/年を目標と
するもの。法人よりも比較的起業時の費用負担
が抑えられる個人事業主等での起業が増える
傾向にあり、創業時従業員を雇わない申請者が
増加していることから現状維持を目指す）
⑤　120人（Ｒ２年からＲ６年までの実績が年平
均22人だったことから、毎年の目標を１割増の
24人とし、５年間の目標を120人としたもの）
⑥   700人（シルバー人材センターが設定した
目標）

　これまでも取り組んできた企業誘致を、これま
で以上に推進することにより、雇用者数の増加
や仕事の選択肢の拡大等を図るため設定する
もの。

　年15件の企業誘致数をベースとするが、計画
期間内に１度は20件を達成することを目標とし
て設定するもの。
(Ｒ８・９・11・12は15件、Ｒ10は20件)

　大学生や若者をはじめとした起業・創業をこれ
まで以上に推進することや、事業承継による創
業の支援を含め、本市における様々なチャレン
ジを応援し、新しいビジネスの形などが生まれる
ことを目指すため設定するもの。
　なお、本指標に用いる起業件数は創業支援等
事業計画に基づき国に報告している数値とし、
「地方創生事業実施のためのガイドライン」には
支援事業を通じた起業者数もしくは起業準備者
数が創業支援事業のＫＰＩ例として例示されてい
る。

　市内起業時の初期費用が比較的少額に抑え
られるフリーランスでの起業を目指す方が増加
傾向にあることも踏まえ、本市および商工団体
が支援した起業件数（法人設立および個人事業
主としての開業）の合算数を設定するもの。　目
標値はビジネススタート支援事業における起業
目標（10年100件）の目標伸び率と同等の伸び
率を設定するもの。

　本市が有する豊富な再生可能エネルギーをい
かした関連産業の集積・振興により、稼ぐ力を
高めるため、地元企業や誘致企業等の再生可
能エネルギー関連事業への新規設備投資額を
設定するもの。

　民間事業者による再エネ関連設備投資額の
平均（190百万円）×再生可能エネルギー関連
の企業誘致の目標数（10件）＝1,900百万円を
設定するもの。

設定の趣旨や内容 Ｒ12目標の算出方法
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Ⅲ　生産拡大と経営安定化による持続可能な農業の実現

ＫＰＩ 農畜産物の販売額
7,474百万円
（Ｒ６年度）

7,922百万円

Ⅳ　地元への就業機会の拡大と人材確保・育成支援

ＫＰＩ
市内大学卒業者の市内企業就職
率

23.4％
(Ｒ７年３月卒）

30.0％
（Ｒ13年３月卒）

市外への転出超過数
（転入者－転出者）

△558人
（Ｒ６年）

＋1人

Ⅰ　地域資源の磨き上げと戦略的ＰＲによる観光振興の推進

ＫＰＩ 観光客入込数
6,992,335人

（Ｒ６年）
10,488,502人

ＫＰＩ 外国人延べ宿泊者数
21,002人
（Ｒ６年）

71,889人

数値目標

戦略２　まちの魅力を高め、秋田市への新し
いひとの流れをつくる

現況(策定時) Ｒ12目標

- 142 -



　販売額の増加による経営体の安定化や新規
就農者の増加などの好循環により、持続可能な
農業を実現していくため設定するもの。

　農畜産物（米、野菜、果樹、花き、大豆、畜産）
の販売額を毎年１％ずつ増加させて、目標年度
（Ｒ12年度）に６％増を設定するもの。
　なお、販売額については、ＪＡ等の業者および
農業者への聴き取り調査に基づく数値。

　本市には６つの大学があり、毎年県外からも
多数の学生が入学していることから、本市の労
働人口不足を解消するため、魅力ある就労環境
を整備し、卒業後も本市に住み続けたいと考え
る学生を増やし、市内企業への就職者数の増
加につなげていくため設定するもの。

　市内大学卒業者について、直近５か年度の市
内企業就職率は23～26％、県内企業就職率で
は30～35％で推移していることを踏まえ、目標
を30％と設定するもの。

　本市の人口減少対策として、まずは社会増へ
の転換を図るため、地域資源の磨き上げやシ
ティプロモーション等を通じて、交流人口を拡大
し、関係人口の増加につなげ、ひいては移住・
定住人口の増加につなげるため設定するもの。

　秋田市人口ビジョン（Ｒ８年３月改訂）における
「目指すべき将来人口」では、Ｒ12年（2030年）
までに15歳から24歳までの転入転出が均衡し、
全体では転入超過に転じると仮定しており、こ
れに合わせて設定するもの。

　ターゲットを絞った戦略的な観光誘客により、
国内外からの観光客の増加や滞在時間の延
長、消費促進を図るため設定するもの。

　コロナ禍前の観光客入込数の前年比伸び率を
勘案し、Ｒ６年の6,992,335人の1.5倍で設定する
もの。
　本市の観光客入込数は、国の基準により、
ポートタワーセリオン・大森山動物園・民俗芸能
伝承館などの観光地点と、竿燈まつり・土崎港
曳山まつりなどの祭りやイベントの入込客数を
集計したものであり、観光庁が定めた全国共通
の基準に基づいて県が集計した観光客数を用
いる。

　東北県庁所在市と比較してインバウンド誘客
に課題がある現状を踏まえ、宿泊を含む滞在時
間の延長を図るため設定するもの。

　本市の外国人延べ宿泊者数（従業者数10人
以上）は21,002人（Ｒ６年）で、延べ宿泊者に占
める割合は3.2％となった。同年の本市を除く東
北５市（仙台市、盛岡市、山形市、青森市、福島
市）の外国人延べ宿泊者数が延べ宿泊者数に
占める割合の平均値が8.7％であることを踏ま
え、同水準とする目標を設定したもの。
　秋田市の外国人延べ宿泊者数は、観光庁の
宿泊旅行統計調査で公表されている数値を用
いる。

設定の趣旨や内容 Ｒ12目標の算出方法
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Ⅱ　芸術文化を核としたまちづくりと中心市街地活性化

ＫＰＩ
市有文化施設の観覧者数（観覧
料等設定施設）

228,973人
（Ｒ６年度）

343,459人

ＫＰＩ
中心市街地における公共空間の
年間利用件数

89件
（Ｒ６年度）

124件
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　「芸術文化」をいかし、まちの魅力を高めるとと
もに、中心市街地では「芸術文化ゾーン」を中心
に、文化施設における取組を通じ、にぎわいの
創出を図ることから、芸術文化に触れた市民等
の数として文化施設の観覧者数を設定するも
の。

　重点プログラムⅠのＫＰＩ「観光客入込客数」に
合わせ、現況の1.5倍を設定するもの。

【対象施設】９施設
千秋美術館、赤れんが郷土館、民俗芸能伝承
館、旧金子家住宅、佐竹史料館、久保田城御
隅櫓、旧黒澤家住宅、秋田城跡歴史資料館、
如斯亭庭園を観覧した人数の合計（民俗芸能
伝承館、旧金子家住宅、佐竹史料館は貸館利
用者数を含む）。

　中心市街地において、市民等が公共空間を多
様な形で活用し、それがまちの景色として見え
ることは、来街者の回遊性や滞在快適性の向
上につながるとの考えのもと、市民の公共空間
の利用件数（市への利用申請件数）を設定する
もの。

　現況から計画期間の５年間で35件の増加を設
定するもの。
秋田市中心市街地活性化協議会と連携し、公
共空間（屋外空間）の多様な活用に向けた取組
を通じ、機運の醸成と取組の認知・浸透を図り
たいと考えており、そのためには、一定の期間
が必要となるため、令和10年度までの３年間の
利用件数を年間５件の増と見込んだものであ
る。
　令和11年度からは、機運の醸成と活用事例の
認知・浸透などにより、多様な利活用事例が増
え、倍の年間10件の増と見込んだものである。
　
　【対象となる主な公共空間】
千秋公園東西ポケットパーク、アゴラ広場、秋田
駅西口駅前広場、仲小路、秋田駅前歩道（三宅
ビル隣地）
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Ⅲ　トップスポーツをいかした活気あるまちづくり

ＫＰＩ
ホームゲームにおける平均観客
動員数

ＮＨ：4,163人
ＢＢ：4,128人
ＮＢ： ..725人
（Ｒ６年度）

ＮＨ：5,000人
ＢＢ：6,000人
ＮＢ：1,000人

Ⅳ　シティプロモーションの推進と関係人口の拡大

ＫＰＩ
#findakitacity関連の投稿数
（累計）

62,400回
（Ｒ６年度）

93,600回

ＫＰＩ
ふるさと納税のリピーター数
（前年寄附者のうち翌年度寄附し
た人数）

1,296人
（Ｒ６年度）

4,000人

Ⅴ　移住・定住の促進

ＫＰＩ 県外からの移住者数
1,640人

（Ｒ２～Ｒ６年度）
2,000人

（Ｒ８～Ｒ12年度）
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　スポーツの持つ県内外からの強い集客力と地
域意識の向上など、交流人口、関係人口との関
連が強いことから、各チームが市民からより愛さ
れ、市民が誇れるクラブとして確立していくことを
支援することから設定するもの。

　ＮＨは、新アリーナ整備を踏まえた数値、ＢＢ
は、Ｊ１昇格プレーオフ圏内定着を加味した数
値、ＮＢは、トップイーストリーグAへの復帰を踏
まえた数値を設定するもの。

【参考　目標値における年間観客動員数】
ＮＨ
現況：4,163人×30試合=124,890人（平均ベース）
目標：5,000人×30試合=150,000人（+25,110人）
ＢＢ
現況：4,128人×19試合=78,432人（平均ベース）
目標：6,000人×19試合=114,000人（+35,568人）
ＮＢ
現況：725人×4試合=2,900人（平均ベース）
目標：1,000人×4試合=4,000人（+1,100人）
※現在と試合数が同じである場合

　まちの個性や独自性を磨き上げ、効果的かつ
戦略的な魅力や心豊かな暮らしを国内外に発
信することを通じて、シビックプライドを醸成し、
市民や関係人口自身が、写真や映像等を活用
した主体的な発信の促進を図ることから設定す
るもの。

　インスタグラムにおける、#findakitacity関連の
投稿総数を設定するもの。
　Ｒ８年度からスタートする秋田市シティプロモー
ション基本方針2026と合わせており、民間の
マーケティング・広報からの聞き取りを参考に、
年間８％増として、Ｒ６年度から50％増を設定す
るもの。

　ふるさと納税での寄附を、関係人口創出の第
一歩と捉え、前年も寄附してくれた人が今年も
寄附してくれる割合（リピーター数）を増やすこと
により、本市に関心や愛着を持つ関係人口の増
加につなげるため設定するもの。

　ふるさと納税の現況調査（自治税務局市町村
税課）によると、全国のＲ６年度ふるさと納税受
入件数は前年度と同件数、Ｒ５年度は前年度比
1.1倍であった。今後、より寄付を受け入れられ
る体制を構築することを念頭に、年1.2倍で設定
するもの。

　移住者の増加を図り、移住者を地域を支える
人材として定着させ、市民等と移住者の交流を
図ることによって、地域を活性化、地方創生を推
進することから設定するもの。

　第２期秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略
で定めた目標値（年間移住者数400人）および
移住者数の推移を踏まえ、計画期間累計2,000
人（毎年度400人）を設定するもの。
【移住者の定義】
秋田県に「移住希望登録」し、本市へ移住した
方
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本市で子育てを開始した世帯数
1,245世帯
（Ｒ６年度）

1,051世帯

Ⅰ　安心してこどもを生み育てられる細やかな支援

ＫＰＩ 保育所・幼稚園等入所率
83.1％

（Ｒ６年度）
87.3％

ＫＰＩ
こども誰でも通園制度市内各地
区における利用見込みに対する
充足率

63.8％
（Ｒ７年度見込み）

100％

Ⅱ　こどもが健やかに育つ環境の整備

ＫＰＩ 放課後児童クラブの待機児童数
11人

（Ｒ６年度）
0人

戦略３　こども・若者の希望が叶うまちをつく
る

現況(策定時) Ｒ12目標

数値目標
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　社会増への転換に向け、こども・若者の希望や
挑戦を応援すること、安心してこどもを生み育て
られる環境を整備することを通じて、若者の定着
を促進し、本市でこどもを持ちたい、育てたいと
いう希望を持つ方を移住者、Ｕターン者も含めて
増やすため設定するもの。

　各年10月１日現在で、その年度内に18歳を迎
える者以下の年齢で、続柄の中に「子」の記載の
ある者がいる世帯（移住した子育て世帯を含む）
を抽出するもの。
　Ｒ６年度に本市で子育てを開始した世帯は
1,245世帯、Ｒ７年度は1,176世帯であり、前年度
比で94.5％であることを踏まえ、出生数の減少に
歯止めをかけ、子育て世帯の移住を増加するこ
とにより、Ｒ12年度末には、前年度比100％とす
ることを設定するもの。

　こどもの保育所・幼稚園等の利用は、同年代と
の交流を通じて社会性や協調性を育むほか、家
庭とは異なる環境での多様な経験によりこどもの
成長が促されるものであり、保育所等への入所
に伴う経済的負担の軽減を図ることにより、安心
してこどもを生み育てやすい環境の整備につな
がるものであることから指標として設定するも
の。

　Ｒ７年４月１日時点における本市の保育所・幼
稚園等の入所率は83.1％。働き方やライフスタイ
ルの多様化により保育所等の利用を希望しない
方が一定数いることを考慮し、直近５年間の伸
び率平均0.7％を毎年度加算した数値を設定す
るもの。

　在宅児が家庭だけでは得られない様々な経験
や成長発達に資する豊かな経験の獲得ととも
に、保護者の孤立感の解消と相談機会の確保を
実現する「こども誰でも通園制度」はＲ７年度に
開始されたばかりであり、市内各地区における
施設定員数には偏りがある。利用者の多くは、
住んでいる地域の施設を利用する傾向にあるこ
とから、各地域における受け皿を増やすことによ
り、利用者の希望に添った利用を可能にするた
め設定するもの。

　市内各地区の状況を考慮した上でのＲ７年度
の利用見込み人数に対する施設定員数の割合
は63.8％であり、住んでいる地区において利用
できないといったことがないよう100％とすること
を設定するもの。

　放課後児童クラブの待機児童の解消は、国が
喫緊の課題としており、本市においても待機児
童は増加傾向にあることから、放課後等の安全・
安心な居場所を提供に向け、必要な地域にクラ
ブ数を増やし、待機児童を解消するため設定す
るもの。

　Ｒ７年３月１日時点の待機児童は11人であり、
Ｒ12年度までに希望する世帯の全てがクラブを
利用できるよう、クラブ数を整備し待機児童を０
人とすることを設定するもの。

Ｒ12目標の算出方法設定の趣旨や内容

- 149 -



Ⅲ　若者の希望と挑戦を応援するまちの推進

ＫＰＩ
20歳から24歳の転出超過数
（転入者－転出者）

△332人
（Ｒ６年）

±０人

市民の健康寿命（日常生活に制
限のない期間の平均）

男　79.36年
（平均寿命　80.72年）

女　83.81年
（平均寿命　86.75年）

（Ｒ５年）

平均寿命の増加分を上
回る健康寿命の増加（Ｒ
10年）

Ⅰ　生涯を通じた健康づくりの推進

ＫＰＩ
要介護認定を受けていない高齢
者（第１号被保険者）の割合

85.0％
（Ｒ６年度)

85.2％

Ⅱ　高齢者が活躍できる場の充実と生きがいづくりの推進

ＫＰＩ
シルバー人材センターの65歳以
上の会員数

　851人
（Ｒ６年度）

1,141人

戦略４　誰もが健康でいきいきと暮らせるま
ちをつくる

現況(策定時) Ｒ12目標

数値目標
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　本市において、若者の転出超過が課題となっ
ていることから、若者の地元定着につながる取
組を通じて、特に大学を卒業し、県外へ転出する
学生を減らし、県外から秋田市に帰ってくる学生
を増やすことで、若者の転出超過を減少させる
ため設定するもの。

　秋田市人口ビジョン（Ｒ８年３月改訂）における
「目指すべき将来人口」では、Ｒ12年（2030年）
までに15歳から24歳までの転入転出が均衡し、
全体では転入超過に転じると仮定しており、こ
れに合わせて設定するもの。特に20歳から24歳
の年齢区分は、転出超過数が最も多い年齢層
である（年齢区分は国の統計による区分に応じ
たもの）。

　将来にわたって誰もが健康でいきいきと暮らせ
ることは、市民の幸せと活力の基盤であること
から、高齢化が進む中にあって、平均寿命の延
び以上に健康寿命を延ばすことにより、平均寿
命と健康寿命の差が短縮し、個人が健康に暮ら
すことができる期間を長くすることに取り組むこと
から設定するもの。

　国の健康日本２１（第三次）および秋田県の第
三期健康秋田２１と合わせて設定するもの。
　本市の平均寿命と健康寿命は、厚生労働省
科学研究「健康寿命の算定プログラム」により
前々年の数値を毎年冬に算出する。

　団塊世代の全員が75歳以上となるなど、介護
および福祉サービスへのニーズがこれまで以上
に高まることが予想される中、生涯を通じた健康
づくりや予防により、高齢になっても要介護認定
を受けずに健康でいられる方を増やすことに取
り組むことから設定するもの。

　第11次秋田市高齢者プラン（Ｒ６年３月策定）
におけるＲ６年度の「要介護認定を受けていない
高齢者の割合」を85.0％と推計しており、Ｒ６年
度の実績も85.0％だった。
　同プランにおいて、Ｒ12年度は、Ｒ６年度比マ
イナス1.4％となる83.6％と推計しているものの、
今後も介護予防の取組を実施することにより、６
年度比プラス0.2％の増加させることを設定する
もの。

　シルバー人材センターは、定年退職後等にお
いても高齢者が活躍できる場として、臨時的・短
期的な就業又は軽易な業務を提供するととも
に、ボランティア活動等の様々な社会参加を通
じて高年齢者の生きがいの充実を図っているこ
とから、その会員数の増加を目標として設定す
るもの。

　秋田県シルバー人材センター連合会が策定し
たＲ７年度からＲ12年度を計画期間とする「シル
バー人材センター事業拡大計画」に基づいて算
出される秋田市シルバー人材センターの目標会
員数を設定するもの。

設定の趣旨や内容 Ｒ12目標の算出方法
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Ⅲ　多様な生活支援サービスを利用できる地域づくりの推進

ＫＰＩ
認知症サポーター数
(累計)

30,654人
（Ｒ６年度）

40,000人

本市に住み続けたい人の割合
73.1％

(Ｒ６年度)
80.0％数値目標

現況(策定時) Ｒ12目標
戦略５　災害に強く、安全安心で持続可能
なまちをつくる
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　高齢者や障がい者など、誰もが住み慣れた地
域で医療、介護、予防、生活支援が受けられる
よう、地域で支えるという観点から、本市の取組
により市民からなる認知症サポーターの養成を
増やすことを設定するもの。

　Ｒ６年度の養成数1,401人を基準とし、年間
1,500人、Ｒ８年度からＲ12年度の５年間で7,500
人の養成を目標として設定するもの。
　認知症のかたや家族が安心して暮らし続ける
地域づくりを推進するため、年間1,500人を目標
に認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職
域において認知症のかたや家族を支援する認知
症サポーターを養成する。

　社会増への転換に向け、計画期間の５年間に
おいて、心豊かで持続可能な社会の土台となる
災害や公共交通、環境保全に重点的に取り組む
こととしており、これらの取組を総合的に評価す
るものとして、市民意識調査における「住み続け
たい」「事情が許せば住み続けたい」を合わせた
回答率を設定するもの。

　現況の数値は、Ｒ６年度に実施した秋田市し
あわせづくり市民意識調査Ｖの結果によるもので
あり、Ｒ元年度に実施した同調査から1.3ポイント
減少していることを踏まえ、第２期秋田市まち・
ひと・しごと創生総合戦略における目標値80.0％
を引き続き設定するもの。
　引き続きアンケートにより本市に住み続けたい
人の割合を測ることとしている。

Ｒ12目標の算出方法設定の趣旨や内容
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Ⅰ　災害に強いまちづくりの推進

ＫＰＩ 避難所運営会議の設置数
15か所

（Ｒ６年度）
50か所

ＫＰＩ 雨水排水整備率
51.1％

(Ｒ６年度)
53.2％

Ⅱ　将来にわたり持続可能な公共交通体系の構築

ＫＰＩ
年間バス等（路線バス、マイタウ
ン・バス、エリア交通）利用者数

5,942,409人
（Ｒ６年度）

6,400,000人

Ⅲ　循環型社会の構築とゼロカーボンの推進

ＫＰＩ
市民一人1日当たりの家庭系ご
み（資源化物および水銀含有ご
み除く）排出量

476ｇ
（Ｒ６年度）

420ｇ
（Ｒ16年度まで）
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　大規模災害が発生した場合、行政の対応だけ
で避難所を管理・運営することに限界があり、市
民が避難所運営の主体として活動するための
運営方針を策定し、市民協働による運営体制の
構築が求められていることから設定するもの。

　現在、指定避難所となっている市民サービスセ
ンター（８か所）およびコミュニティセンター（30か
所）の38か所に避難所運営会議をＲ９年度まで
に設置することを目指しており、Ｒ10年度以降
は、同じく指定避難所となっている学校で毎年度
４か所（Ｒ12年度までに12校）の設置を設定する
もの。

　豪雨災害による浸水被害の軽減に向け、本市
として行う計画的に雨水管やポンプを整備する
ことにより、浸水常襲地区の被害軽減を図ること
から設定するもの。

【参考】
　本市の浸水対策下水道事業については、国、
県とともに策定した｢水災害対策プロジェクト｣に
基づき進めている。同プロジェクトでは、令和５年
７月豪雨と同規模の大雨に対する床上浸水被
害の解消を目標とし、事業期間をＲ14年度まで
としていることから、施策の実施により、Ｒ13年
度においては、令和5年7月豪雨に対する床上
浸水の被害は概ね解消されるものと想定してい
る。

　市内全域のうち秋田市公共下水道全体計画
において設定している雨水計画区域面積
(7,440.9ha)と、雨水管やポンプの整備済面積を
用いて算出するもの（（整備済面積÷雨水計画
区域面積）×100）。
　Ｒ７年度策定の社会資本総合整備計画(防災・
安全交付金）「秋田市における災害に備えた下
水道施設の構築（防災・安全）(重点計画)（第３
期）」(計画期間Ｒ８～Ｒ12)に記載する指標と合
わせている。

　公共交通を確保・維持することは、本市におい
て重要な課題となっており、人口減少下にあっ
ても、ＩＣＴなども活用しながら、バス交通の確
保・維持と利便性向上のほか、マイタウン・バス
やタクシーによるエリア交通を組み合わせた公
共交通網の構築を進めることから、年間バス等
利用者数の増加について設定するもの。

　秋田中央交通(株)の路線バス利用者数にマイ
タウン・バスおよびエリア交通の利用者数を加え
た数は、人口減少、運転士不足による減便、コ
ロナ禍後の生活様式の変化などの影響により
減少傾向にあり、令和12年度には5,000,000人
を下回ることが想定される。
　そのため、第４次公共交通政策ビジョンに基づ
く施策の実施により利用者数の回復を図ること
とし、コロナ禍後の最大値である令和５年度の
利用者数を目標として設定するもの。
　第４次公共交通政策ビジョンの目標値と合わ
せて設定する。

　循環型社会の構築に向け、ごみの発生抑制を
可能な限り進め、ごみ処理による環境負荷を低
減させる取組が求められる中、人口減少によ
り、ごみ総量減は確実であることから、市民一人
ひとりのごみ排出量を減らすための意識を高め
るため設定するもの。

　家庭ごみ排出の現況を調べる組成調査の結果
によると、本市の家庭ごみには、R６年度現在、
約12％の食品ロスと約10％の資源化できる紙
が混入している。これらをＲ16年度までに半減さ
せること等により達成可能な420ｇを設定するも
の。
　令和７年度策定の一般廃棄物処理基本計画
の目標値と合わせて、令和16年度までの目標を
設定する。
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１　貧困をなくそう ○ ○ ○ ○

２　飢餓をゼロに ○ ○ ○ ○ ○

３　すべての人
　　に健康と福祉を

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４　質の高い
　　教育をみんなに

○ ○ ○ ○ ○

５　ジェンダー
　　平等を実現しよう

○ ○ ○ ○

６　安全な水とトイレ
     を世界中に

○ ○

７　エネルギーを
　　みんなに
　　そしてクリーンに

○ ○ ○ ○

８　働きがいも
　　経済成長も

○ ○ ○ ○ ○

９　産業と技術革新
　　の基盤をつくろう

○ ○ ○ ○ ○

10 人や国の不平等
　   をなくそう

○ ○ ○ ○ ○ ○

11 住み続けられる
     まちづくりを

○ ○ ○ ○ ○ ○

12 つくる責任
     つかう責任

○ ○

13 気候変動に
     具体的な対策を

○ ○ ○ ○

14 海の豊かさを
     守ろう

○ ○ ○

15 陸の豊かさも
     守ろう

○ ○ ○ ○

16 平和と公正を
     すべての人に

○ ○ ○

17 パートナーシッ
     プで目標を達成
     しよう

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
１
７
の
目
標

（参考）　秋田市『プラスの循環』プランとＳＤＧｓ
             （持続可能な開発目標）の関係

将来都市像 プラスの循環戦略
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（参考） 用語解説

：職員の自己成長に向け、目指す職員像秋田市人材育成・確保基本方針（P3）

や職位ごとの役割や行動、求められる能力などを示し、人事管理・職員研修・

職場環境による人材育成・確保の方向性等を示した本市の総合的な指針。

（ ）秋田市職員研修実施計画 P3（ ）：秋田市人材育成・確保基本方針 第５次改訂

に基づき、職員研修の取組方針や研修科目等を示した計画。計画期間は令和

８年度から令和12年度までの５年間で、研修科目等は毎年度更新を行う。

：職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力および人事評価制度（P3）

、 、挙げた業績を公正に把握し 能力・実績に基づく人事管理を行うことにより

より高い能力を持った職員の育成、組織全体の士気高揚および公務能率の向

上につなげることを目的とした制度。

市民が持つ意見、知識や経験、思いしあわせづくり秋田市民公聴条例（P4 ：）

などを、本市の計画や方針などの企画立案過程に反映させることを目的に定

めた条例。

市政に関する意見を直接市民へ聴く本市の広聴制度とし市民100人会（P4 ：）

て無作為に選出した市民のうち、会員になることを承諾した100人程度の方

で構成された会。

パソコンや携帯電話、スマートフォンから市政に対市民の声システム（P4 ：）

する提言や要望などを提出できる電子申請システム。

障がいの有無などにかかわらず、すべての人がユニバーサルデザイン（P4 ：）

快適に利用することができるように製品や建造物、環境などをデザインする

こと。

ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)（P4、8、10、32、39、121、123）：

インターネットを利用して人と人とのつながりを促進・サポートする 「コ、

ミュニティ型の会員制のサービス」又はそういったサービスを提供するウェ

ブサイト。代表的なものとしてFacebookやX（旧Twitter 、LINEがある。）

：行政が保有するデータを加工・編集等が可能なオープンデータ（P4、113）

形で公開し、営利・非営利を問わず、自由な利用を可能にすることにより、

新たな価値を創造すること。
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：公正で開かれた市政を実現するため、市民へ本市秋田市情報公開条例（P4）

が保有している公文書を開示する権利を保障し、情報提供施策を充実させる

ことを定めた条例。

：市政の適正かつ効率的な運営、現在および将来秋田市公文書管理条例（P4）

の市民に対する説明責務を全うすることを目的に、市の公文書等の適正な管

理、歴史公文書等の保存および利用について定めた条例。

：厳しい財政状況が続く中で、今後、過秋田市公共施設等総合管理計画（P6）

去に集中的に建設された数多くの公共施設等が更新時期を迎える一方、人口

減少や少子化等によって公共施設等の利用需要の変化が見込まれることを踏

まえ、財政負担の軽減や平準化と併せて公共施設等の最適配置を図るため、

市が所管するインフラを含む公共施設等の更新、統廃合、長寿命化などを総

合的かつ計画的に進めるための基本的方針を定める計画であり、本市では、

平成29年３月に策定、令和４年１月に改訂した。

第８次秋田市行政改革大綱（第４期・県都『あきた』改革プラン （P6、7 ：） ）

人口減少下にあっても持続可能な行財政運営の実現に向けて令和５年１月に

策定した本市の行政改革の指針。計画期間は令和５年度から令和８年度まで

の４年間。

：Robotic Process Automation（ロボティックプロセスオートメＲＰＡ（P8）

ーション）の略称であり、ソフトウェアロボットがパソコン上で定型的な業

務を自動で行う技術。

：デジタルトランスフォーメーションの略称であり、デジタル技術ＤＸ（P8）

を活用して、社会や地域、組織のあり方を根本から変革すること。

Artificial Intelligence（人工知能）の略称で、人間のようにＡＩ（P8 ：）

学習するコンピュータシステムのこと。特に、大量の学習したデータから、

様々な新しいコンテンツ（文章や画像等）を作成することができるものは生

成ＡＩと呼ばれ、様々な分野での活用が期待されている。

：Business Process Re-engineering（ビジネスプロセス・リエＢＰＲ（P8）

ンジニアリング）の略称で、ビジネス・プロセスとは、仕事の流れや手順で

あり、ＢＰＲは、このビジネス・プロセスを根本から見直し、効率化や改善

を図る手法。
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：Information and Communication Technology（情報通信ＩＣＴ（P8、131）

技術）の略で、コンピュータなどの情報機器やデータ通信に関する技術を表

す用語。今後のネットワーク社会における通信や情報伝達、相互理解といっ

たコミュニケーションの重要性を踏まえ、従来のＩＴにこの概念を示すＣを

加えた用語として使用されている。

：公の施設について、利用者へのサービスの向上や経費の縮減指定管理（P9）

等を目的に、その管理運営を法人その他の団体へ代行させること。

家族や学校、地域や職場など、社会におけるつながりや結びつ絆（P9、43 ：）

き。一人ひとりが互いを大切にし、支えあい、助けあうこと。

市民がまちへの愛着や誇りを感じ、このまシビックプライド（P9、10、31 ：）

ちをより良くするために関わる当事者意識（ シビックプライド/CivicPride」「

は、株式会社読売広告社の登録商標 。）

風力、太陽光、バイオマスなどの再生クリーン電力（P14、15、101、119 ：）

可能エネルギーから得られた電力。

企業や組織が持つデータを大量データセンター（P14、15、16、101、119 ：）

に保存、管理、処理するための専用施設。

エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減ＧＸ関連企業（P14、16、119 ：）

の同時実現を目指す「ＧＸ（グリーン・トランスフォーメンション 」の推）

進に貢献する企業。

：中心市街地に位置チャレンジオフィスあきた（P15、17、18、59、78、117）

し、起業に関心のある方の教育から交流、育成、起業までを一貫して支援す

る創業支援拠点施設で、創業支援室やコワーキングスペースを低料金で利用

できる。

：企業が自らの事業の使用電力を100％再エネで賄うことを目ＲＥ100（P16）

指す国際的なイニシアティブ。

革新的なビジネスモデルにより短期間に急スタートアップ（P17、18、117 ：）

成長を遂げるスタートアップ事業者に加え、安定的な運営を目指すスモール

ビジネスによる事業者を含めた広義の起業者を指す。
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：訪日外国人観光客。インバウンド（P17、32）

商工会又は商工会議所が、市町村と共同して小規経営発達支援計画（P17 ：）

模事業者の経営の発達に特に資する事業について定める計画で、経済産業大

臣の認定を受けたもの。本市は秋田商工会議所および河辺雄和商工会とそれ

ぞれ計画を作成している。

：平成29年３月に内閣総理中心市街地（P18、34、35、112、113、120、121）

大臣に認定された「秋田市中心市街地活性化基本計画」および同計画を引き

継ぎ策定した「秋田市中心市街地活性化プラン」において設定した、秋田駅

周辺から保戸野通町、川反地区までの区域（約115ha 。）

市内中小企業の創業や事業拡大、事業秋田市『未来応援』ファンド（P18 ：）

承継までを資金面と経営面で支援する目的で、秋田市、秋田銀行、秋田県信

用保証協会、ゆうちょ銀行および辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会

（ ） 、 。社 現社名：ＳＢＩ辻・本郷Ｍ＆Ａ株式会社 が出資し 設立したファンド

市内中小企業の創業や事業拡大、秋田市『未来応援』２号ファンド（P18 ：）

事業承継までを資金面と経営面で支援する目的で、秋田市、秋田銀行、秋田

県信用組合、秋田県信用保証協会、秋田信用金庫、ゆうちょ銀行および株式

会社あきぎんキャピタルパートナーズが出資し、設立したファンド。

オールターン（ALL TURN）のＡと秋田（AKITA）のＡＡターン（P19、119 ：）

をかけた造語で、秋田へのＵターン、Ｉターン、Ｊターンを指す。

学生が在学中に企業などで就業体験をする制度。インターンシップ（P19 ：）

：船会社等に対して航路誘致・維持拡大の要望活ポートセールス（P21、117）

動を行ったり、荷主等に対して港利用を促す活動を行うこと。

：農作物を栽培する田畑などの農地。ほ場（P23、25、119）

：製品や構造物の取得、維持・管ライフサイクルコスト（P23、25、30、109）

理、廃棄に至るまでの費用の総額。

：農産物を実際に扱っている加工・惣菜・給食・外食・スーパー実需者（P23）

などの農産物の買い手。
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：農山漁村地域における特色ある農林水産物、美農商工連携（P27、88、117）

しい景観などの資源を有効に活用するため、農林漁業者と商工業者が互いの

「 」 「 」 、 、技術 や ノウハウ を持ち寄って 新しい商品やサービスの開発・提供

販路の拡大などに取り組むこと。

農業者が、農業生産を基本に加工や販売、アグリビジネス（P27、88、117 ：）

産地直売、レストラン、農家民宿、観光農園などのサービスを組み合わせた

農業関連産業を営むこと。農家経営の発展を図る事業活動。

：農作物や木材など、再生可能な動植物にバイオマス（P28、29、101、102）

由来する有機性資源で、エネルギーとして利用できるもの。ただし、原油、

石油ガス、天然ガス、石炭など化石資源を除いたもの。

：各種大会や会議、博覧会、見本市など、物、知識、コンベンション（P33）

情報の交流の場となる催し。

千秋公園をより魅力あるにぎわい空間千秋公園再整備基本計画（P33、104 ：）

とするため、再整備の基本方針や施策を定めた計画。平成９年に当初計画を

策定し、平成30年に改定している。

中心市街地における都市機中心市街地活性化プラン（P35、40、107、121 ：）

能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進し、さらなる活性

化とにぎわいの創出に継続的に取り組むため、令和５年３月に策定した５年

間の任意計画（期間：令和５年度～令和９年度 。）

都市再開発法に基づき、一定区域内の敷地を統合市街地再開発事業（P35 ：）

して、共同建築物に建て替え、緑地や広場など公共の空地を確保し、快適で

安全な都市環境を再生する事業。昭和49年に都市計画決定された秋田駅前地

区第一種市街地再開発事業の施行状況は、中央・南地区は事業完了、北地区

のうち北第一地区は施行中、北第二地区（仮称）は未施行。

自治体に対する寄附金のことで、生まれ故ふるさと納税（P37、122、123 ：）

郷など希望する自治体に寄附をした場合に所得税や住民税が軽減される制

度。

地方創生応援税制のことで、企業が自治体の地企業版ふるさと納税（P37 ：）

方創生の取組に寄附をした場合に法人関係税が軽減される制度。
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主に地方から都市部に移り住んだ人が再び出身地に戻ＵＩＪターン（P39 ：）

ることをＵターン、出身地とは別の地方に移り住むことをＩターン、出身地

から都市部に移り住んだ人が出身地に近い比較的規模の大きい地方都市に戻

ること（例えば、県内他市町村から東京や仙台などに移り住んだ人が、出身

市町村ではなく、秋田市に戻る場合など）をＪターンという。

０歳から５歳までの保育を必要とする児童と認定こども園（P41、53、54 ：）

３歳から５歳までの教育を希望する児童を一緒に教育・保育する施設。

：Non Profit Organizationの略で、継続的・自発的に社会ＮＰＯ（P42、79）

貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。

：無意識の思い込み。偏ったものの見方やアンコンシャス・バイアス（P43）

とらえ方。

：市内において様々な社会福祉事業を実施する秋田市社会福祉協議会（P44）

とともに、市内に39ある地区社会福祉協議会と連携し、地域の支えあい・助

けあいの意識を醸成するなど、地域福祉の推進役となっている民間団体。

：39地区の民生児童委員協議会からなる民秋田市民生児童委員協議会（P44）

生委員・児童委員の全市的な連絡協議会。福祉事務所などの関係行政機関と

連携を密にしながら、各地域における組織的な福祉活動に取り組んでいる。

：成人に起こる認知（知能）障がい。記憶、判断、言認知症（P49、50、127）

語、感情などの精神機能が減退し、その減退が一過性ではなく慢性に持続す

ることによって日常生活に支障をきたした状態。

保護者が仕事や病気などのため、日中子どもを家庭認可保育所（P53、54 ：）

で保育できないとき、一定の基準のもと、保護者に代わって教育・保育する

児童福祉施設で、入所（入園）には本市の支給認定が必要となり、保育料は

市徴収基準表に基づき算定される。

：０歳から２歳までの保育を必要とする児童を教育・小規模保育事業（P54）

保育する定員19人以下の施設で、入所（入園）には本市の教育・保育給付認

定が必要となり、保育料は市の徴収基準表に基づき算定される。
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本市から幼児教育・保育の無償特定子ども・子育て支援施設等（P54、55 ：）

化の対象となるための確認を受けた次の施設等。

・施設型給付を受けない幼稚園

・認可外保育施設

・預かり保育事業

・一時預かり事業

・病児保育事業

・子育て援助活動支援事業

入所（入園）に際して本市の教育・保育給付認定を認可外保育施設（P54 ：）

必要としない施設で、保育料等は各施設で定めている。

：児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業放課後児童クラブ（P56、124）

により、保護者が昼間家庭にいない小学生に対し、放課後等に専用の施設を

利用して提供する適切な遊びと生活の場。

：児童福祉法に基づく児童厚生施設で、児童に健全な遊びを児童館等（P56）

与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的に設置している児童

館・児童センターのほか、児童室を含めた総称。

：１か月児、４か月児、７か月児、 1 0か月児、乳幼児健康診査（P56）

１歳６か月児、３歳児の健康診査および２歳児の歯科健康診査。

：18歳未満（継続の場合は20歳到達まで）の児童等小児慢性特定疾病（P56）

の慢性疾病のうち、厚生労働大臣が定めたもの。

：フィンランド語で「アドバイスの場所 。助産師等が専門的ネウボラ（P57） 」

な見地から相談支援を実施する窓口。

：児童福祉法に規定された法定機関。虐待要保護児童対策地域協議会（P58）

を受けた児童又は受けたと思われる児童や養育力が不足している家庭の児童

等に関する問題について、関係機関等の連携により対応し、当該児童の早期

発見および適切な保護を図ることを目的に設置されている組織。

学術上貴重で、特に重要なものとして指定された動特別天然記念物（P62 ：）

物・植物・地質・鉱物をいう。動物ではカモシカ・コウノトリ・ライチョウ

などが指定されている。

- 163 -



貝塚・古墳・城跡・集落跡などの遺跡や土器・石器など、埋蔵文化財（P62 ：）

地下に埋まっている文化財。

御所野台地の南西部にある旧石器・縄文・弥生時代地蔵田遺跡（P62、63 ：）

の複合遺跡。木柵で囲まれた弥生時代の集落跡は全国でも類例がないことか

ら、平成８年に国の史跡に指定された。

高清水丘陵に築かれた奈良・平安時代の大規模な地方官庁秋田城跡（P63 ：）

、 。 （ ）の遺跡で 昭和14年に国の史跡に指定された 東北地方の日本海側 出羽国

の政治・軍事・文化の中心地であり、環日本海交流の拠点としての機能を有

していたことも判明している。

：恒久的に、分野を限定しない交流を行う約束をした友好・姉妹都市（P67）

都市のこと。海外では、中国・蘭州市、南寧市、ドイツ・パッサウ市、ロシ

ア・ウラジオストク市、アメリカ・セントクラウド市と提携し、そのほかに

アメリカ・キナイ半島郡と交流合意都市提携をしている。国内では、茨城県

常陸太田市と提携。

：生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎とな食育（P72、87）

るものであり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する

力を習得し、健全な食生活を実践できる人間をはぐくむこと。

学校給食を取り巻く諸課題に対秋田市学校給食調理場再編整備計画（P73 ：）

応するため 、給食センター化や既存の調理場の集約、計画的な厨房機器の

更新および調理業務の民間委託への移行などを具体的に定めた整備計画。

：生命および健康に広範かつ重大な危害が生じ、又は生じる健康危機（P79）

恐れがある緊急の事態。

：細菌やウイルスなどの病原体が体内に入り増殖感染症（P79、80、89、90）

して発症する疾患の総称。

：都市公園法に基づき国又は地方公共団体が都市公園（P81、82、103、104）

設置する公園・緑地。都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合

的な利用に供することを目的とした総合公園や、主として街区に居住する者

の利用に供することを目的とした街区公園などがある。
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：高齢者や障がい者などが生活してバリアフリー（P81、82、103、104、106）

いくうえで、社会参加を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的な

全ての障壁（バリア）となるものを取り除くこと。

雨水管等の排水施設から河川への放流口に設置されフラップゲート（P82 ：）

るゲートのひとつで、水位差で自動開閉するため、排水施設からの雨水をス

ムーズに流しつつ、河川の水位上昇による逆流を防ぐ役割を果たす。

一時的な大雨などにより、下水道等の排水施設内水浸水想定区域図（P82 ：）

が雨水を処理しきれなくなった場合に発生しうる、浸水の深さと範囲を示し

た地図。

：電力線や通信線などの電線類を道路の地下空間に共電線共同溝（P83、110）

同で収容するための施設。

：人と動物の調和のとれた共生社会を構築していくために、適正飼養（P86）

動物の習性行動を理解し、動物の視点に立って終生にわたり飼養すること。

： 心が健康な状態」とは、情緒が安定し、状況に応こころの健康（P89、90）「

じて問題解決をしながら、周囲の人や社会と適切な関わりを保ち、生き生き

と自分らしく生きている状態をいう。

：おおむね小学校区単位に地域保健推進員会が設置さ地域保健推進員（P89）

れ、町内会などの推薦により、約1,200人の市民が地域保健推進員として、

地域の健康づくりの担い手となって活動している。

：食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など生活習慣病（P89、90、93、95）

、 、 、 、生活習慣が発症・進行に関与する疾患群であり がん 心疾患 脳血管疾患

糖尿病などの病気が含まれる。

：平成26年に施行さ第２期秋田市民の心といのちを守る自殺対策計画（P90）

れた「秋田市民の心といのちを守る自殺対策条例」の理念の下、自殺対策基

本法を踏まえ、本市の実情に応じた総合的な自殺対策を実施し、推進するた

めの計画。

：船舶・航空機火災、大規模林野火災、毒劇物漏洩事故など、特殊災害（P91）

人命への危険が高く、消防活動も特殊な環境下で困難かつ長時間となり、市

民生活の一部にも影響をおよぼす災害。
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：Automated External Defibrillator（自動体外式除細動ＡＥＤ（P91、92）

器）の略で、心臓に電気ショックを行うための医療機器のこと。心臓が細か

、 、くふるえる不整脈が発生した場合には できるだけ早く電気ショックを与え

正常なリズムに戻すことが重要であり、電気ショックが必要かどうかの判断

はＡＥＤが自動的に判断する。

消防法で指定された指定数量以上の危険物を貯蔵し、又危険物施設（P91 ：）

は取り扱う施設で製造所、貯蔵所および取扱所の３つに区分されている。

特にメタボリックシンドロームに着目し特定健康診査･特定保健指導（P95 ：）

た健康診査や保健指導を行い、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習

慣病の発症や重症化を防ごうとするもの。

環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、秋田市環境基本計画（P96 ：）

秋田市環境基本条例に基づき策定する環境の保全および創造に関する基本的

な計画。

市内各地の大気測定局に配置された測定機の大気常時監視システム（P96 ：）

測定値をリアルタイムに収集し、大気の状況を監視するシステム。

ごみの焼却などの物の燃焼によって発生する塩素をダイオキシン類（P97 ：）

含む化合物。発がん性や催奇形性への影響があるといわれている物質。

石綿（いしわた又はせきめん）ともいわれる、天然に存アスベスト（P97 ：）

在する繊維状の鉱物。吸引することにより、肺がんや中皮腫等の健康被害を

引き起こすおそれがある。

：廃棄物の発生抑制、循環的利用の促進、適正処分の循環型社会（P98、130）

確保によって、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減

される社会。

：くみ取りされた、し尿と浄化槽汚泥の混合液をいう。し尿など（P100）

：二酸化炭素、メタンなど、地表から放射された温室効果ガス（P101、131）

赤外線を一部吸収することによって温室効果をもたらす気体。
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Energy Service Companyの略で、工場やビルの省エネＥＳＣＯ事業（P101 ：）

ルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことな

く光熱水費の削減を実現し、その結果、得られる省エネルギー効果（メリッ

ト）を保証する事業をいう。顧客は、基本的に、省エネルギー改修経費、Ｅ

ＳＣＯ事業者への報酬等、ＥＳＣＯ事業に係る全ての費用を光熱水費の削減

で得られた省エネルギー効果（メリット）で賄う。

再生可能エネルギーをはじめとした次世代次世代エネルギーパーク（P101 ：）

のエネルギーに、実際に国民が見て触れる機会を増やすことを通じて、地球

環境と調和した将来のエネルギーの在り方に関する理解の増進を図る計画

を、経済産業省が認定するもの。

：土地区画整理法に基づき、換地（土地の交土地区画整理事業（P103、104）

換分合）と減歩（地権者からの用地一部提供）により、公共用地を生み出す

ことで、道路や公園等公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図る事業。

全県全市を対象とする広域的な行政、金融等の中都心・中心市街地（P103 ：）

枢業務、商業、文化、教育、アミューズメント等の高次都市機能の集積した

地域（中心市街地を含む秋田駅から山王地区 。）

東部、西部、南部、北部、河辺、雄和の６地域のそ６つの地域中心（P103 ：）

れぞれの拠点となる地域レベルの中心地区。

核となる地域の拠点等に居住や多核集約型コンパクトシティ（P103、112 ：）

医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を誘導・集約し、各拠点間を骨

格道路や公共交通で結ぶことにより形成する効率的で持続可能な都市。

都市計画法に基づき都市計画決定された都市施都市計画道路（P103、110 ：）

設としての道路。

街区や宅地の外郭を形成し、沿道宅地のための交通、供給区画道路（P103 ：）

処理施設の収容、日照、通風等のための生活道路。

自転車、歩行者専用道路等、自動車以外の交通の用に供す特殊道路（P103 ：）

るための道路。

都市計画法に基づき都市計画決定された都市施設とし都市計画公園（P104 ：）

ての公園。
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：昭和56年以前の旧耐震基準に基づいて建てられた既存耐震化（P106、108）

の建築物の耐震性能を高めるために、壁を増やしたり、筋かいを入れたりす

る改修工事や建て替えなどを行うこと。

また、地震時においても上下水道サービスを確保するため、上水道におい

ては、地震に強い耐震継ぎ手の管種に布設替えを、下水道においては、主要

な管渠の更生工事、処理場やポンプ場の耐震補強工事などを行うこと。

：ある一時点に存在する物。住宅ストックとは、特に社会資ストック（P106）

産としての側面に着目した現存する住宅のことをいう。

住生活基本法に基づき、市民の住生活の安定秋田市住生活基本計画（P106 ：）

確保および向上の促進に関する施策の推進を目的として策定する本市の地域

特性等に配慮した住宅政策の基本的な計画。

安全で快適な住宅を長期にわたって安秋田市営住宅等長寿命化計画（P106 ：）

、 、 、 、定的に供給するため 修繕 改善 建替などの市営住宅等の活用方法を定め

既存ストックの有効活用と円滑な更新を図ることを目的とした計画。秋田市

住生活基本計画の一部として位置づけられている。

配水区域を河川や道路、鉄道、地盤高などで区分け配水ブロック化（P108 ：）

し、断水範囲の最小化や配水状況の詳細な把握ができるようにするもの。

河川や地下水から取水した水をきれいにして、水道水をつく浄水場（P108 ：）

る施設。

下水道管路や処理場などの下水道施設全ストックマネジメント計画（P109 ：）

体を一体的に捉え、点検、調査、改築などを効率的に行うための計画で、施

設全体の持続的な機能確保およびライフサイクルコストの低減を図ること。

：将来にわたり持続可能な公共交通サー秋田市公共交通政策ビジョン（P112）

ビスの実現に向けて、市民・交通事業者・行政等関係者の役割を定め、関係

者が一体となって持続可能な公共交通サービスの確保・維持を図ることを目

的とした計画 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく地。

域公共交通計画として策定。
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秋田ノーザンハピネッツの略。バスケットボールＢ１リーグＮＨ（P122）：

（2026シーズンからはＢプレミア）に所属し、本市をホームタウンとして活

動している。

ブラウブリッツ秋田の略。サッカーＪ２リーグに所属し、本市ＢＢ（P122 ：）

をホームタウンとして活動している。

秋田ノーザンブレッツの略。ラグビートップイーストリーグにＮＢ（P122 ：）

所属し、本市をホームタウンとして活動している。

企業や家庭等から出る温室効果ガス（二酸化炭素）のゼロカーボン（P130 ：）

排出量を減らし、実質的な排出を森林による吸収分などと相殺してゼロとす

ること。

物価の変動による影響を除いた国内総生産（国内実質ＧＤＰ成長率（P132 ：）

で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の総額）の伸び率。

地方公共団体の一般財源不足を補うため、地方財政臨時財政対策債（P132 ：）

法の規定に基づき、特別に発行を認められた地方債。将来にわたって支払う

べき元利償還金は、後年度の地方交付税としてその全額が措置される。

地方交付税法の規定に基づき国が作成する地方公共団地方財政計画（P132 ：）

体の歳入歳出総額の見込額に関する書類。

生活保護費や障がい者保護費、私立保育所等給付費、児童手措置費（P132 ：）

当など、法令で定められた義務的な社会保障関係経費。

地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金。公債費（P132 ：）
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